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改訂にあたって

この冊子は，令状当直員の執務の利便に資するための一般的な手引書として作

成され，その後改訂を繰り返してきたが,今般， この手引書を電子データ化するに

あたり， 当直態勢の変更や法改正に伴う改訂を加えるとともに，各種令状事務の処

理については,請求書の審査，令状作成及び令状交付前の最終確認の際の点検・確

認に利用できる記載とした。

平成22年11月

大阪地方裁判所刑事部

大阪地裁刑事書記官実務研究会

「令状事務マニュアル新法対策版」検討チーム

一部改訂にあたって

刑事関係の帳簿諸票の備付け及び保存に関する事務の取扱いについて（平成

9年3月7日付け大阪地方裁判所刑事首席書記官通知）が平成23年10月3

1日に改正され，保釈保証金納付通知簿の備付けが廃止された。 この改正通知

が同年1 1月1日から実施されたことに伴い， 6の令状当直実施要領(1)保釈の

項目中所要の改訂をした。

平成23年12月

大阪地方裁判所刑事部

一部改訂にあたって

平成23年7月から，令状当直員が(通常・緊急)逮捕状請求書， （通常, ・緊
p - e

急)逮捕状の点検を行うにあたっては， （通常・緊急)逮捕状審査票を利用する
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こととされたので，4の各種令状事務の処理(1)通常逮捕状, (2)緊急逮捕状の項

目について，審査票を利用した点検内容に改訂した。

また， 同(8)鑑定処分許可状一一般で使用している記載例について，令状当直

員にとってより一般的なものに改訂した。

平成24年5月

大阪地方裁判所刑事部

大阪地方裁判所刑事部10部～12部

・ 主任書記官ブロック会
､

一部改訂にあたって

情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成23

年法律第74号） （サイバー関係手続法）の施行(平成24年6月22日)に伴い

「記録命令付差押許可状jが新たな令状として加わり，捜索差押許可状，差押許可

状に「リモートアクセスによる複写の処分」の項目が加わったので， 4の各種令状

事務の処理に「 (捜索）差押許可状請求書の審査上の留意事項」及びこれらの令状

点検確認事項の項目を追加した。

また， 同法施行に伴い「捜索差押検証許可状請求書｣様式も変更されたの

で，関連の令状点検確認事項の項目にその旨を注記した。

平成24年7月

大阪地方裁判所刑事部

大阪地方裁判所刑事部10部～12部

主任書記官ブロック会
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一部改訂にあたって

■

|,

平成25年1月15日から

など;■■， ’

’中心に，その処理手順や注意点を検討

のうえ，改訂作業をおこなった。

また, I－

■については, |[
坐

'' －三

■■うち, 1

｜及び

|を用いることを前提とした改訂をおこな

’

~、
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った。

さらに，

Iこついて

も改訂した。

平成24年12月

大阪地方裁判所刑事部

大阪地方裁判所刑事部10部～12部

主任書記官ブロック会猟｡

』

、

一部改訂にあたって

一太郎ソフトの使用終了に．伴い，エクセル等の書式も含め， 「令状事務の手

引き」の全てのファイルをワードに変更した。

また，検索や印刷の便宜のため，従前41種類あったファイルを統合し；五

つのファイルに整理した｡

平成26年3月

大阪地方裁判所刑事部
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大阪地方裁判所刑事部10部～12部

主任書記官ブロック会

一部改訂にあたって

勾留質問手続における逃走防止，危害行為防止についてのマニュアルを付加

して改訂することとした6

平成27年3月

大阪地方裁判所刑事部

一部改訂にあたって

少年鑑別所法（平成26年法律第59号）の平成27年6月1日施行に伴い，

少年鑑別所に少年鑑別所視察委員会が置かれたことから，被疑者が少年である場

合の接見等禁止決定の記載例等の改訂を行った。

平成27年6月

大阪地方裁判所刑事部、

一部改訂にあたって

令状部における起訴後第1回公判期日前の接見等禁止決定の終期の定め方が

変更したことに伴い，被告人の接見等禁止決定の記載例等の改訂を行った。

平成28年6月

大阪地方裁判所刑事部



一部改訂にあたって

勾留請求，観護措置請求，接見禁止等請求，勾留延長請求の各事件‘

場合の処理方法について， 6勾留請求等の処理手順に追加した。

平成29年3月

大阪地方裁判所刑事部

勾留延長請求の各事件の却下の

一部改訂にあたって

令状書式等について， 「平成」を「令和」に更新

その他，書式等の説明書きをわかりやすく明確にした。

令和2年7月

大阪地方裁判所刑事部
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令状事務の一般的注意事項

1 正確な事務処理

令状事務は直接被疑者の人権に関わり，誤りが発生すると裁判所の信用を失墜す

る大きな問題となるので，正確な事務処理が求められる。

2裁判官との意思疎通

令状の事務処理にあたっては，令状を発付する担当裁判官との意思疎通が不可欠

である｡令状事務の処理上の疑問等は,その都度,裁判官に口頭や付雲で引き継ぎ，

裁判官の注意を喚起し遺漏がないようにする。~

Ｉ

3令状の点検と過誤防止

令状請求受理後に起案した令状の記載内容の点検及び発付後交付前の令状の点検

は,当直員同士のダブﾙチェックや点検表により行い,令状交付時にも,■■■■
Ｉ
Ｉ
Ｊ ’

4捜査の密行性

捜査は秘密裡に遂行される。部外者の目に触れ，耳に聞こえるようなところで令

状事務をしたり，話題にしない。

5弁護士等からの令状発付についての照会対応
I

’

’
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当直で処理する令状事務を担当する裁判官について

（勤務時間外における令状請求事件等の配付及び処理に関する申合せ事項抜粋）

1 当直令状事務

当直令状事務とは，①勤務時間外における各種の令状請求事件，②勾留に関する

処分，③被疑者に付する国選弁護人の選任及び解任に関する処分，④麻薬特例法の

保全に関する処分の請求事件，⑤組織的犯罪処罰法の保全に関する処分の請求事件

及び通信傍受法に基づく傍受の原記録保管事務，⑥刑事訴訟法430条の準抗告事

件，並びに⑦勾留又は保釈に関する裁判に対する同法429条の準抗告事件（不服

申立手続において同条を準用し，又は同条の規定する手続の例によるとされる事件

を含む。 ）における原裁判の執行停止事件に関する裁判をいう。

2 当直裁判官

日直裁判官及び宿直裁判官をいう。

3 日直裁判官の職務

日直裁判官は休日の午前9時から午後5時までの令状事務等を担当する。そのう

ち， 日直裁判官は早番日直裁判官■人と遅番日直裁判官■人の合計■人で令状事務
等を担当する。

（1） 早番日直裁判官は午前9時から午後3時まで

(2)遅番日直裁判官は午前10時30分から午後5時まで

4宿直裁判官の職務

宿直裁判官は，午後5時から翌朝午前9時までの令状事務等を担当する。

5 当直裁判官の事件処理の例外

（1） 早番日直裁判官は，令状事務等について，事件が多数であるとき，資料がぼう

大であるとき， ’その他担当時間内に処理することが困難な相当の事由があるとき

・は， 当日の遅番日直裁判官にその処理をゆだねることができる。ただし，遅番日

直裁判官の処理すべき事件が余りに多数であるなど,遅番日直裁判官■人では円
滑な事件処理に支障があると予想されるときは，担当時間の終了を遅らせ，勤務

を継続するものとする。

（2）宿直裁判官は，麻薬特例法の保全に関する処分，組織的犯罪処罰法の保全に関

する処分の請求事件及び刑事訴訟法430条の準抗告（不服申立手続において同

条を準用し，又は同条の規定する手続の例によるとされる事件を含む｡ ） ，通信

傍受法に基づく傍受の原記録保管事務については，緊急を要する場合を除き，直

近の平日に令状事務等を担当する令状部裁判官又は大阪簡易裁判所令状係裁判

官にその処理を委ねることができる。

’
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令状事務の注意事項～受理から発付まで～

1 受理する裁判所

(1) 原則

担当する裁判官の所属庁で受理する｡‘ 、

なお，大阪地裁本務の裁判官が大阪簡裁の併任辞令を受けている場合には，

大阪地裁で受理する。

(2) 例外

ア専属管轄

→傍受令状（地裁） ，保護許可状（簡裁）

イ起訴後の被告人の身柄に関する事務（保釈，勾留，接見等禁止関係等）

→起訴された裁判所

ウ法429条による準抗告(付随して申し立てられた執行停止を含む｡ ）

→地裁､(合議体によるため）

2受付日付印の種類（4種類）

(1) 地裁用-A…立件を要する場合→事件符号「む」 （各種令状請求書(逮

捕状，捜索差押許可状等)，勾留請求書等）

C…立件を要しない場合（大阪地裁が発付した未執行の返還令状，

上訴申立書等記録簿に登載して受理する申立書等)

(2) 簡裁用-B'･･立件を要する場合→事件符号「る」 （各種令状請求書(逮

捕状，捜索差押許可状等):，勾留請求書等） 、

D…立件を要しない場合（大阪簡裁が発付した未執行の返還令状，

上訴申立書等記録簿に登載して受理する申立書等）

ｔ

A B C ，

１
１
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3 令状請求事件簿，勾留請求事件簿及び勾留延長請求事件簿（6冊）

地裁用3冊及び簡裁用3冊，合計6冊

当直で受け付けた場合は，事件簿の備考欄に「当直受付」 と記載する。

4 書記官印

書記官印（地裁・簡裁）各■個，合計■個

5令状の有効期間…初日不算入。末日は休日であっても算入する。

（1） 原則

7日 （規則300条本文）

（2） 例外

裁判所又は裁判官が相当と認めるときは， 7日を超える期間を定めるこ

とができる（規則300条但書） 。

■■■■各種令状が更新された場合で，

■■■■■■となるような場合である。

有効期間が7日を超える場合は，事件＃有効期間が7日を超える場合は，事件簿の備考欄にその期間を記載する。
｡

(3)記載例…令状処理用の日付印が4個用意されている。

(当日，

(4) 注意点

公訴時効が完成する場合には，完成する前日までを有効期間とする。

I
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6 各種令状

（1） 逮捕状（通常逮捕状）…逮捕状請求書（甲）

（2） 逮捕状（緊急逮捕状）…逮捕状請求書（乙）

☆ (1)については，任意で出頭を求めて取調べを行った結果，逮捕の必要性が

生じた場合に，逮捕状がなければ被疑者が逃走するおそれがあるとして夜間

でも請求されることがある。

※ (1)及び(2)については，逮捕状請求書の原本1通十謄本1通の提出がある。

①請求書原本及び謄本とも，受付印を押して事件番号を記入し押印する。

(2)の緊急逮捕の逮捕状請求書（乙）の原本及び謄本の受付印には受付時刻

も記入する。

②逮捕状請求書の原本を逮捕状の別紙として引用する。ただし， 引用不相

当な場合は，記入方式の書式を使用する。

③謄本には，下部欄外に発付裁判官の記名印を押印した上で，裁判所で保

管する。

逮捕とは,被疑者の身体の自由を拘束し，引き続き比較的短期間その拘束状態を継続

することをいう6そして，それは，捜査を実行するために，逃亡や証拠隠滅を防止する

ことを主たる目的としてなされる（規143の3参照） 。

逮捕には，通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕の三種類があるが，憲法33条は， 「何

人も，現行犯として逮捕される場合を除いては，権限を有する司法官憲が発し，且つ理

由となっている犯罪を明示する令状によらなければ，逮捕されない｣と規定し，現行犯

逮捕を令状主義の例外としている。

【通常逮捕状】

通常逮捕とは，罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき，裁判官のあら

かじめ発する逮捕状により，捜査機関が被疑者を逮捕することである（法1991) 。

【緊急逮捕状】

緊急逮捕とは，死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁銅にあたる罪を

5 １
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犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で（重大性） ，急速を要し，裁判官の

逮捕状を求めることができないとき（緊急性） ．，その理由を告げて，被疑者を逮捕する

ことである（法2101前） 。この場合には，逮捕後直ちに裁判官の逮捕状を求める手

続をしなければならない（法2101後） 。緊急逮捕後も，事後ではあるが，裁判官の

発する令状を必要とするのものであり，憲法33条の要請する令状主義に基づくもので

ある。 ．

(3) 捜索許可状

捜査機関は,犯罪の捜査をするについて必要があるときは，裁判官の発する令状に

より，差押，捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は，身

体検査令状によらなければならない("2181) 。

捜索とは，人の身体，物件又は住居その他の場所につき，証拠物もしくは没収すべき

物と思料するものの発見又は被疑者，被告人の発見を目的とする強制処分であり，物

を捜索する場合と人を捜索する場合とがある。

(4)捜索差押許可状

『一般』と『強制採尿』について

①被疑者不詳で請求してきたときは，被疑者不詳で発付可。

②死亡した者を被疑者とする請求があった場合,被疑者の氏名欄の記載につ

いては裁判官に相談する（増補令状基本問題上30頁参照） 。

③被疑事件名が複数ある場合には，その事件名を全て記載する必要がある。

「窃盗等」 とは書かない。

④ア捜索場所単位で許可状を作成する必要があるb従って， 1通の許可状

で数カ所の捜索差押えを認めることは不可。

イ 1通の請求書で数通の許可状を発付することは可。

6



⑤夜間執行の要否

居宅，事務所を対象とする場合は許可が必要である。官公庁，被疑者の身

体， 自動車を対象とする場合は許可は不要である（なお， 自動車でも，屋内

の駐車場等に立ち入って執行する場合には,その場所へ立ち入るための捜索

許可状について夜間執行許可が必要となることがある。 ） 。

⑥捜索差押許可状の更新， 7日を超える有効期間の定めを求めている場合

これらの場合は令状の有効期間の欄は空白のままで起案して,裁判官にそ

の旨を伝えて記入してもらう。

⑦郵便会社に対する郵便物の捜索差押えが請求された場合,憲法21条2項

により捜索は許されないので，差押許可状のみ発付する。

⑧令状発付時には，令状記載の被疑者名・被疑事件名が正しいか，裁判官

の記名押印・令状各葉間の契印があるか，夜間執行の請求・許可があるか等

に注意して点検する。

『強制採尿』について

『強制採尿』.の許可を求めている場合には，捜索差押許可状を発付する。

』

※

①臘索差押えについての条件」 （刑訴法218条5項)の記載については，

別紙を引用する形で処理している。

②採尿場所への強制連行の許可文言については， 「捜索差押えについての

条件」に記載されている。但し，被疑者が採尿場所に入院しているとき

は強制連行の許可文言は不要である。

7
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【強制採尿と捜索,差押え】

尿の採取は，体内の覚醒剤等の有無を検査するために必要とされることが多く,被疑

者が採尿を拒否した場合に，強制処分としての採尿が必要となるが，強制の程度と採取

の方法いかんによっては，被疑者の身体の安全と人格の保護の面から採尿の許否が問題

とされ，また，強制の態様と採尿の方法に応じた令状の種類と形式が問題となる。被疑

者が排尿自体を拒否している場合に，被疑者の意思に反して，導尿管を用いて，被疑者

ノ

の体内から直接に強制的に排尿する方法について，捜索差押令状によるべきとする最高
（

裁決定があるが（最一小決昭55. 10.23集34･5． 300) ,同時に同決定は，強制排尿が人

権侵害にわたるおそれがある点で，一般の捜索・差押えと異なり，検証の方法としての

身体検査と共通の性質を有している面を重視し，身体検査に準ずる配慮として，刑訴法

218条5項を準用し， ．｢医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなけ

ればならない旨の条件の記載が不可欠である」 と判示している。

(5)検証許可状

検証とは，五官の作用により,人の身体，物，場所の性質又は状況を実験，認識する強

制処分である。これらのうち，人の身体についての検証，すなわち身体検査については，

身体の安全と秘密保護の点から特に慎重に扱うこととしている。

検証については，身体の検査，死体の解剖物の破壊その他必要な処分をすることがで

きる（法2211 , 129) 。

身体検査には，上記の検証としての身体検査と，鑑定処分としての身体検査（法225

1 , 168I) とがあり，それぞれ検査の範囲・方法が異なる。

身体検査に関する一般的注意として刑訴法131条1項があり，同条2項は女子の身体を

検査する場合には医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない旨規定する。

1

I

(6) 差押許可状
＠

通話明細や郵便物については，差押えだけができるのみであって，捜索は
’
1
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1

できないので注意する。

差押えとは，所有者，所持者又は保管者から，証拠物又は没収すべきものと思料す

る物の占有を強制的に取得する処分である（法222， 99） 。

(T)鑑定処分許可状鋤‘

①『一般』②『強制採血（アルコール濃度検査又はDNA型鑑定) 』 『毛髪採取』

→②については， ［身体の検査に関する条件」を記載する。

鑑定とは「裁判所が裁判上必要な実験則等に関する知識経験の不足を補給する目的でその

指示する事項につき第三者をして新たに調査をなさしめて法則そのもの又はこれを適用し

て得た具体的事実判断等を報告せしめるもの」 （最判昭和28.2. 19集7．2．305）であり:，裁

判所又ば裁判官から鑑定を命じられた者を鑑定人という （法165， 179） 。

鑑定人は，裁判所の許可を受けて，住居等に立ち入り，身体を検査し，死体を解剖し，物を

破壊することができる（法1681) ･裁判所の許可は，鑑定処分許可状を発して行う （法

168Ⅱ） 。捜査機関がら鑑定の嘱託を受けた艦定受託者も，裁判官の鑑定処分許可状を受

けて，法168条1項に規定する処分をすることができる（法2251 , 2231) ｡

1
(8)身体検査令状（上記(5)検証許可状の項を参照）

①『一般』②『強制採血（アルコール濃度検査又はDNA型鑑定）』 『毛髪採取」

→②については， 「身体の検査に関する条件」を記載する。

なお， 『強制採血』の許可を求めている場合には， (7)(鑑定処分許可状)及

び(8) （身体検査令状)を併せて発付する。

☆「 一 jl
F ］’
1

■
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※ (3)ないし(8)については，各請求書の原本1通の提出がある。

各請求書は，受付印を押して事件番号を記入し押印した上で，令状発付時

に返還する｡．

【採血に関する問題（強制採血） 】

捜査機関から嘱託を受けた鑑定についてはj法172条を準用する規定がないため，被

検査者がこれを拒否した場合は直接強制をす･ることができないが，法172条の準用規定

が設けられていないのは，必ずしもこれ以外の法による直接強制を認めていない趣旨では

ないと解し，捜査機関が法218条1項による身体検査令状を得て，法222条で準用さ

れる法139条により直接強制を行い，鑑定人がこれに立ち会つて鑑定を行うものとされ

ている。また，強制採血については，血液と尿とでは，生命や健康維持機能面で相違があ

るばかりではなく，その採取方法についても，採尿の場合は軽微であり，人体に損害を与

える方法による点では採血と異なっており，強制採血と強制採尿とは別異に取り扱うのが

相当である。よって，実務では上記のとおり身体検査令状及び鑑定処分許可状が併用され

ている。

(9) 希有な令状(傍受令状・引致状・臨検捜索差押許可状・保護許可状等）

ア当直事務において，殆ど請求されることがない希有な令状である。

当直室備え付けの「希有な令状の事務処理」を参照の上,事務処理を行っ

てください。

イ 引致場所変更請求により引致場所を変更する場合

逮捕状の下部等の余白に， 「引致場所を○○警察署と変更する｡」，年月

日，裁判所名，裁判官○○○○と記載の上，裁判官の押印を受ける（余白に

記載する方法のほか，同記載内容の別紙を作成して， これを逮捕状末尾に添

付し裁判官の押印及び契印を受ける方法もある） ・

ウ また，起訴前の没収保全請求，同追徴保全請求，通信傍受の原記録保管事 I

10
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務，刑訴法430条の準抗告等についても，請求があれば，令状部主任書記

官に連絡して指示を仰いでください。

⑩勾留状及び観護状

請求書に受付印を押して，立件する（事件簿については14頁を参照） 。

受付印には受付時刻を記入する。

【勾留状】

勾留とは，被疑者又は被告人を刑事施設に拘禁する裁判及びその執行をいう。主として

捜査の遂行，公判廷への出頭確保のため，被疑者又は被告人の逃亡・証拠隠滅防止のため

に行うものである。

その要件は, (1)罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること, (2)①定まった住居を

有しないとき，②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき，③逃亡し又は逃

亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき，のいずれかと， (3)勾留の必要性があること

である（法60I , 207) ｡

【観謹状】

検察官は，少年の被疑事件においては，やむを得ない場合でなければ勾留請求できない

（少年法43m） 。請求を受けた裁判官も，勾留状はやむを得ない場合でなければ発する

ことができない（同法481) 。そのため，検察官は，少年事件の捜査のため身柄保全が

必要である場合は，勾留の請求に代え，少年法17条1項の措置，すなわち勾留に代わる

観護措置を請求することができる。

勾留に代わる観護措置の種類と.しては，少年を家庭裁判所調査官の観護に付する措置

（同法同条1号） と，少年を少年鑑別所に送致する措置（同法同条2号） とがあるが，実

務上， 1号の措置の請求はぽとんどなされてない。 ・

【被疑者の勾留】

(1)被疑者の勾留は，検察官の請求により，裁判官が勾留状を発する。これは，逮捕が

前提となっているため，原則として，勾留の基礎となる被疑事実はj逮捕の基礎とな

11
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つた事実と同一性があることを要する。

(2) 時間的制限について

被疑者を司法警察員が逮捕した場合は48時間以内に検察官に送致する手続をし

（法2031) ,検察官は被疑者を受け取った時から24時間以内，逮捕後合計72

時間以内に勾留請求しない場合は,公訴を提起しない限り直ちに被疑者を釈放しなけ

ればならない（法2051ⅡⅣ） 。また，検察官が逮捕した場合, 48時間以内に勾

留請求しない場合は公訴を提起しない限り直ちに被疑者を釈放しなければならない

（法20411V) 。そのため，勾留請求の受理日時を明確にしておく必要があるb

(3) 勾留期間

勾留期間は，原則として10日間である。その起算日は勾留請求の日であり （法2

08I) ,期間計算については，末日が士曜・日曜・祝日等であっても算入される（法

55Ⅲ但書準用）

I

伽求令状起訴

起訴状の受付印に受付時刻を記入する。

【被告人の勾留】

被告人に対する勾留の裁判は，主として受訴裁判所が職権で行う （法60） 。なお，第

1回公判期日までは，勾留に関する処分は裁判官が行う （法2801) 。実務上，検察官

が公訴提起に際し，起訴状に「○○中求令状」 と表示してくるのは，裁判官に対し，職権

の発動を促す意思表示である。

【逮捕中求令状における時間的制限】

被疑者の勾留（前頁参照)の場合と同じ理由により，逮捕中求令状の場合には起訴状の

受理日時を明確にしておく必要がある。

⑫勾留延長請求

12
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請求書に受付印を押して，立件する（事件簿については_ユ4頁を参照） 。

【勾留の延長】

裁判官は，やむを得ない事由があると認めるときは，検察官の請求により，被疑者勾留

の期間を延長することができる。延長できる期間は，通じて10日を超えることはできな

い（法208Ⅱ） 。

⑬接見禁止等請求 ，

請求書に受付印を押して，立件する（事件簿については15頁を参照） 。

裁判所又は裁判官は，被告人又は被疑者が①逃亡し，又は②罪証を隠滅すると疑うに足

りる相当な理由があるときは，被告人については検察官の請求又は職権により，被疑者に

ついては通常検察官の請求により，勾留されている被告人又は被疑者と弁護人等以外の者

との接見を禁じ，授受すべき書類その他の物を検閲し，その授受を禁じ，差し押さえるこ

とができる（法81, 207I) 。

接見等禁止決定は，具体的場合にその一部を解除して，特定の者との接見を許し,‐特定

の物の授受を認めることは差し支えない。

I

リ

7 返還令状の取扱い

（1） 大阪地裁又は大阪簡裁で発付した未執行の返還令状

3頁のC又はDの受付日付印を押して保管する。

（2） 大阪地裁及び大阪簡裁以外の裁判所で発付した未執行の返還令状

令状を更新する際に提出された場合には,受付印は押さず未執行の返還令状

の上部余白に｢返還令状」と朱色でゴム印を押した上で請求者に返還し，発付

した裁判所に返還するように指示する。

13 ／
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事件立件時の注意点･槻簿の罷舷等について

◎当直時における事件の立件には，刑事雑事件簿（令状請求事件簿等）に記戯す

るものと, ｜ ’

■■■■■■■■■ものとがある。
，事件種類のほか，簡裁処理か地裁処理かを把握したう・事件を受理する際には，事件種類のほか，簡裁処理か地裁

えで, ｜ ｜を用いるべきものか否かを必ず確認する。

’｡ ’ ］|が利用できないもののうち I
｜

’(ともに

「 ｜）を利用して帳票を作成する｡

【当直において受付する刑事雑事件一覧】

、

1三
－

件
要
立
の
否Ｉ

登載する帳簿

地裁（む） 簡裁（る）簡裁（る）

備考(■

利用範囲）’
件名等

｜

’
'一一ﾖ■一 F一一＝配

' 。令状請求（逮捕状，捜索差押許
｡

可状などの一般令状）
－＝一 司一■一▲一F 一 一一口－ 一旬F一

勾留請求
○ P

観護措置請求
○

|勾留（再）延長請求I

○
一
○勾留取消請求

I

勾留執行停止（被疑者）
×

勾留執行停止（被告人）
× ’× ’

○ ’
○勾留執行停止の取消請求

勾留執行停止期間の延長・短縮 ×

勾留場所の変更

勾留状謄本交付

勾留執行停止期間の延長・短縮

勾留場所の変更

勾留状謄本交付

×

’ ’ ’
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Ｉ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

ｑ

Ｌ

■

Ⅱ

Ⅱ

０

０

１

０



亜…一

~~－－W
－－且 司一■一一一、ウー…一一一＝ー■■－

|i
接見禁止等請求（被疑者） ’ ○接見禁止等請求（被疑者） ’ ○

’ ｜

’

||接見禁止等請求（被告人）接見禁止等請求（被告人） ○○

’接見禁止等決定の一部解除

（被疑者。被告人）
－－ー一宗一

接見禁止等決定の一部解除

（被疑者。被告人）

’

8

】

××

､

保釈請求 ○

保釈取消請求 ○

保釈条件の変更等（制限住居の

変更, ‘旅行許可等）

×

一 ■令 T－

準抗告（刑訴429） ○

準抗告（刑訴430) ○

抗告 ×

ト

’特別抗告 ×

求令状 ×

！

国選弁護人等請求 (被疑者） ×

※一覧表には主なものをあげた。上記以外のものについては受付分配通達を参照されたい。

※一般令状請求や勾留請求（接見禁止等を含む）については令状当直が直に受け付けるが，そ

の他のものについては事務当直で受け付け， 「当直文書受理簿」に登載した後，令状当直に引

き継ぐ。

１
１
１

15



第1 令状請求事件簿の記載等について

1 共通

（1）当直時に各請求を受付した場合は,備考欄に｢当直受付｣のゴム印を押す。
（2） 事件番号を請求書(原本・謄本すべてに）の受付印の所定箇所に記入し，
認印する。

（3） 請求者が警察（司法警察員）以外の場合は，請求者の所属庁欄に「地検」 ，

「近麻｣ ， 「■■■■■｣ ， ｣等と記載の上,朱書きで欄を
囲む。

（4） 罪名が複数ある場合は，すべて記載する（長い罪名は適宜略してよい） 。

(5) 請求が撤回された場合は，結果欄の発付の文字を二重線で抹消し，朱書き

で｢撤回」 と記載の上，朱書きで欄を囲む。

(6) 請求が却下された場合は，結果欄の発付の文字を二重線で抹消し，朱書き
で「却下」 と記載の上，朱書きで欄を囲む。

2逮捕状請求

(1)令状請求事件簿の「逮捕」のページを使用する。
(2) 同時に，捜索差押許可状や差押許可状等の令状請求がなされた場合は，結
果欄に， 。｢ガサ」 ， 「差」 ， 「ガサ，鑑｣等と鉛筆書きする（発付漏れや受
領印漏れの防止のため） 。

’16

’

受付 事瞥播号 請求者の
所属庁

罪名等 被疑者等 令状
種別
裁判官 結果 受領印 備考

1．1 12345 ■■ 覚醒剤
取締法違反

甲野太郎 ⑧･緊 乙山 鋤 ④ 当直受付

1．1 12346 近麻 麻薬及び向精
伸薬取締法違反

甲田花子 ⑤･緊 乙山 詔寸 ③ 当直受付

1．1 12347 ■■ 銃刀法 甲本次郎 ⑤･緊 乙山 発付 ④ 当直受付

受付 謡2播号 請求者の
所属庁

罪名等 被疑者等 令状
種目I
裁判官 結果 受領印 備考

1．1 12345

■■ 覚醒剤
取締法違反

甲野太郎 ③･緊 乙山 粋
撤回
③ 当直受付

受付 事＃播号 請求者の
所属庁

罪名等 被疑者等 令． 】
種

代

引
裁判官 結果 受領印 備考

1．1 12345 ■■ 覚醒剤
■

取締法違反
甲野太郎 ⑬･繁 乙山 発倖

却下
⑳ 当直受付

受付 事#播号 謂求者の
所属庁

罪名等 被疑者等 令状
種月I
裁判官 結果 受領印 備考

｡

1．1 12345 ■■ 覚醒剤取
締法違反

甲野太郎 ⑤･緊 乙山 発付
ガサ
③ 当直受付

｡

1．1 12346 ■■ 甲田花子 ③･緊 乙山 発付
差
④ 当直受付



(3) 更新請求の場合は，備考欄に「1か月」 ， 「3か月」 ， 「6か月」等と記
載する。 〃

(4) 請求書謄本1通は裁判所の控え（撤回却下のときを含む）であり，下部
欄外に発付裁判官の記名印を押印する。 ．

3捜索差押。差押・検証・鑑定処分・身体検査・その他の令状購求
(1) 令状請求事件簿の「捜索差押．差押・検証・鑑定処分・身体検査・その他」
のページを使用する。

（2） 逮捕状請求と同時に請求がされた場合は，結果欄に， 「タイホ」と鉛筆書
きする（発付漏れや受領印漏れの防止のため） 。

(3) 勾留請求と同時に請求がされた場合は,結果欄に， 「③」 と鉛筆書きす
る （発付漏れや受領印漏れの防止のため） 。

(4) 数通の請求があった場合は，備考欄にその通数を記載する。

(5) 請求書は,受付印を押して事件番号を記入し認印の上j発付時に返還する。

4出入国管理及び難民認定法31条に規定する臨検，捜索及び押収許可状．児

童虐待の防止等に関する法律に規定する悶検捜索許可状,警察官職務執行法3
条に規定する保謹許可状の令状謂求

（1） 令状請求事件簿の｢出入国管理及び難民認定法3’条に規定する臨検,捜
索及び押収許可状,児童虐待の防止等に関する法律に規定する臨検捜索許可

状，警察官職務執行法3条に規定する保護許可状の令状請求」のページを使

用する。

（2）保護許可状請求の場合は，必ず簡裁で受付・立件し，受付印の(る)を（行イ）

と訂正する。

Ｉ

１
１
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受付 事2播号 請求者の．
所属庁

罪名等 被疑者等 令状
種21
裁判官 結果 受領印 備考

1．1 12345 ■■ 覚醒剤
取締法違反

甲野太郎 ⑤･緊 乙山 鐇寸 ⑩ 当直受付
1ｶ羽

受付 事&播号 請求者の
所属庁

罪名等 被疑者等 令状
種呂I
裁判官 結果 受領印 備考

1 ．1 12345 ■■ 覚醒剤
取締法違反

甲野太郎 捜差 乙山 慰寸
タイホ
④ 当直受付

受付 郭番号 請求者の
所属庁

罪名等 被疑者等 令．状
種21
裁判官 結果 受領印 備考

1．1 12345 ■■ 覚醒剤取締法違反
甲野太郎 捜差 乙山 慰寸

⑳
④ 当直受付

受付 調上播号 請求者の
所属庁

罪名等 被疑者等 令状
種BI
裁判官 結果 受領印 備考

1．1 12345 ■■ 覚醒剤
取締法違反

甲野太郎 捜差 乙山 彊寸 ③ 当直受付
3通



(3) 他の令状については，地裁で受付･立件した場合は受付印の（む）を(行
0

ク）と，簡裁で受付・立件した場合は受付印の（る).を(行イ）と訂正する。

、

､

…

､

1

'

1

１
Ｉ

18
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第2その他の事件簿の記載について(■■■■■■を利用しないもの）
1 共通

（1） 当直時に各請求を受付した場合は,備考欄に｢当直受付｣のゴム印を押す。

（2） 事件番号を請求書の受付印の所定箇所にナンバリングし，認印する。

（3） 請求者の所属庁欄に，検察官名を記載する。

（4） 罪名が複数ある場合は，すべて記載する （長い罪名は適宜略してよい） 。

（5） 請求が却下された場合は，結果欄の発付の文字を二重線で抹消し，朱書き

で「却下」 と記載する。 ’

2観護措置請求及び鑑定留置請求（地裁㈱39001号～，簡裁(る)1001号～）

（1）刑事雑事件簿の「観護措置等」のページを使用する。

（2） 観護措置請求の場合は，令状種別欄に，朱書きで「観護」 と記載し，その

上段に検察庁が送致を受けた時間（現行犯人逮捕手続書や通常・緊急逮捕状

の記載を参照のこと） ，下段に観護措置請求の受付時間を鉛筆書きする。

(3) 鑑定留置請求の場合は，令状種別欄に， 「鑑定留置」 と朱書きする。

1

(4) 同時に，捜索差押許可状や差押許可状等の令状請求がなされた場合は，結

果欄に， 「ガサ」 ， 「差」 ， 「ガサゥ鑑」等と鉛筆書きする（発付漏れや受領

印漏れの防止のため） 。

(5) 添付記録が多数冊あるため受付から請求者に返還するよう依頼して預け

た記録がある場合は，結果欄に「キロク」 と鉛筆書きする（記録の返還漏れ

の防止のため） 。

＄
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受付 ｡紳播号 請求者の
所属庁

罪名等 被疑者等 令状
種別

裁判官 結果 受領印 備考

1．1 39001 ■
‐

覚醒剤
取締法違反

甲野太郎 9:釦

観護
11:"

乙山 劉寸 ⑳ 当直受付

受付 調上播号 謂求者の
所属庁

罪名等 被疑者等 令状
種別
裁判官 結果 受領印 備考

1．1 39002 ﾛ■■ 覚醒剤
取締法違反

甲野太郎 鑑定
留置
乙山 発付 ⑳ 当直受付

受付 瑠上濯号 請求者の

所属庁

罪.名等 被疑者等 令状
種別

裁判官 結果 受領印 備考

1．1 39003 ﾛ■■ 覚醒剤
取締法違反

甲野太郎 9:釦
癖
Ⅷ１

乙山 発付
ガサ

⑲ 当直受付

1．1 39004 ■■■ 踵綬入罐 甲田花子 9:釦
観護
10:"

乙山 荊寸
差

④ 当直受付



3簡裁係属中の被告人の接見禁止等錆求（簡裁(る)1号～）

（1）簡裁刑事雑事件簿を使用する。

（2） 所定の記載の他，基本事件の事件番号欄に公判請求の事件番号を，備考欄

に担当裁判官名を記載する(未立件の場合,事件番号の記載は不要である)。

（3） 結果欄に，結果を記載し（却下のときは朱書き)受領印を受ける。

】

D I l I

求令状事件

：求令簿を使用する。

4

(1) ：求令簿を使用する。

(2) 所定の記載の他，事件番号欄は，整理番号と訂正する。

(3) 令状種別欄に，起訴状の受付時間を鉛筆書きする。

性） 備考欄に収容場所を記載する。

(5) 勾留を認めなかった場合は'結果欄の発付の文字を二重線で抹消し，

で「職権発動せず」 と記載する。

朱書き

20 １
１
１
１

受付 事P播号 謂求者の
所属庁

罪名等 被疑者等 令状
種別

裁判官 結果 受領印 備考

1．1 390℃5 ﾛ■■ 覚醒剤
取締法違反

甲野太郎 9:釦

繍醗
10:"

乙野 う鮒 ■

キロク
② 当直受付

事件番号 1 2

受 付 31 ． 1． 15 31 ． 1 ． 15

請求者等
検察官

小浜一郎

検察官 、

大浜三郎

事 件 名 窃盗 住居侵入，窃盗

菫
件

事件番号

鑿
告人

被疑 薯

31 (b) 1

甲野太郎

31 （わ） 2

甲野花子

終 局 31． 1． 15 31． 1． 15

結 果 禁止決定③ 却下⑨

傭 考 乙山次郎 乙山次郎

担当部 受領印



|罪名等|被疑考鶴|織|裁判官

|"""h乙“
…雛|…季|"'" |｡｡ li

’ 罪名等|被…I令状種別
裁判官

覚醒剤取
締法違反

甲野太郎 乙山発10:40

’
罐侵入謎 甲田花子 乙山m:g)

|…1~砺雲 ’
整理番号
粋番等

請求者の
所属庁

受付 結果

|■■ ’ ｡ ’
付

1
1･’ ｜ ’ 当直受付

天満

｜ 当直受付

。 ’吋

鍔
か
梱

21．1

’

､
！

第31 團件について

1 事件情報の入力(勾留請求の場合を例として）

’(1) 当直において，

|が
ある。

(2) j必要な情

’報を過不足なく入力する必要があるほか，

ほることが可能である。

’(3)■■■■■■にあたっては，

する。

「
●

｜を参照
白

■■■■■の流れ】【ポイント1

ノ

｜

’

■■■

21
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【ポイント2入力にあたっての注意点】

① 外字について

②氏名の入力等、

ﾛ ’ア

’
’

－」イ

■■
’

’
(例）

１
１

’
ｇ
■
８
■
Ｉ

●
、
■
■
Ｕ

Ｐ
《
Ｙ
Ｈ
Ｅ１

１

I

I
I

’

2勾留状の交付等(勾留状等受領書）

（1）勾留状及びこれに伴う接見等禁止決定謄本,これらの請求に係る記録等の

授受は， 当直室備え付けの以下の勾留状等受領書により行う。

’

22

！



勾留状等受領書

【地裁】 ；

勾留（発付 件，却下

接禁（発付 件，却下

令和 年 月 日

ｊ
ｊ
件
件

(2) 受領印をもらった勾留状等受領書ば・翌開庁日に勾留状謄本，接見禁止請

求書及び同原本，勾留請求書等のコピーなどと供に，令状部に引き継ぐ。

《

』

23

被疑者氏名 罪名 担当 受領印 備 考

地

甲野太郎 窃盗

■一件記録2冊

■接見禁止■決定

口却下

乙野 ④

口捜索差押・検鉦．差押

■、 ･TEL/返送・不通
8/16 9 : 30

地 口一件記録冊

口接見蕊止口決定

口却下

口捜索差押・検証．差押

口郵便･TEL/返送・不通

地 □－件紀録 冊

口接見禁止口決定

口却下

ｰ

口捜索差押・検征.．差押

口郵便・TEL/返送・不通

●



【(1)逮捕状（通常逮捕） 】

逮捕状請求書（甲）

④令和○○年O○月○○日

②大阪地方裁判所 、

裁判官 殿

④

⑤⑤
刑事訴訟法第199条第2項による指定を受けた司法警察員

警部 丙川次郎

下記被疑者に対する， ⑥ 覚醒剤取締法違反 被疑事件につき， ．

」

逮捕状の発付を請求する。

記 ③

（
1 被疑者

⑦氏名 甲野太郎 ‘

年齢 昭和○○年○○月○O日生（○○歳）
職業無職

住居 大阪市北区西天満二丁目'番’0号

竺竺雪雲竺轌篁彗ご雲雪雲
2 7日

⑧

〆大阪地方裁判所、

当直受付

○○．○○．○○

㈱第○○○○○号

書

3 引致すべき官公署又はその他の場所

⑨1■■■■■又は逮捕地を管轄する警察署

4

③
5

L

⑪ ① ● ｡

6被疑者の逮捕を必要とする事由

⑫ ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ．

7被疑者に対し，同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実について，前に逮捕状の請求又は
その発付があったときは，その旨及びその犯罪事実並びに同一の犯罪事実につき更に逮捕状を請求する

⑤
理由

⑬

8 30万円（刑法，暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪に
ついては，2万円）以下の罰金，拘留又は科料に当たる罪については,刑事訴訟法第199条第1項ただし

I

画､W－A

⑭ ．
i

9

⑮ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0

24



通常逮捕状請求書（甲） 点検･確認事項

※新規と更新の違いは．返還令状の有無，有効期間及び令状請求事件簿の備考欄の記載である。

※更新の場合，請求書第7項にもその旨が記載されている。

①請求書原本・謄本の記載内容が同一か。

■■■■) 。
③請求書原本･謄本に押した受付印（地裁(む)又は簡裁（る） ）が■■■■■■

■■■請求先裁判所と一致しているか｡その日付が間違っていないか。
事件番号の記載，受理者の認印があるか。

④請求者の所属官公署名，官公職（検察官又は司法警察員） ，氏名及び請求年月日

の記載があるか。

＊警察官である司法警察員については国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部

以上の者に限る（刑訴法199条2項） 。

⑤請求者の押印があるか。

⑥罪名が正しく記載されているか。被疑事実と照合する。

* 30万円（刑法，暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以

外の罪については， 当分の間2万円）以下の罰金，拘留又は科料に当たる罪の場合，住居不定

又は正当な理由がなく出頭しないことが必要（刑訴法199条1項但書） 。

⑦被疑者の氏名ゥ生年月日，職業及び住居が正しく記載されているか。

氏名等を身上照会回答書，戸籍謄本，免許証，犯罪経歴回答書，捜査関係事項回

答書，被疑者調書等で確認する。

被疑者が少年の場合，犯行時14歳未満でないこと （刑法41条） 。

外国人の場合は，西暦で生年月日を記載する。

自称の場合，裁判官の指示で写真を添（貼）付することがある。その場合の記載

例は， 「自称O○（別添写真の男） 」 。写真は台紙に貼付し請求書の末尾に添付し

て契印する。また，写真と台紙の間にも契印が必要（2か所以上） 。

⑧斜線で抹消され削除印があるか。※’

7日間を超える期間を必要とするときは，その期間及び事由の記載があるか。

＊更新請求の際には，返還令状が提出されているか。

返還令状は，大阪地裁・大阪簡裁の裁判官が発付したもののみ受付印を押し，回収する。

それ以外は，請求者に返還し，発付した裁判所に返還させる。

⑨引致すべき場所の記載があるか。

２

｛

６
８
０
■
０
０
１
９
９
，＊
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「○○警察署『及型』逮捕地を管轄する警察署」と記載がある場合， 『エは』に訂正する。

⑩斜線で抹消され削除印があるか。※’

又は，請求通数と事由の記載があるか。

⑪疎明資料による内容の記載があるか。また，記載されている疎明資料の提出があ

るか。 ．

⑫逃亡の虞や罪証隠滅の虞等の内容の記載があるか。

⑬斜線で抹消され削除印があるか｡※’

又は，別に逮捕状の請求等があった旨等の記載があるか。

‘＊更新請求の場合，同一の犯罪事実について前に逮捕状の請求もしくはその発付があった旨及

びその犯罪事実の記載があるか（刑訴規則142条］項8号） 6

⑭斜線で抹消され消除印があるか。※’

又は，刑訴法199条1項但書に該当する事由の記載があるか。

⑮記載内容の確認

被疑事実と罪名の整合性はあるか。

犯行日時・場所，被害者氏名について，被害届，被害者調書等の捜査関係資料と

照合する。

「別紙記載のとおり」の場合，別紙が添付されているか。

共犯者用の別紙との取り違えはないか。

■■

侭も，※］ 削除されずに空欄のまま請求がある場合は, ｜
斜線に．よる抹消をしてもらう【 － |）

、
Ｔ
■
わ

’26



【引用方式】

27

逮 捕 状 (通常逮捕）

被疑者の氏名

⑯
甲野太郎

被疑者の年齢
住居 , 職業

罪 名
被疑事実の要旨
被疑者を引致すべき場所

請求者の官公職氏名

別紙逮捕状請求書のとおり

有 効 期 問 ⑰令和○○年O○月○○日まで

は

有効期間経過後は， この令状により逮捕に着手することができない。 この場合に
， これを当裁判所に返還しなければならない。
有効期間内であっても，逮捕の必要がなくなったときは，直ちにこれを当裁判所
に返還しなければならない。

上記の被疑事実により，被疑者を逮捕することを許可する。

⑱令和○○年○○月○○日
大阪地方裁判所

裁判官 。。。｡r瓢⑲
逮捕者の官公職氏名

、_〆

逮捕の年月日時

及 び 場 所

令和 年 月 日午 時 分
で逮捕

記 名 押 印

引致の年月日時
一●--1■ ■■-←ー●~や●‐一一一一一■■一＝一‐I■Pｰ■■ 1■－1■『‐令■■ I■

記 名 押 印

令和 年 月 日午 時 分
‐■ 1■■■ニーーロ■I■｡q■ Ⅱ■＝■■ー‐1■』■中1■一一一一一一 Ⅱ■1■1■ 1■ー■ロー‐1■●●1■一己●q■I■ーQ■ー＝‐ｰ‐●‐■De4■■,｡｡●●●■ー‐ーⅡ■Ⅱ■q■一q■q■一一一口｡■●■b‐P｡

送致する手続をした

年 月 日 時

令和 日午年 月 時 分

記 名 押 印

送致を受けた年月日時 令和 年 月 日午 時 分

記 名 押 印



【参考：非引用方式】

『

1

１
１

28

逮 捕 状 (通常逮捕）

被疑者
氏 名

年齢
住 居

職 業

⑯甲野太郎
昭和○○年○○月○○日生

dも

大阪市北区西天満二丁目1番10号

無職

罪 ， 名 ⑥覚醒剤取締法違反

被疑事実の要旨 別紙のとおり

引致す ゾベ き場所
一 凸 ＝一 一 一 心一▲_ ■_■ ＝ 凸● 凸

有 効 期 間 ⑰令和○○年○○月○○日まで
有効期間控過後は， この令状により埋癩に看干す○ことかでさない。この場合に

は， これを当裁判所に返還しなければならない。 ●

有効期間内であっても，逮捕の必要がなくなったときは，直ちにこれを当裁判所

に返還しなければならない。

上記の被疑事実により，被疑者を逮捕することを許可する。

⑱令和○○実展亀呈
○○日
裁判所
裁判官 ○○○○ で菫､ ⑲

請求者の官公職氏名

、_〆

④■■■■■■■■
司法警察員警部丙川次郎

逮捕者の官公職氏名

逮捕の年月日時

及 び 場 所
ロ■q■‐‐q■‐＝一■■■■■■‐守口一口一つ‐■一ロー■■ー4■ーq■q■一q■ロー画

記 名 押 印

令和 年 月 日午 時 分

■ー■■q■q■4■4■4■＝。■｡。■‐ー■寺■■q■■‐4■■‐ppq■‐画一一一■ロ■■■し q■。■1■ｰ‐ローーローー。■q■1■一‐■1■
0

で逮捕
■‐q■■‐4■‐。■一d■■■凸一■■‐q■‐一口ppq■c●ロー■■。■。■。■■一

引致の年月日時

記 名 押 印

令和 年 月 日午 時 分
， ｡■｡■｡‐■ー＝■ー｡ー口｡■｡■d■一q■ー｡‐1■■｡●●‐｡■4■ー‐＝ーU■口q■q■－4■－1■‐4■‐‐一一一q■■‐q■ーq■‐ー＝q■q■q■4■●q■q■q■‐｡■■凸■｡■q■ー■■‐I■‐‐‐q■ー1■q■q■

0

送致する手続をした

年 月
d■■0 1■。■ー七一一一一＝q■一4■I■■4■

日 時
■l q■‐q■q■q■一q■唾－4■一‐全一■■‐

P

記 名押 印

令和 年 月 日午 時 分

hーI■○や一一■ーq■■■つ－－ーーー■■q■｡■の■4■●ローq■一つ‐4■‐‐‐ー■■‐‐■トーーq■‐q■｡■？‐■己q■q■ーーーq■q■‐‐■｡■‐4■｡■。■凸■■＝←画｡一一一寺－－－4■－■－．■●－
◆

送致を受けた年月日時

記 名 押 印

令和 年 月 日午 時 分



<令状草稿の点検＞

＊通常逮捕状の用紙（ 「逮捕状（通常逮捕） 」 ）を使用する。

⑯記載した被疑者氏名等が請求書の記載と同じ力も漢字の間違いがないか。

⑰初日不算入の7日間か。

■
また，例えば4日後に公訴時効が完成するような場合は，有効期限を4日間とす

ることになる。

＊宿直においては,午前零時を過ぎた場合）発付日からの応答日になっているか注意

⑱担当裁判官の所属庁（②と同じ） ，発付日,裁判官名の記載があるか。

＊宿直においては，午前零時を過ぎると受付（請求）日と発付日が異なることに注意

‐

※逮捕状請求書原本が逮捕状用紙に添付（ホチキス止め）されているか。

複数名の逮捕状請求があった際に，逮捕状の被疑者の氏名欄に記載された被疑者

の請求書原本が添付されているかも確認する。

※形式的要件に記載漏れ，誤記がないか再度確認する。

犯行年月日が請求段階で未到来の日時となっていないか，元号の誤りはないか等，

一読して誤記と思われるものも含む。

※捜査関係資料と照合した結果，誤記と認められる箇所を発見した場合や疑義が生

じた場合は，必ず担当裁判官にその旨を伝える。I

<発付後･交付前＞
1

⑲裁判官の記名押印があるか。

⑳令状と引用した請求書原本（別紙を含む）を含む全葉に裁判官の契印があるか。

「別添写真の男」等として写真を利用する際の写真・台紙間の契印についても同

じ。

⑳令状に訂正箇所があれば，裁判官の訂正印があるか。

⑳引用した請求書原本（別紙を含む）に訂正箇所があれば，請求者の訂正印がある

か。

＊請求書に訂正がある場合は,謄本も⑨のゴム印を使って訂正する。

⑰⑱発付年月日，有効期間に間違いはないか。

＊特に午前零時を過ぎて発付されたものは要注意 ‘ 。
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■
■
Ｉ
Ｉ
⑳請求書謄本は，下部欄外に発付した裁判官の記名印を押し，裁判所で保管する。

請求書原本を引用した逮捕状及び一件記録は請求者に渡し，令状請求事件簿に受

領印を受ける。

‐ー～

1

ノ

■

９

●

１
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【(2)逮捕状（緊急逮捕）】

逮捕状請求書（乙）

④令和○○年○○月○○日

②大阪地方裁判所
． 裁判官 殿

④

⑦⑤次良

司法警察員警脅I丙川次良典シ
下記被疑者に対する， ⑥ 覚醒剤取締法違反 被疑事件につき，

逮捕状の発付を請求する。

記

1 被疑者

⑦氏名

年齢

職業

住居

甲野太郎

昭和○○年○○月○○日生（○○歳）

無職

大阪市北区西天満2－．1－10

I

大阪地方裁判所．

当直受付
○○,OO.○○

午後8時15分
m第○○○○○長

2逮捕の年月日時及び場所
■

⑧令和○○年○○月○○日午前○○時○○分

3 引致の年月日時及び場所

⑨令和○○年○○月○○日午前○○時○○分

4逮捕者の官公職氏名

⑩ 司法警察員巡査○○○○

I

5 引

⑪

6被

⑫ ． ‘ ・ ・ ・ ・ ●0 ● ● ● ● ●

7急速を要し裁判官の逮捕状を求めることができなかった理由及び被疑者の逮捕を必要とする事由

⑬ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

8被疑者に対し，同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実について，前に逮捕状の請求又は
その発付があったときは，その旨及びその犯罪事実並びに同一の犯罪事実につき更に逮捕状を請求する
理由

⑭ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 。

9被疑事実の要旨

⑮ ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ．

９
コ
■
守
田
■
■
旬

● ● ● ● ● ●●
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緊急逮捕状請求書（乙） 点検･確認事項

請求書原本・謄本の記載内容が同一か。①
②

■■■■■■
③請求書原本・謄本に押した受付印（地裁（む)又は簡裁（る） ）がﾛ■■■■■■

■■■請求裁判所と一致しているか｡その日付が間違っていないか。
受理時刻の記載があるか。

事件番号の記載，受理者の認印があるか。

④請求者の所属官公署名，官公職氏名及び請求年月日の記載があるか。

＊請求者は，検察官，検察事務官又は司法警察職員（司法巡査を含む） （刑訴法210条1項）

⑤請求者の押印があるか。

⑥罪名（死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役・禁鋼にあたる罪）が正しく記

載されているか（刑訴法210条1項） 。

緊急逮捕手続書の記載と同一か，被疑事実とも照合する。

法定刑を確認する（懲役・禁銅○年） 。

⑦被疑者の氏名，生年月日，職業及び住居が正しく記載されているか。

氏名等を身上照会回答書，戸籍謄本，免許証，犯罪経歴回答書，捜査関係事項回

答書，被疑者調書等で確認する。

緊急逮捕手続書の記載と同一かどうか確認する。

被疑者が少年の場合，犯行時14歳未満でないこと （刑法41条） 。

外国人の場合は，西暦で生年月日を記載する。

自称の場合，裁判官の指示で写真を添（貼)付することがある。その場合の記載

例は， 「自称○○（別添写真の男） 」 ・写真は台紙に貼付し請求書の末尾に添付し

て契印する。また，写真と台紙の間にも契印が必要。

⑧緊急逮捕手続書の記載と同じ逮捕の日時，場所の記載があるか。

⑨緊急逮捕手続書の記載と同じ引致の日時，場所の記載があるか。

引致されていない場合は,斜線で抹消され削除印があるか。※’ ：

＊引致の有無により,逮捕状の様式が異なることに注意する。

⑩逮捕者の官公職氏名の記載及び押印があるか。

逮捕者が複数の場合があるので，緊急逮捕手続書で確認する。

⑪斜線で抹消され削除印があるか。※’

又は，引致されていない場合，引致すべき場所の記載があるか。

＊引致の有無により，逮捕状の様式が異なることに注意する。

⑫疎明資料による内容の記載があるか。また，記載されている疎明資料の提出があ

るか。

32
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⑬記載の確認

⑭斜線で抹消され削除印があるか。※’

又は，同一の犯罪事実もしくは現に捜査中である他の犯罪事実について前に逮捕

状の請求もしくはその発付があった旨及びその犯罪事実の記載があるか（刑訴規則

142条1項8号） 。

⑮記載内容の確認

被疑事実と罪名の整合性はあるか6

犯行日時・場所，被害者氏名について，被害届，被害者調書等の捜査関係資料と

照合する｡

「別紙記載のとおり」の場合，当該別紙が添付されているか。

共犯者用の別紙との取り違えはないか｡

’
’※’ 削除されずに空棚のまま請

争

斜線による抹消をしてもらう

がある場合は，求

1 ）

1

I

１
１
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34

逮 捕 状 (緊急逮捕）

被疑者の氏名

⑯

甲野太郎

被疑者の年齢

住居

罪

9 職業

名

被疑事実の要旨

請求者の官公職氏名

逮捕者の官公職氏名
逮捕の年月日時及び場所
引致の年月日時及び場所

別紙逮捕状請求書のとおり
9

上記の被疑事実により，被疑者の逮捕を認める。

⑰令和○○年○○月○○日
大阪地方裁判所

裁判官 ○OOO て墓､ ⑱
送致する手続をした

年 月 日 時

記 名 押印

令和 年

～〆

月 日午 時 分

p l■■■q■q■q■I■q■■■q■－－■■－．■一一■■ローロq■ー＝年凸ロー牛←やロローロヰーq■ー±－画－＝■■‐‐ｰロー＝■■一ローーロー■凸一一一凸－－－4■わ＝‐＝＝‐の｡つ‐－q■ロ■q■缶。■

／

送致を受けた年月日時

記 名 押 印

令和 年 月 日午
p■d■4■－4■■■■D q■一口●‐●‐参■、句■，｡｡｡｡－口■■●‐■‐わ‐■，｡●ローCe｡●■＝q■‐●q■。■Ⅱ■q■4■｡。■。■q■4■4■‐●｡

■

時 分
｡' ‘･‘･‐‐ー?ー‐‘･‐‐ー‐‐・ー‘･‐
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逮 捕状 (緊急逮捕）

被疑者の氏名

⑯

甲野太郎

被疑者の年齢

住居

罪

， 職業

名

被疑事実の要旨

請求者の官公職氏名

逮捕者の官公職氏名

逮捕の年月日時及び場所

＝

別紙逮捕状請求書のとおり
『

⑪
引致す ぷく き場所 ⑪大阪府○○警察署又は逮捕地を管轄する警察署

上記の被疑事実により，被疑者の逮捕を認める。

⑰令和○○年○○月○○日
大阪地方裁判所

裁判官 ○○○○ で瓢 ⑱
引致の年月日時 令和 年 月 日午

）
時 分

記 名 押 印 I

送致する手続をした

年 月 日 時

記 名 押 印

日午 時令和 年 月 分

P 4■q■■■D q■。■。■一q■q■。■－．■－－．■一一q■4■缶q■＝I■‐q■－1■口のむめ｡q■I■‐■■‐ローーー●q■句。■｡■＝q■q■■｡q■ロロ｡ー凸凸l■ー－画凸宇一一一．■‐q■●●●｡■q■｡●由-つ‐
■

送致を受けた年月日時

記 名 押 印

令和 年 月 日午 時 分



<令状草稿の点検＞

＊緊急逮捕状の用紙（ 「逮捕状（緊急逮捕） 」 ）を使用。

＊緊急逮捕状の用紙は2種類ある。引致前と引致後で逮捕状の用紙が異なるので注意する。

⑯記載した被疑者氏名等が請求書の記載と同じか。漢字の間違いがないか。

⑰担当裁判官の所属庁（②と同じ） ，発付日，裁判官名の記載があるか。

＊宿直においては,､午前零時を過ぎると受付（請求日）と発付日が異なることに注意

☆まだ引致されていない場合， 「引致すべき場所」 （⑪）の記載があるか。
q

＊引致後のものとは逮捕状の書式力嘆なるので注意！

＊逮捕状請求書原本が逮捕状用紙に添付（ホチキス止め）されているか。

複数名の逮捕状請求があった際に，逮捕状の被疑者の氏名欄に記載された被疑者

の請求書原本が添付されているかも確認する。

＊形式的要件に記載漏れ，誤記がないか再度確認する。

犯行年月日が請求段階で未到来の日時となっていないか，元号の誤りはないか等，

一読して誤記と思われるものも含む。

＊捜査関係資料と照合した結果，誤記と認められる箇所を発見した場合や疑義が生

じた場合は，必ず担当裁判官にその旨を伝える。

<発付後･交付前＞

⑱裁判官の記名押印があるか。

⑲令状と引用した請求書原本（別紙を含む）を含む全葉に裁判官の契印があるか。

「別紙写真の男」等として写真を利用する際の写真と台紙間の契印（2か所以上）

についても同じ。

⑳令状に訂正箇所があれば，裁判官の訂正印があるか。

⑳引用した請求書原本（別紙を含む）に訂正箇所があれば，請求者の訂正印がある

か。

＊請求書に訂正がある場合は，謄本も⑨のゴム印を使って訂正する。

⑰発付年月日に間違いはないか。

＊特に午前零時を過ぎて発付されたものは要注意

、

Q
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⑳請求書謄本は，下部欄外に発付した裁判官の記名印を押し，裁判所で保管する。

請求書原本を引用した逮捕状及び一件記録は請求者に渡し，令状請求事件簿に受

領印を受ける。

１
１
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【(3)差押許可状（一般） 】 ～リモートアクセスの請求なし

苦曇←
⑥差押許可状請求書

芸憲業
③令和○○年○○月○○日

①大阪地方裁判所
裁判 官 殿

③■■■■■■■■■■
司法警察員警部 ①④丙川次良｜

被疑事件につき，下記被疑者に対する, ⑤ 覚醒剤取締法違反

⑥差押許可状の発付を請求する。

記

1被疑者の氏名

⑦甲野．太郎

昭和○○年○○月○○日生（○○歳）

②

差し押さえるべき物

⑧ 1 注射器

2 メモ

2
"大阪地方裁判所、

． 当直受付

○○・○○・○○

糊第○○○○○号捜3

宮⑨
書

4 7

刊事訴訟法第218条第2項鯛定による差押えをする必要があるときは 差し押さえ5

るべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって，その電磁的記録を複

射
⑪

‘‘『 |井

6 日出前又は日没後に行う必要があるときは，その旨及び事由

⑫ ． ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ･・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

7犯罪事実の要旨

⑬別紙記載のとおり

■
■
■
■
■
－
９
０
■
■
■
日
。
。
■
■
■
■
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差押許可状請求書点検｡確認事項

刑
②請求書に押した受付印（地裁（む）又は簡裁（る） ）が｢~‐ 」請求

先裁判所と一致しているか。その日付が間違っていないか。

事件番号の記載受理者の認印がiあるか。

③請求者の所属官公署名，官職（司法警察員） ，氏名及び請求年月日の記載がある

か｡

④請求者の認印があるか｡

⑤罪名が正しく記載されているか。別紙犯罪事実の要旨を一読して確認する。

⑥請求する許可状の種類が間違っていないか。

⑦被疑者の氏名生年月日等の記載があるか。

被疑者が複数名の場合の記載例は， 「○○○○外○名」 。

氏名等を身上照会書等から確認する。

外国人の場合は西暦で生年月日を記載する。

自称の場合，裁判官の指示で，写真を添（貼）付することがある。その場合の記

載例は， 「自称○○（別添写真の男） 」 。写真は台紙に貼付し請求書の末尾に添付

する。また，写真と台紙の間にも契印が必要。

⑧差し押さえるべき物の記載があるか。

「別紙記載のとおり」の場合，別紙が添付されているか。

⑨斜線で抹消され削除印があるか（常時斜線） 。※’

⑩斜線で抹消され削除印があるか。※’

又は, 7日を超える請求で，期間と事由の記載があるか。

⑪斜線で抹消され削除印があるか6※’

記載があるときは,リモートアクセス用の差押許可状となる。

⑫斜線で抹消され削除印があるか。※’

又は,夜間執行を請求する場合，その旨と事由の記載があるか。

1通の請求書で令状を複数発付する場合，夜間執行を必要とするものと不要なも

のが混在することがあるので，注意すること。

⑬記載内容の確認

別紙を引用している場合，別紙が添付されているか。

1

※’ 削除されずに空欄のまま請求が

■,斜線による抹消をしてもらう
－ ’f

る場合は，

| ）
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40

許可

被疑者の氏名

⑭
甲野太郎

昭和○○年○○月○○日生

被疑者に対する ⑮ 覚醒剤取締法違反 被疑事件

について．下記の物存差し押さえることを許可する。

差し押さえるべき物

⑯別紙記載のとおり

あるいは

1 注射器

2 メモ

有 効 期 ，間 ⑰令和○○年○○月○○日まで

有効期間経過後は， この令状により差押えに着手することができない。
この場合には， これを当裁判所に返還しなければならない。
有効期間内であっても，差押えの必要がなくなったときは，直ちにこれを当裁判
所に仮環しなければならない。

⑱令和○○年○○月○○日
大阪地方裁判所

裁判官 ○○○○④ ⑳

請求者の官公職氏名

⑲■■■■■■■■
司法警察員

警 部 丙川次郎
／~、



<令状草稿の点検＞

⑭記載した被疑者氏名等が請求書と同じか。漢字の間違いがないか。
被疑者が複数の場合， 「外○名」の記載があるか（この場合，生年月日欄には氏
名を上げた者の生年月日のみを記載する） 。

⑮請求書の罪名と同じか。

⑯記載の確認（誤記がないか） 。

「別紙記載のとおり」の場合別紙が添付されているか。

⑰初日不算入の7日間か。

7日間を超える場合，裁判官の指示を受けてから書く。その期間の計算に間違い
がないか確認する。

＊宿直においては，午前零時を過ぎた場合，発付日からの応答日になっているか注意

⑱当直の裁判官の所属庁（①と同じ） ，発付日，裁判官名の記載があるか。
＊宿直においては‘午前零時を過ぎると受付（請求）曰と発付日が異なることに注意

⑲③と同じ記載があるか（誤記がないか） 。

派遣されている警察官の場合は，請求書に記載されている派遣元の警察署を記載
する。

⑳夜間執行の旨の記載があるか（ゴム印あり） 。
請求があっても，要否の判断が微妙な場合は，その旨付菱で表示して裁判官に引
き継ぐ。

<発付後｡交付前＞

⑳裁判官の記名押印があるか。

⑳令状と別紙との間すべてに裁判官の契印があるかb

⑳訂正箇所に訂正印があるか。

⑭夜間執行の請求がある場合,その許可印があるか。
予め令状に許可文言を記載したところ，裁判官がこれを不要とした場合，許可文

言を削除訂正する，又は新たに令状を作り直す。

】

■

Ⅱ
⑳許可状，請求書及び一件記録を請求者に渡し，令状請求事件簿に受領印を受ける。
＊ 1通の請求書で数通の令状を発付した場合，令状請求事件簿の備考欄に通数を記入する
（場所ごとに1通ずつ令状を作成する） 。
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、

【(4) ．差押許可状（リモートアクセスによる複写処分付き） 】0 6

_ 一

①差押許可状請求書
- 美

④令和○○年○○月○○日

②大阪地方裁判所

裁判官 殿

④■■■■■■■■■■

⑦⑤司法警察員警部 丙川次目

下記被疑者に対する，⑥出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法
律違反被疑事件につき，①差押許可状の発付を請求する。

記

1 被疑者の氏名

⑦甲野太郎
■

昭和○○年○○月○○日生（○○歳）
③

差し押さえるべき物

⑧別紙1記載のとおり

2
〆大阪地方裁判所、

当直受付

○○・○○． ’○○

㈱第○○○○○号3

霊 てヨI

4

あるときは，差し押さえ5

るべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって，その電磁的記録を複
写すべきものの範囲

⑪別紙2記載のとおり

6 日出前又は日没後に行う必要があるときは， ．その旨及び事由

⑫ ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

7犯罪事実の要旨

⑬別紙3記載のとおり
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ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽによる複写処分付き差押許可状請求書
■ C

点検･確認事項

リモートアクセスによる複写処分付き差押許可状請求の場合，令状の様式が異なることに注意。

1通の請求書で, リモートなしの令状とリモート付きの令状を発付するときがある。

例えば，差し押えるべきものとしてパソコンと車があるとき，車はリモートなしの令状となる。

＊
＊

①標題が「差押許可状請求書」 となっており， 「差押許可状の発付を請求する」 と
の記載になっているか。

＊間違いがなければ、 「差押許可状」との標題で， 「差し押さえるべき物」及び「差し押さえ
るべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって，その電磁的記録を複写す

べきものの範囲」の各欄のある令状用紙を使用して，令状を作成する。

②

請求

先裁判所と一致しているか。その日付が間違っていないか。

事件番号の記載,受理者の認印があるか。

④請求者の所属官公署名，官職（司法警察員） ，氏名及び請求年月日の記載がある
か。

⑤請求者の認印がおるか。

⑥罪名が正しく記載されているか。別紙犯罪事実の要旨を一読して確認する。
⑦被疑者の氏名，生年月日等の記載があるか。

被疑者が複数名の場合の記載例は， 「○○○○外○名」 。

氏名等を身上照会書等から確認する。

外国人の場合は，西暦で生年月日を記載する。

自称の場合，裁判官の指示で，写真を添（貼）付することがある。その場合の記

載例は， 「自称○○（別添写真の男） 」 。写真は台紙に貼付し請求書の末尾に添付
する。また，写真と台紙の間にも契印が必要（2か所以上) .。

⑧ 「差し押さえるべき物」の記載があるか。

パソコン，携帯電話機等.の「電子計算機」の差押えが前提なので，必ず「電子計

算機」の記載が必要である。

「別紙1記載のとおり」の場合，別紙1が添付されているか。

◎請求書1通で「差し押さえるべき物」が複数が所に存在する場合

（○○株式会社の甲支店のAのパソコンと同乙支店のBのパソコン）

→その所在場所ごとに1通の令状を作成する。

⑨斜線で抹消され削除印があるか（常時斜線） 。 ※’
⑩斜線で抹消され削除印があるか。 ※’
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又は， 7日を超える請求の場合，期間と事由の記載があるか。

⑪ 「刑事訴訟法第218条第2項の規定による差押えをする必要があるときは，差し押

さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって，その電磁

的記録を複写すべきものの範囲」の記載があるか。

「別紙2記載のとおり」の場合；別紙2が添付されているか。

＊ この欄に斜線が引いてある請求書の場合には，一般用の差押許可状の令状用紙を使用して令

状を作成する。

⑫斜線で抹消され削除印があるか。※’

又は,夜間執行の請求をする場合，その旨及び事由の記載があるか。

⑬記載内容の確認

「別紙3記載のとおり」の場合，別紙3が添付されているか。

時

※’ 削除されずに空欄のまま請求がある場合は，
f

斜線による抹消をしてもらう (■■■■■■■■■■■■■■■■■）

‘

1
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1

45

⑭

差押許可状

被疑者の氏名

⑮

甲野太郎
昭和○○年○○月○○日生

被疑者に対する⑯出資の受入れ， 預り金及び金利等の取締りに関する法律■ ■

潭時娩羅事件について．下記のとおり差押えをすることを許可する。

⑭

差し押さえるべき物 ⑰別紙1記載のとおり

⑭

差し押さえるべき電子計

算機に電気通信回線で接
続している記録媒体であ
．って ， その電磁的記録を

複写すべきものの範囲

⑱別紙2記載のとおり

有 効 期 間 ⑲令和○○年○○月○○日まで

有効期間経過後は， この令状により差押えに着手することができない。
この場合には， これを当裁判所に返還しなければならない。
有効期間内であっても,差押えの必要がなくなったときは，直ちにこれを当裁判
所に仮擬しなければならない｡

⑳令和○○年○○月○○日
大阪地方裁判所

裁判官 ○○○○④ ⑳
ザ

請求者の官公職氏名
⑳■■■■■■■■
司法警察員

警 部 丙川次郎
〆~、



<令状草稿の点検＞

⑭ 「差押許可状」 との標題で， 「差し押さえるべき物」 ， 「差し押さえるべき電子

計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって，その電磁的記録を複写す

べきものの範囲」の各欄のある令状用紙を使用しているか。

⑮記載した被疑者氏名等が請求書と同じか。漢字の間違いがないか。

被疑者が複数の場合, 「外○名」の記載があるか（この場合，生年月日欄には氏

名を上げた者の生年月日のみを記載する） 。

⑯請求書の罪名と同じか。

⑰⑱

記載の確認（誤記がないか） 。

別紙を引用する場合，別紙及びその内容に誤りはないか。

別紙が複数ある場合， 「別紙1」 ， 「別紙2」…と特定がされているか｡

「別紙1j (Oが，パソコンや携帯電話機等の「電子計算機」であることが必

要である。

⑲初日不算入の7日間か。

7日を超える場合，裁判官の指示を受けてから書く。その期間の計算に間違いが

ないか確認する。

＊宿直においては，午前零時を過ぎた場合発付日からの応答日になっているか注意

⑳当直の裁判官の所属庁（②と同じ） ，発付日，裁判官名の記載があるか。

＊宿直においては，午前零時を過ぎると受付（請求）日と発付日が異なることに注意

⑳④と同じ記載があるか（誤記がないか） 。

派遣されている警察官の場合は，請求書に記載されている派遣元の警察署を記載

する。

⑳夜間執行の旨の記載があるか。

請求があっても，要否又は許否の判断が微妙な場合は，その旨附せんで表示して

裁判官に引き継ぐ。

<発付後･交付前＞

⑳裁判官の記名・押印があるか。

⑳令状と別紙の間すべてに裁判官の契印があるか。

⑳夜間執行の請求がある場合，その許可印があるか。

予め令状に許可文言を記載したところ，裁判官がこれを不要とした場合，許可文

言を削除訂正する，又は新たに令状を作り直す。
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令状請求事件簿に受領印を受ける。可状，請求書及び一件記録を請求者に渡し，令状請求事件簿に受領印を弓
1通の請求書で令状を数通発付した場合，令状請求事件簿の備考欄に通数を記入する。

⑳許可状，
＊

，
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【(5)捜索差押許可状（一般） 】 ～リモートアクセスの請求なし

⑥捜索
差押許可状請求書

③令和○○年○○月○○日

①大阪地方裁判所
裁判官 殿

⑦④丙川次自

被疑事件につき，

③

司法警察員警部

下記被疑者に対する， ⑤ 覚醒剤取締法違反

⑥捜索差押許可状の発付を請求する。
記

1 被疑者の氏名

⑦甲野太郎

昭和○○年○○月○○日生（○○歳）

2差し押さえるべき物

⑧1 注射器

2 メモ

ヨl旦冥1丁

○○・○○.OO

･#"OOOO○号β

3捜索し又は検証すべき場所，身体若しくは物
⑨大阪市北区曽根崎新地一丁目1番1号被疑者居宅

4 7

⑯

あるときは，差し押さえ

て， その電磁的記録を複
5刑

るべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって，

聯
⑪ ④
6 日出前又は日没後に行う必要があるときは，その旨及び事由
⑫ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

巴

7犯罪事実の要旨

⑬別紙記載のとおり
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捜索差押許可状請求書（一般》 点検｡確認事項

①

|請求請求書に押した受付印（地裁（む）又は簡裁（る） ）が’②

先裁判所と一致しているか｡その日付が間違っていないか。

事件番号の記載，受理者の認印があるか6

③請求者の所属官公署名;官職（司法警察員） ，氏名及び請求年月日の記載がある

か。

④請求者の認印があるか。

⑤罪名が正しく記載されているか。別紙犯罪事実の要旨を一読して確認する｡‐

⑥請求する許可状の種類が間違っていないか。
⑦被疑者の氏名，生年月日等の記載があるか。

被疑者が複数名の場合の記載例は, 「○○○○外○名｣ ・

氏名等を身上照会書等から確認する。

外国人の場合は，西暦で生年月日を記載する。 ‐

自称の場合，裁判官の指示で，写真を添（貼）付することがある。その場合の記

載例は， 「自称○○（別添写真の男） 」 。写真は台紙に貼付し請求書の末尾に添付

する。また，写真と台紙の間にも契印が必要（2か所以上） 。

⑧差し押さえるべき物の記載があるか。

「別紙1記載のとおり」の場合，別紙1が添付されているか。

⑨捜索すべき場所の記載があるか｡

「別紙2記載のとおり」の場合，別紙2が添付されているか。

◎請求書1通で,複数の場所について令状請求をしてきた場合

→各場所ごとに1通ずつ令状を作成する。

⑩斜線で抹消され削除印があるか。※'

又は， 7日を超える請求の場合，期間と事由の記載があるか。

⑪斜線で抹消され削除印があるか。※’

⑫斜線で抹消され削除印があるか。※’

又は，夜間執行の請求をする場合，その旨及び事由の記載があるか。

⑬記載内容の確認

別紙を引用しでいる場合，別紙が添付されているか。

p

f

※’ 削除されずに空欄のまま請求がある場合は，

斜線による抹消をしてもらう I － | ）
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■ ■‐

捜 押側 許可

被疑者の氏名

⑭
甲野太郎

昭和○○年○○月○○日生

被疑者に対する ⑮ 覚醒剤取締法違ﾉ又 鰊錠争'十

l茅へ1．，字 下妻｡のル岩h漣壷乃（善押貴弁することを許可する。
9

捜索すべき場所，身体又は物

⑯ 別紙1記載のとおり

あるいは

口

大阪市北区曽根崎新地三丁目1番1号被疑者方

差し押さえるべき物

⑰ 別紙2記載のとおり

》

あるいは

1 ポーチ
ワ メ 千

有 効 期 間 ⑱令和OO年○○月○○日まで

有効期間経過後は， この令状により捜索又は定評えに看干~ワOｰと刀ユ
この場合には， これを当裁判所に返還しなければならない。 、
有効期間内であっても,捜索又は差押えの必要がなくなったときは，
浄空鈴坐Ⅱ冒斤Lアャ后;晉1 ＝かけれぽな信ない‐

ぐさ/よV，。

4 4

Q

■

直ちにこれ

⑲ 令和○○年○○月○○日
大阪地方裁判所
裁判官 ○○○○④ ⑳

請求者の官公職氏名
⑳■■■■■■■■
司法警察員

警 部丙川次郎
〆一、



<令状草稿の点検＞

⑭記載した被疑者氏名等が請求書と同じか。漢字の間違いがないか。

被疑者が複数の場合， 「外○名｣の記載があるか（この場合,生年月日欄には氏
名を上げた者の生年月日のみを記載する） 。

⑮請求書の罪名と同じか。

⑯⑰

記載の確認 ＊各場所ごと （⑯）に令状が作成する。

別紙を引用する場合,別紙及びその内容に誤りはないか。
別紙が複数ある場合， 「別紙1j , 「別紙2」…と特定がされているか。

⑱初日不算入の7日間か。

7日間を超える場合，裁判官の指示を受けてから書く。その期間の計算に間違い

がないか確認する。

＊宿直においては，午前零時を過ぎた場合，発付日からの応答日になっているか注意

⑲担当裁判官の所属庁（①と同じ） ，発付日，裁判官名の記載があるか。

＊宿直においては，午前零時を過ぎた場合，受付（請求）日と発付日が異なることに注意

⑳③と同じ記載があるか（誤記がないか） 。

派遣されている警察官の場合はj請求書に記載されている派遣元の警察署を記載

する。

⑳夜間執行の旨の記載があるか（ゴム印あり） 。

請求があっても，要否又は許否の判断が微妙な場合は，その旨付菱で表示して裁
判官に引き継ぐ。

<発付後｡交付前＞

⑳裁判官の記名押印があるか。

⑳令状と別紙との間すべてに裁判官の契印があるか。

⑳訂正箇所に裁判官の訂正印があるか。

⑳夜間執行の請求がある場合，その許可印があるか。

予め令状に許可文言を記載したところ，裁判官がこれを不要とした場合，許可文

言を削除訂正する，又は新たに令状を作り直す。
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許可状，請求書及び一件記録を請求者に渡し，令状請求事件簿に受領印を受ける。
＊ 1通の請求書で令状を数通発付した場合,令状請求事件簿の備考欄に通数を記入する（場所

⑰

ごとに1通哉つ令状を作成する。 ）
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【(6)捜索差押許可状（強制採尿） 】

⑥捜索
差押許可状請求書

哉得羊 ③令和○○年○○月○○日

①大阪地方裁判所
裁判官 殿

⑦④I 丙川次自

童反 被疑事件につき,

③

下記被疑者に対する, ⑤ 覚醒剤取締法違反
捜索差押許可状の発付を請求する。

‘ 記

1 被疑者の氏名

⑦甲野太郎

昭和○○年○○月○○日生（○○歳）

⑥

〆大阪地方裁判所、

当直受付

○○．○○・○○

圃第○○○○○号

差し押さえるべき物
■ C

⑧被疑者の尿

2

捜索し又は検証すべき場所，身体若しくは物

⑨被疑者の身体 ．

3

書
74

あるときは，差し押さえ刊5

るべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって，その電磁的記録を複
写す

⑪

の ，，

6 日

⑫

7犯

⑬別紙犯罪事実記載のとおり
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捜索差押許可状請求書（強制採尿） 点検｡確認事項
1

①｜
●

②請求書に押した受付印(地裁(む)又は簡裁（る)）力3 請求
先裁判所と一致しているか。その日付が間違っていないか。

事件番号の記載,受理者の認印があるか｡

③請求者の所属官公署名，官職（司法警察員） ，氏名及び請求年月日の記載がある
か｡

④請求者の認印があるか｡

⑤罪名が正しく記載されているか。別紙犯罪事実の要旨を一読して確認まる。

⑥請求する許可状の種類が間違っていないか。

⑦被疑者の氏名,生年月日等の記載があるか。

氏名等を身上照会書等から確認する。

外国人の場合は，西暦で生年月日を記載する。

自称の場合,裁判官の指示で，写真を添（貼）付することがあるdその場合の記

載例は， 「自称○○(別添写真の男） 」 。写真は台紙に貼付し請求書の末尾に添付

する。また，写真と台紙の間にも契印が必要（2か所以上） 。

⑧ 「被疑者の尿」の記載があるか｡

⑨ 「被疑者の身体」の記載があるか。

⑩斜線で抹消され削除印があるか6※］

採尿で7日を超える請求はない。

⑪斜線で抹消され削除印があるか。※’

⑫斜線で抹消され削除印があるか｡※’

⑬記載内容の確認

別紙を引用している場合，当該別紙が添付されているか。

’※エ 削除されずに空欄のまま請求がある場合Iま, ｜
■,斜線による抹消をしてもらうI |）
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’
』

’
囮被疑者の身体

I
’
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捜索差押許可状

被疑者の氏名

⑭

甲野太郎
Ｑ
Ｏ

昭和○○年○○月○○日生

被疑者に対する ⑮ 覚醒剤取締法違反 被疑事件

,アン-､いT･下言Rのル鐺、穗壷形が差押えをすることを許可する。

差し押さえるべき物

⑰被疑者の尿

捜索差押えについての条件

⑱別紙記載のとおり

有 効 期 間 ⑲令和○○年○○月○○日まで

有効期間経過後は， この令状により捜索又は差押えに着手することができない。
この場合には，これを当裁判所に返還しなければならない。
有効期間内であっても，捜索又は差押えの必要がなくなったときは，直ちにこれ
寿当舞坐1I司lァ振潭1 °かけれぽ左らたい‐ ．

⑳令和○○年○○月○○日
大阪地方裁判所

裁判官 ○○○○の ⑳

請求者の官公職氏名

－



⑱別紙

捜索差押についての条件

1 採尿は，以下の方法に従うこと。

（1） まず, ・司法警察員が，被疑者に対し一定の容器内に排尿するよ･うに命ずる

ことにより自然排尿を待って採尿すること。

（2） 上記(1)の方法によるこ．とが出来ないときは，

（病院所在地）
」

O ● ● .● ● ● ● ●． ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ｡ ● ● ● ■ ● ● ｡ ●

（病院名）

． 。 ． ． ． ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・病院

又は採尿に適する最寄りの病院において，上記病院勤務医師をして，被疑者

の膀胱内に採尿管を挿入する方法により採尿させること。

2 上記1(2)の方法による強制採尿のため必要があるときは，被疑者を上記採尿

場所まで連行することができる。

ザ

0

※上記はあくまで記載例であり，「医師をして採尿させるj旨が明らかであれ
ば，文言の詳細については担当裁判官の判断に従ってください。
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<令状草稿の点検＞

⑭記載した被疑者氏名等が請求書と同じか。漢字の間違いがないか。
⑮請求書の罪名と同じか。

⑯． 「被疑者の身体」の記載があるか。

⑰ 「被疑者の尿」の記載があるか。

⑱条件の別紙が添付してあるかb
「病院所在地」及び「病院名jの記載があるか。

⑲初日不算入の7日間か｡採尿で， 7日間を超える場合はない。
＊宿直においては，午前零時を過ぎた場合，発付日からの応答日になっているか注意
⑳担当裁判官の所属庁（①と同じ) ，発付日j裁判官名の記載があるか。
＊宿直においては，午前零時を過ぎると受付（請求）日と発付日が異なることに注意
⑳③と同じ記載があるか（誤記がないか） 。
派遣されている警察官の場合は，請求書に記載されている派遣元の警察署を記載
する。

<発付後･交付前＞

⑳裁判官の記名押印があるか。

⑳令状と別紙どの間に裁判官の契印があるか。

⑳訂正箇所に裁判官の訂正印があるか。
6

⑳許可状，請求書及び一件記録を請求者に渡し,令状請求事件簿に受領印を受ける。◆
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【(7)捜索差押許可状（リモートアクセスによる複写処分付き） 】

①捜索
差押許可状請求書

-雷業 ④令和○○年○○月○○日

②大阪地方裁判所
裁判官 殿

⑦⑤良
④

丙川次司法警察員警部

下記被疑者に対する，⑥出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法
律被疑事件につき，①捜索差押許可状の発付を請求する。

記

1 被疑者の氏名

⑦甲野太郎

昭和○○年○○月○○日生（○○瀞

差し押さえるべき物 〆大阪地方裁判所、

当直受付

○○．○○"OO

㈱第○○○○○号

2

③別紙1記載のとおり⑧

索し又は検証すべき場所，身体若しくは物
別紙2記載のとおり

3捜

⑨

書
4 7

b

⑩

あるときは，差し押さえ

て，その電磁的記録を複
5刑

るべ 電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって，

写すべきものの範囲

⑪別紙3記載のとおり

6 日

⑫

＄
7犯

⑬別紙4記載のとおり
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リモートアクセスによる複写処分付き差押許可通常逮捕状請求書
点検｡確認事項

＊ リモートアクセスによる複写処分付き捜索差押許可状請求の場合は，発付する令状の様式が異

なることに注意。

＊ 1通の請求書で， リモートなしの令状とリモート付きの令状とを発付するときがある。

①標題が「捜索差押許可状」 となっており， 「捜索差押許可状の発付を請求する」
との記載になっているか。

また， 「2差し押えるべき物」 ， 「3捜索し…若しくは物」の記載と併せて，
請求する許可状の種類が間違っていないか確認する。

＊・ 間違いがなければ， 「捜索差押許可状｣との標題で， 「捜索すべき場所，身体又は物」 ，
「差し押さえるべき物｣ ， 「差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録

のの銃開Iの各欄のある令状用制

②

③

先裁判所と一致しているか。その日付が間違っていないか。
事件番号の記載,受理者の認印があるか。

④請求者の所属官公署名，官職（司法警察員） ，氏名及び請求年月日の記載がある
か。

⑤請求者の認印があるか｡

⑥罪名が正しく記載されているか。別紙犯罪事実の要旨を一読して確認する。
⑦被疑者の氏名,生年月日等の記載があるか。

被疑者が複数名の場合の記載例は， 「○○○○外○名」 。

氏名等を身上照会書等から確認する。

外国人の場合は，西暦で生年月日を記載する。

自称の場合，裁判官の指示で，写真を添（貼）付することがある。その場合の記
載例は， 「自称○○（別添写真の男） 」 。写真は台紙に貼付し請求書の末尾に添付
する。また，写真と台紙の間にも契印が必要（2か所以上） 。

⑧ 「差し押さえるべき物」の記載があるか。

パソコン，携帯電話機等の「電子計算機」の差押えが前提なので，必ず「電子計

算機」の記載が必要である。

｢別紙1記載のとおり」の場合，別紙1が添付されているか。

⑨ 「捜索すべき場所」の記載があるか。

「別紙2記載のとおり」の場合,別紙2が添付されているか。 ．

◎請求書1通で「捜索すべき場所」が複数記載されている場合

↑
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→その場所ごとに令状を作成する（数通発付） 。

⑩斜線で抹消され削除印があるか。 ※’
又は, 7日を超える請求の場合，期間と事由の記載があるか。

⑪ 「刑事訴訟法第218条2項の規定による差押えをする必要があるときは，差し押さ
えるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって，その電磁的
記録を複写すべきものの範囲」の記載があるか。

「別紙3記載のとおり」の場合，別紙3が添付されているか。 、

＊ この欄に斜線が引いてある場合は，一般用の捜索差押許可状の令状用紙を使用して令状を作
成する。

⑫斜線で抹消され削除印があるか。※’
又は,夜間執行の請求をする場合，その旨及び事由の記載があるか。

⑬記載内容の確認

「別紙4記載のとおり」の場合，別紙4が添付されているか。

※’ 削除されずに空欄のまま請求がある場合は，

斜線による抹消をしてもらう■■■■■■■■■■■■■■■■■） １
．
子

１

0
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瞳ノ
⑳⑳夜間執行することができる。

61

⑭

捜索差押許可状

被疑者の氏名及び年齢

⑮
甲． 野太郎

昭和○○年○○月○○日生

被疑者に対する⑯出資の受入れ，預り金及び笠不lj寺UﾉMX柿リw~1劃ｿ

､吾匡＝誰塵重"M～-,1j,ィ下三頁のシ鐺り差押貴券することを許可する。

毛〕1戸"岸

⑭
捜索すべき場所，身体
又 は 物

⑰別紙1記載のとおり

⑭

差し押さえるべき物 ⑱別紙2記載のとおり

⑭

差し押さえるべき電子計
算機に電気通信回線で接
続している記録媒体であ
って ， その電磁的記録を

複写すべきものの範囲

⑲別紙3記載のとおり

公

有 効 期 間 例令和(~)O年○○月○○日まで

有効期間経過後は， この令状により差秤えに看ヂーワcーと"ユ
この場合には， これを当裁判所に返還しなければならない。
有効期間内であっても，差押えの必要がなくなったときは，
言再Iテミ毎斗号1かL十銅』平か仁､が1,、 ！

gご′j,V，o

直ちにこれを当裁判

⑳ 令和○○年○○月○○日
大阪地方裁判所
裁判官 ○○○○④ ⑳

請求者の官公職氏名

⑳■■■■■■■■■
司法警察員

警 部 丙川次郎
へ



1

<令状草稿の点検＞

⑭ 「捜索差押許可状」 との標題で， 「捜索すべき場所，身体又は物」欄， 「差し押
さえるべき物」欄及び「差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続してい
る記録媒体であって，その電磁的記録を複写すべきものの範囲」欄のある令状用紙
を使用しているか。

⑮記載した被疑者氏名等が請求書と同じか。漢字の間違いがないか。
被疑者が複数の場合， 「外○名」の記載があるか（この場合，生年月日欄には氏
名を上げた者の生年月日のみを記載する） 。

⑯請求書の罪名と同じか（別紙犯罪事実の要旨を一読して確認する。 ） 。
⑰⑱⑲

記載の確認（誤記がないか） 。

別紙を引用する場合，別紙及びその内容に誤りはないか。

別紙が複数ある場合， 「別紙1」 ， 「別紙2」…と特定されているか。

⑳初日不算入の7日間か。

7日を超える場合，裁判官の指示を受けてから書く。その期間の計算に間違いが
ないか確認する。

＊宿直においては，午前零時を過ぎた場合，発付日からの応答日になっているか注意

⑳当直の裁判官の所属庁（②と同じ） ，発付日，裁判官の記名・押印があるか。
＊宿直においては，午前零時を過ぎると受付（請求）日と発付日が異なることに注意

⑳④と同じ記載があるか（誤記はないか） 。

派遣されている警察官の場合は，請求書に記載されている派遣元の警察署を記載
する。

⑳夜間執行の旨の記載があるか。

請求があっても,要否又は許否の判断が微妙な場合は，その旨付せんで表示して
裁判官に引き継ぐ。

1

<発付後･交付前＞

⑳裁判官の記名・押印があるか。

⑳令状と各別紙の間に裁判官の契印があるか。

⑳夜間執行の請求がある場合，その許可印があるか。
予め令状に許可文言を記載したところ，裁判官がこれを不要とした場合，許可文
言を削除訂正する，又は新たに令状を作り直す。
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令状請求事件簿に受領印を受ける。請求書及び一件記録を請求者に渡し，令状請求事件簿に受領Fljを房
子表まで令吠穿數涌発付した場合， 令状請求事件簿の備考欄に通数を記入する。

⑳許可状，

1通の請求書で令状を数通発付した場合，＊
ﾄ

I ）
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【(8)記録命令付差押許可状】

①記録命令付差押許可状請求書
④令和○○年○○月○○日

②大阪地方裁判所
裁判官 殿

④■■■■■■■■■■

e⑤司法警察員警部 丙川次郎

㈲ 誉醍吝||取締法偉反 被疑事件につき，下記被疑者に対する， ⑥ 覚醒剤取締法違反
記録命令付差押許可状の発付を請求する。

③

記

①

1． 被疑者の氏名
⑦甲野太郎
昭和○○年○○月○○日生（○

2記録させ又は印刷させるべき電磁的記録
⑧別紙1 記載のとおり

3電磁的記録を記録させ又は印刷させるべき者
⑨別紙2記載のとおり ．

び事由

塑菫湾
4 7

⑩

事由
5 日

⑪

6犯

⑫ 別紙3記載のとおり

ヴ
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I

記録命令付差押許可状請求書点検･確認事項

①標題が「記録命令付差押許可状請求書」 となっており， 「記録命令付差押許可状

の発付を請求する」との記載になっているか。

また， 「2記録させ…電磁的記録」 ， 「3電磁的記録…べき者」 と併せて，

請求する許可状の種類が間違っていないか確認する。

間違いがなければ， 「記録命令付差押許可状」 と標題のある令状用紙を使用する。

なお，令状請求事件簿の「令状の種別」の欄には， 「記差」 と記入する。

③請求書に押した受付印(地裁(む)又は簡裁（る） ）が 求

先裁判所と一致しているか。その日付が間違っていないか。

事件番号の記載,受理者の認印があるか。

④請求者の所属官公署名，官職（司法警察員） ，氏名及び請求年月日の記載がある

か。

⑤請求者の認印があるか。

⑥罪名が正しく記載されているか。別紙犯罪事実の要旨を一読して確認する。

⑦被疑者の氏名，生年月日等の記載があるか｡

被疑者が複数名の場合の記載例は， 「○○○○外○名」 。

氏名等を身上照会書等から確認する。

外国人の場合は，西暦で生年月日を記載する｡

自称の場合，裁判官の指示で，写真を添（貼）付することがある。その場合の記

載例は， 「自称○○（別添写真の男） 」 。写真は台紙に貼付し請求書の末尾に添付

する。また，写真と台紙の間にも契印が必要（2か所以上） 。

⑧ 「記録させ又は印刷させるべき電磁的記録」の記載があるか。

「別紙1記載のとおり」の場合，別紙1が添付されているか。

⑨ 「電磁的記録を記録させ又は印刷させるべき者」の記載があるか．

「別紙2記載のとおり」の場合，別紙2が添付されているか｡

。請求書で「記録させ又は印刷させるべき者」が複数記載されている場合

→その者ごとに1通の令状を作成する。

⑩斜線で抹消され削除印があるか。※’

又は， 7日を超える請求で，期間と事由の記載があるか。

⑪斜線で抹消され削除印があるか。※］

又は，夜間執行の請求をする場合，その旨及び事由の記載があるか。

※ 「記録命令」の部分のみに夜間執行を付けることもできるので注意する｡

その場合の記載例は， 「この令状のうち記録命令につき，夜間執行することが

できる」 。

⑫記載内容の確認

「別紙3記載のとおり」の場合，別紙3が添付されているか。

※’ ，削除されずに空欄のまま請求がある場合は，

斜線による抹消をしてもらう ）
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⑬

記録命令付差押許可状

被疑者の氏名及び年齢

⑭

甲野太郎
昭和○○年○○月○○日生

被疑者に対する ⑮ 覚醒剤取締法違反 被疑事件

について．下記のとおり差押えをすることを許可する。

●

記録させ又は印刷さ

せるべき電磁的記録

⑯別紙1記載のとおり

電磁的記録を記録させ

又は印刷させるべき者

⑰別紙2記載のとおり

j ■

有効期 間 ⑱令和○○年○○月○○日まで

有効期間経過後は， この令状により差押えに着手することができない。
この場合には， これを当裁判所に返還しなければならない。
有効期間内であっても,差押えの必要がなくなったときは，直ちにこれを当裁判
所に坂還しなければならない。

⑲令和○○年○○月○○日
■

大阪地方裁判所

d q

裁判官 ○○○○④ ⑳

請求者の官公職氏名
⑳■■■■■■■■
司法警察員

警 部 丙川次郎
〆~ヘ



<令状草稿の点検＞
一

I

⑬ 「記録命令付差押許可状｣ との標題の令状用紙を使用しているか。

⑭記載した被疑者氏名等が請求書と同じか。漢字の間違いがないか。

被疑者が複数の場合， 「外○名」の記載があるか（この場合，生年月日欄には氏

名を上げた者の生年月日のみを記載する） 。

⑮請求書の罪名と同じか。 ．

⑯⑰

記載の確認（誤記がないか。 ） 。

別紙を引用する場合，別紙及びその内容に誤りはないか。

別紙が複数ある場合， 「別紙1」 ， 「別紙2」…と特定されているか。

⑱初日不算入の7日間か。

7日を超える場合，裁判官の指示を受けてから書く｡その期間の計算に間違いが

ないか確認する。

＊宿直においては，午前零時を過ぎた場合，発付日からの応答日になっているか注意

⑲当直の裁判官の所属庁（②と同じ） ，発付日, .裁判官名の記載があるか。

＊宿直においては，午前零時を過ぎると受付（請求）日と発付日が異なることに注意

⑳④と同じ記載があるか（誤記がないか) ･

派遣されている警察官の場合は，請求書に記載されている派遣元の警察署を記載

する。 、

⑳夜間執行の旨の記載があるか。

請求があっても，要否又は許否の判断が微妙な場合は,その旨付せんで表示して

裁判官に引き継ぐ、・

「記録命令」の部分のみの夜間執行の請求がありうるので注意する。

その場合の記載例は， 「この令状のうち記録命令につき，夜間執行することがで

きる」 。

0

<発付後9交付前＞

⑳裁判官の記名･押印があるか。

⑳令状と各別紙の間に裁判官の契印があるか。

⑳夜間執行の請求がある場合，その許可印があるか。

予め令状に許可文言を記載したところ，裁判官がこれを不要とした場合，許可文

言を削除訂正する，又は新たに令状を作り直す。
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⑳許可状，請求書及び一件記録を請求者に渡して，令状請求事件簿に受領印を受け
る。

＊ 1通の請求書で令状を数通発付した場合，令状請求事件簿の備考欄に通数を記入する。

I

『

4

、

＄

『
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ヘ

【(9)検証許可状】k

曇索業
可状請求書

蓑-
ー

⑥

③令和○○年○○月○0日

①大阪地方裁判所
裁判官 殿

③■■■■■■■■■■

①④司法警察員警部 丙川次郎

下記被疑者に対する， ⑤ 覚醒剤取締法違反 被疑事件につき，
許可状の発付を請求する。⑥検証

②
戸大阪地方裁判所、

当直受付

○○・○○．○○

㈱第○○○○○号

記

者の氏名1被

⑦甲野太郎

昭和○○年○○月○○日生（○○歳）

望三三重二重學9－－
差 書2

⑧

3捜索し又は検証すべき場所，身体若しくは物

⑨大阪市北区曽根崎新地一丁目1番1号被疑者居宅

4 7

患⑩

あるときは，差し押さえ

て，その電磁的記録を複
5刑

るべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって，

⑤
射
⑪

6 日出前又は日没後に行う‘必要があるときは，その旨及び事由

命
⑫

7犯

⑬別紙犯罪事実記載のとおり
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検証許可状請求書点検･確認事項

先裁判所と一致しているか。その日付が間違っていないか。

事件番号の記載，受理者の認印があるか。

③請求者の所属官公署名，官職（司法警察員） ，氏名及び請求年月日の記載がある

か。

④請求者の認印があるか｡

⑤罪名が正しく記載されているか。別紙犯罪事実の要旨を一読して確認する。

⑥請求する許可状の種類が間違っていないか。

⑦被疑者の氏名，生年月日等の記載があるか。

被疑者が複数名の場合の記載例は， 「○○○○外○名」 。

氏名等を身上照会書等から確認する。 ’

外国人の場合は，西暦で生年月日を記載する。

自称の場合，裁判官の指示で，写真を添（貼）付することがある。その場合の記

載例は， 「自称○○（別添写真の男） 」 。写真は台紙に貼付し請求書の末尾に添付

する。また，写真と台紙の間にも契印が必要（2が所以上） 。

⑧斜線で抹消され削除印があるか。 ※’

⑨検証すべき場所若しくは物の記載があるか。

「別紙記載のとおり」の場合，別紙が添付されているか。

⑩斜線で抹消され削除印があるか。※］

又は， 7日を超える請求で,期間と事由の記載があるか。

⑪斜線で抹消され削除印があるか。※’

⑫斜線で抹消され削除印があるか6 ※Ⅲ

又は，夜間執行の請求をする場合，その旨及び事由の記載があるか。

⑬記載内容の確認

別紙を引用している場合，別紙が添付されているか。

種ある場合は
※’ 削除されずに空欄のまま請

斜線による抹消をしてもらう
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71

検証許可状

被疑者の氏名

⑭
甲野太郎

ウ

昭和○○年○○月○○日生

被疑者に対する ⑮覚醒剤取締法違反 被疑事件

について下記のとおり檎証をすることを許可する。

検証すべき場所又は物

⑯

別紙記載のとおり

あるいは

大阪市中央区難波一丁目1番1号ホテル

BG

■■■■■■ 602号室

I

有 効 期 間 ⑰令和○○年○○月○○日まで

有効期間経過後は, この令状により検証に着手することができない。
この場合には， これを当裁判所に返還しなければならない。
有効期間内であっても，検証の必要がなくなったときは,直ちにこれを当裁判所
に坂潰しなければならない。 ．

｡ ■

⑱令和○○年○○月○○日
大阪地方裁判所

裁判官 ○○○○④ ⑳

毎口

請求者の官公職氏名
⑲■■■■■■■■
司法警察員

警 部 丙jll 次郎
へ

●



<令状草稿の点検＞
、

⑭記載した被疑者氏名等が請求書と同じか。漢字の間違いがないか。

被疑者が複数の場合, ｢外○名」の記載がされているか（この場合，生年月日欄
には氏名を上げた者の生年月日のみを記載する） 。

⑮請求書の罪名と同じかも

⑯記載の確認（誤記がないか） 。

「別紙記載のとおり」の場合，別紙が添付されているか。

⑰初日不算入の7日間か。

7日間を超える場合，裁判官の指示を受けてから書く。その期間の計算に間違い

がないか確認する。

＊宿直においては,午前零時を過ぎた場合，発付日からの応答･日になっているか注意

⑱担当裁判官の所属庁(①と同じ） ，発付日，裁判官名の記載があるか。

＊宿直においては，午前零時を過ぎると受付（請求）日と発付日が異なることに注意

⑲③と同じ記載があるか(誤記がないか） 。’

派遣されている警察官の場合は，請求書に記載されている派遣元の警察署を記載

する。

⑳夜間執行の旨の記載があるか（ゴム印あり） 。

請求があっても，要否又は許否の判断が微妙な場合は，その旨付せんで表示して

裁判官に引き継ぐ。

q

<発付後･交付前＞

⑳裁判官の記名押印があるか。

⑳令状と別紙との間に裁判官の契印があるか。

⑳訂正箇所に訂正印があるか。

⑳夜間執行の請求がある場合，その許可印があるか。

予め令状に許可文言を記載したところ，裁判官がこれを不要とした場合，許可文

言を削除訂正する，又は新たに令状を作り直す。

！

I■■■■

⑳許可状,請求書及び一件記録を請求者に渡し，令状請求事件簿に受領印を受ける。
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【⑩捜索許可状】

皇誕勇 可状請求書

③令和○○年○○月○○日

①大阪地方裁判所
裁判官 殿

⑦④丙川次自

被疑事件につき，

③
司法警察員警部

下記被疑者に対する， ⑤ 覚醒剤取締法違反
⑥捜索許可状の発付を請求する｡

記
ヨ胆一天1可

○○・○○.OO

功第○○○○○号
1被疑者の氏名

⑦甲野太郎

昭和○○年○○月○○日生（○○歳）

2差し押さえるべき物

⑧

3捜索し又は検証すべき場所,身体若しくは物．

⑨大阪市北区曽根崎新地一丁目1番1号被疑者居宅

■1■

4 7

⑩

あるときは,差し押さえ

て，その電磁的記録を複
5刑

るべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって，

④
射
⑪

6 日出前又は日没後に行う必要があるときは，その旨及び事由
⑫ 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ < ・ ・ ・ ・

7犯罪事実の要旨

⑬別紙犯罪事実記載のとおり
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捜索許可状請求書点検･確認事項

②誰

先裁判所と一致しているか｡ -その日付が間違っていないか。

事件番号の記載受理者の認印があるか｡：

③請求者の所属官公署名，官職（司法警察員） ，氏名及び請求年月日の記載がある
か。

④請求者の認印があるか。

⑤罪名が正しく記載されているか。別紙犯罪事実の要旨を一読して確認する。
⑥請求する許可状の種類が間違っていないか。

⑦被疑者の氏名,生年月日等の記載があるか。

被疑者が複数名の場合の記載例は， 「○○○○外○名」 。

氏名等を身上照会書等から確認する。

外国人の場合は，西暦で生年月日を記載する。

自称の場合,裁判官の指示で，写真を添（貼）付することがある。その場合の記

載例は, 「自称○○（別添写真の男） 」 ･写真は台紙に貼付し請求書の末尾に添付

する。また，写真と台紙の間にも契印が必要あ（2か所以上） 。

⑧斜線で抹消され削除印があるか。 ※’

⑨捜索すべき場所の記載があるか。

別紙が引用されている場合，別紙が添付されているか。

＊請求書1通で，複数の場所について令状請求をしてきた場合

→場所ごとに1通ずつ令状を作成する。

⑩斜線で抹消され削除印があるか。※’

又は, 7日を超える請求で，期間と事由の記載があるか。

⑪斜線で抹消され削除印があるか。 ※’

⑫斜線で抹消され削除印があるか。※’

又は，夜間執行の請求をする場合，その旨及び事由の記載があるか。

⑬記載内容の確認

「別紙記載のとおり」の場合，別紙が添付されているか。

※’ 削除されずに空欄のまま請求がある場合は，

斜線による抹消をしてもらう (■■■■■■■■■）
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捜索許可状

被疑者の氏名

⑭

甲野太郎
、

昭和○○年○○月○○日生

被疑者に対する ⑮ 覚醒剤取締法違反 被疑事件

,シハ,,､マ ~K字のシ強し)栓詐か-d--ろテル券許可する｡

検証すべき場所又は物

⑯

別紙記載のとおり

あるいは

大阪市北区曽根崎新地豈丁目1番1号 被疑者居宅

有 効期 間 ⑰令和○○年○○月○○日まで

有効期間経過後は， この令状により捜索に着手することかできない。
この場合には， これを当裁判所に返還しなければならない。
有効期間内であっても，捜索の必要がなくなったときは，
lテミ序;畳1 －か'十約.lヂか属かい‐

直ちにこれを当裁判所

1

⑱令和○○年○○月○○日
大阪地方裁判所
裁判官 ○○○○④ ⑳

請求者の官公職氏名

⑲ ■■■■■■
司法警察員

警 部 丙川次郎
〆へ



<令状草稿の点検＞

⑭記載した被疑者氏名等が請求書と同じか。漢字の間違いがないか。
被疑者が複数の場合’｢外○名」の記載があるか（この場合，生年月日欄には氏
名を上げた者の生年月日のみを記載する） 。

⑮請求書の罪名と同じか。別紙犯罪事実の要旨を一読して確認する。
⑯記載の確認

各場所ごとに令状が作成され，誤記がないか6
「別紙記載のとおり」の場合，別紙が添付されているか。

⑰初日不算入の7日間か。

7日間を超える場合,裁判官の指示を受けてから書く。その期間の計算に間違い
がないか確認する。

＊宿直においては，午前零時を過ぎた場合，発付日からの応答日になっているか注意；

⑬担当裁判官の所属庁（①と同じ） ，発付日,裁判官名の記載があるか。
＊宿直においては,午前零時を過ぎると受付日（請求白）と発付日が異なることに注意
⑲③と同じ記載があるか(誤記がないか） 。
派遣されている警察官の場合は，請求書に記載されている派遣元の警察署を記載
する。

⑳夜間執行の旨の記載があるか(ゴﾑ印あり） 。
請求があっても,要否又は許否の判断が微妙な場合は，その旨付妻で表示して裁
判官に引き継ぐ6

グーへ
〃 I

<発付後｡交付前＞

I

⑳裁判官の記名押印があるか。

⑳令状と別紙との間すべてに裁判官の契印があるか。
⑳訂正箇所に裁判官の訂正印があるか。

⑳夜間執行の請求がある場合，その許可印があるか。
予め令状に許可文言を記載したところ，裁判官がこれを不要とした場合，許可文
言を削除訂正する，又は新たに令状を作り直す。

1

4
一

⑳許可状，請求書及び一件記録を請求者に渡し，令状請求事件簿に受領印を受ける。
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ノ

【伽鑑定処分許可状（一般） 】 ＊死体の解剖（死因等の鑑定）

鑑定処分許可請求書

③令和○○年○○月○○日

①大阪地方裁判所
裁判官 殿

③■■■■■■■■■■

⑦④司法警察員警部 丙川次郎

下記被疑者に対する, ⑤“ 殺人 被疑事件につき，鑑定を
嘱託された次の者が，鑑定に必要な下記処分をすることの許可を請求する｡

鑑定人の職業及び氏名

⑥西天満病院医師若松花子 （○○歳）
雪厘昌乏1丁

○○・○○．○○

す。篭OOOO○長
鑑定を嘱託した年月日

⑦令和○○年○○月○○日

鑑定嘱託事項

⑧1 死因
2創傷の部位,程度
3 凶器の形状，用法
4死後経過時間

犯罪事実の要旨

⑨別紙犯罪事実の要旨記載のとおり
､

I

記

1 被疑者の氏名

⑩ 甲野太郎昭和○○年○○月○○日生（○○歳）

2鑑定人が立ち入るべき住居，邸宅，建造物若しくは船舶，検査すべき身体，
解剖すべき死体，発掘すべき墳墓又は破壊すべき物

大阪市北区西天満二丁目1番10号先で発見された
氏名不詳の男性（推定年齢35年くらい）の死体

⑪

3 7日を超える有効期間を必要とするときは，その期間及び理由

命
⑫

77



鑑定処分許可状請求書点検･確認事項

①

②請求書に押した受付印（地裁(む）又は簡裁（る） )が■■■■■■■■■請求
先裁判所と一致しているか。その日付が間違っていないか。

事件番号の記載，受理者の認印があるか。

③請求者の所属官公署名，官職（司法警察員） ，氏名及び請求年月日の記載がある

か。

④請求者の認印があるか。

⑤罪名が正しく記載されているか｡･別紙犯罪事実の要旨を一読して確認する。

⑥鑑定人の記載があるか。

「別紙記載のとおり」の場合，別紙が添付されているか。

⑦鑑定嘱託年月日の記載があるか｡

⑧鑑定の内容の記載があるか。

「別紙記載のとおり」の場合，別紙が添付されているか。

⑨記載内容の確認

別紙が引用されている場合，別紙が添付されているか。

⑩被疑者氏名，生年月日 （年齢)の記載があるか。
（ 「不詳」 とされていることが多いが，それでも構わない。 ）

⑪鑑定物等の記載があるか。

「別紙記載のとおり」の場合，別紙が添付されているか。

⑫斜線で抹消され削除印があるか。※’

又は， 7日を超える請求で，期間と事由の記載があるか。ダ

※’ 削除されずに空欄のまま請求がある場合はゥ

斜線による抹消をしてもら#う_）。
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79

夕 鑑定処分許可状

被疑者の氏名

⑬
甲野太郎

昭和○○年○○月○○日生

被疑者に対する ⑭ 殺人

lアヘい〒罐壼Aが下記のh几令券するこ‘とを許可する。
■

被疑事件

処分をすべ

き鑑定人

職業

氏名

⑮西天満病院

医師若松花子 ○○歳

，
９
，

は
物

立ち入るべき場所

検査すべき身体
解剖すべき死体
発掘すべき墳墓又
破壊すべき

⑯

大阪市北区西天満二丁目1番10号先で発見された
氏名不詳の男性（推定年齢35歳くらい）の死体

身体の検査に関する条件 ⑰

有 効期 間 ⑱令和○○年○○月○○日まで

b ●

有効期間経過後は， この令状により許可された処分に着手することができない。
戸の場合には‐ これ弁当裁判所に返還しなければならない。

⑲令和○○年○○月○○日
・ 大阪地方裁判所

裁判官 ④⑳○○○○

請求者の官公職氏名
⑳■■■■■■■■■
司法警察員

警 部 丙川次郎



<令状草稿の点検＞

⑬記載した被疑者氏名等が請求書と同じか。漢字の間違いがないか。

被疑者が複数の場合， 「外○名」の記載があるか（この場合，生年月日欄には氏

名を上げた者の生年月日のみを記載する） 。

⑭請求書の罪名と同じか。

⑮鑑定人の記載があるか（誤記がないか） 。

「別紙1記載のとおり」の場合，別紙1が添付されているか。

⑯鑑定物等の記載があるか（誤記がないか) ･

「別紙2記載のとおり」の場合，別紙2が添付されているか。

⑰条件が付加されているか。

条件がない場合は空欄。ただし，条件がない場合，裁判官によって斜線を引き，

裁判官印で抹消印を押すこともある。

⑱初日不算入の7日間か｡

7日間を超える場合，裁判官の指示を受けてから書く。その期間の計算に間違い

がないが確認する。

＊宿直においては，午前零時を過ぎた場合，発付日からの応答日になっているか注意

⑲担当裁判官の所属庁（①と同じ） ，発付日，裁判官名の記載があるか。

＊宿直においては，午前零時を過ぎると受付（請求）日と発付日が異なることに注意

⑳③と同じ記載があるか（誤記がないか） 。

派遣されている警察官の場合は，請求書に記載されている派遣元の警察署を記載

する。

＜発付後｡交付前＞

⑳裁判官の記名押印があるか。

⑳令状と別紙との間に裁判官の契印があるか。

⑳訂正箇所に裁判官の訂正印があるか。

※発付年月日,有効期間に間違いはないか。

※特に，午前零時を過ぎて発付されたものは要注意

■
⑳許可状，請求書及び一件記録を請求者に渡し，令状請求事件簿に受領印を受ける。

ト

0
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【⑫鑑定処分許可状（一般） 】 ＊拳銃の殺傷能力の鑑定

鑑定処分許可請求書

③令和○○年○○月○○日

①大阪地方裁判所

裁判官 殿

③■■■■■■■■■■
司法警察員警部 ⑦④次目丙川

下記被疑者に対する，⑤銃砲刀剣類所持等取締法違反被疑事件につき，鑑定を

嘱託された次の者が，鑑定に必要な下記処分をすることの許可を請求する。

鑑定人の職業及び氏名

⑥別紙のとおり （ 歳） ②

鑑定を嘱託した年月日，

⑦令和○○年○○月○○日

鑑定嘱託事項
■

⑧ ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

犯罪事実の要旨 ．

⑨別紙犯罪事実の要旨記載のとおり

記

1被疑者の氏名

⑩ 甲野太郎 昭和○○年○○月○○日生(O○歳）

2鑑定人が立ち入るべき住居,邸宅，建造物若しくは船舶，検査すべき身体，
解剖すべき死体，発掘すべき墳墓又は破壊すべき物

⑪令和○○年○○月○○日大阪府天満警察署司法警察員巡査部長○○○○が

差し押さえた

1 拳銃 1丁（押収目録番号1）

2実包5個（押収目録番号2）

3 7日を超える有効期間を必要とするときは，その期間及び理由

命
⑫

’
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鑑定処分許可状

被疑者の氏名
⑬
甲野太郎

昭和○○年○○月○○日生

被疑者に対する ⑭銃砲刀剣類所持等取締法違反 被疑事件

について，鑑定人が下記の処分をすることを許可する。

処分をすぺ

き鑑定人

職業

氏名

■

⑮大阪府警察本部刑事部科学捜査研究所

一般職員○○○0 △△歳

，
，
１

は
物

立ち入るべき場所

検査すべき身体
解剖すべき死体
発掘すべき墳墓又
破壊すべき

⑯

別紙記載のとおり

あるいは

令和○○年○○月○○日大阪府天満警察署司法警察員
巡査部長○○○○が差し押さえた
1 拳銃1丁（押収目録番号1）

2実包5個（押収目録番号2）

身体の検査に関する条件 ⑰

有 効 期 間 ⑱令和○○年○○月○○日まで

有効期間経過後は， この令状により許可された処分に着手することができない。
● 6

この場合には， これを･当裁判所に返還しなければならない。

⑲令和○○年○○月○○日
大阪地方裁判所

裁判官 O○○○② ⑳

請求者の官公職氏名
⑳■■■■■■■■
司法警察員

警 部 丙川次郎



【卿鑑定処分許可状（強制採血（アルコール濃度,DNA型鑑定) ,毛髪採取） 】

鑑定処分許可請求書

③令和○○年○○月○○日

①大阪地方裁判所
■

裁判官 殿

③ ■■■■■■

⑦④司法警察員警部 丙川次郎

下記被疑者に対する， ⑤ 道路交通法違反′ 被疑事件につき，鑑定を

嘱託された次の者が，鑑定に必要な下記処分をすることの許可を請求する。

鑑定人の職業及び氏名

⑥西天満病院医師若松花子 （○○歳）

鑑定を嘱託した年月日

⑦令和○○年○○月○○日

鑑定嘱託事項

⑧甲野太郎の身体からの血液採取． ※強

犯罪事実の要旨

⑨別紙犯罪事実の要旨記載のとおり

記

1 被疑者の氏名

⑩ 甲野太郎 昭和○○年○○月○○日生（○○歳）

2鑑定人が立ち入るべき住居，邸宅，建造物若しくは船舶，検査すべき身体，
画

解剖すべき死体，発掘すべき墳墓又は破壊すべき物

⑪ 被疑者甲野太郎の身体

アルコール濃度を検査するのに必要な血液（ただし， 4ミリリットルを

超えない範囲）

又は

DNA鑑定をするのに必要な血液（ただし§ 2ミリリットルを超えない

範囲）

§

。
■
３
０
１
１
口
■
Ｌ
Ｌ
Ｆ
ｒ
■
、
ｂ
■
■
■
０
１
９
■
■
Ｐ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
９
凸

び理由3 7

⑫

⑦
83



鑑定処分許可状請求書（強制採血｡毛髪採取）
点検･確認事項

＊身体検査令状と同時に請求される。

6
請求書に押した受付印（地裁（む）又は簡裁（る） ）が ’②

先裁判所と一致しているか。その日付が間違っていないか。

事件番号の記載，受理者の認印があるか。

③請求者の所属官公署名，官職（司法警察員） ，氏名及び請求年月日の記載がある

か。

④請求者の認印があるか。

⑤罪名が正しく記載されているか。犯罪事実の要旨を一読して確認する。

⑥鑑定人の記載があるか。

「別紙記載のとおり」の場合，別紙が添付されているか。

⑦鑑定嘱託年月日の記載があるか。

③鑑定内容の記載があるか。 、

「別紙記載のとおり」の場合j別紙が添付されているか。

⑨記載内容の確認

別紙を引用している場合，別紙が添付されているか。

⑩被疑者氏名，生年月日 （年齢）の記載があるか。

⑪鑑定物の記載があるか。

｢別紙記載のとおり」の場合，別紙が添付されているか。

⑫斜線で抹消され削除印があるか。※］

又は， 7日を超える請求で，期間と事由の記載があるか。

、

※ユ 削除されずに空欄のまま請求がある場合は， ’
斜線による抹消をしてもらう （ ）
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鑑定処分許可状

被疑者の氏名
⑬
甲野太郎

U

昭和○○年○○月○○日生

被疑者に対する． ⑭道路交通法違反 被疑事件

について，鑑定人が下記の処分をすることを許可する。

処分をすべ

き鑑定人

職業
U

氏名

⑮西天満病院

医師 若松花子 ○○歳

，
，
，

は
物

立ち入るべき場所
検査すべき身体
解剖すべき死体
発掘すべき墳墓又
破壊すべ。き

⑯【アルコール濃度の場合】

アルコール濃度を検査するのに必要な血液（ただし， 4ミ
リリットルを超えない範囲）を被疑者の身体から採取する
こと

【DNA鑑定の場合】

DNA型鑑定をするのに必要な血液（ただし, 2ミリリッ

トルを超えない範囲）を被疑者の身体から採取すること

【毛髪採取の場合】

(薬物名）成分検出検査をするのに必要な被疑者の毛髪

約○本

身体の検査に関する条件

⑰【採血の場合】

採血は医学的に相当と認められる方法によること

【毛髪の場合】

■ 凸 a

被疑者の毛髪約○本を外貌に醜状を生じさせないように
根本付近から切断する方法によること

有 効 期 間 ⑱令和○○年○○月○○日まで
有効期間経過後は， この令状により許可された処分に着手することができない。

この場合には， これを当裁判所に返還しなければならない。

⑲令和○○年○○月○○日
大阪地方裁判所

Ｄ
Ｐ

裁判官 ○○○○④ ⑳

請求者の官公職氏名
⑳

8

警 部 丙川次郎



<令状草稿の点検＞

⑬記載した被疑者氏名，生年月日が請求書と同じか。漢字の間違いがないか。

被疑者が複数の場合, 「外○名」の記載があるか（この場合，生年月日欄には氏

名を上げた者の生年月日のみを記載する） 。

⑭請求書の罪名と同じか。

⑮鑑定人の記載があるか（誤記がないか） 。

「別紙1記載のとおり」の場合，別紙1が添付されているか。

⑯次の記載があるか。

【アルコール濃度】

「アルコール濃度検査をずるのに必要な血液（ただし， 4ミリリットルを超え

ない範囲）を被疑者の身体から採取すること」

【DNA鑑定】

「DNA型鑑定をするのに必要な血液（ただし,0ミリリットルを超えない範

囲）を被疑者の身体から採取すること」

【毛髪採取】

「 （薬物名）成分検出検査をするのに必要な被疑者の毛髪約○本」

⑰次の記載があるかb

【採血】

「採血は医学的に相当と認められる方法によること」

【毛髪】

「被疑者の毛髪約○本を外貌に醜状を生じさせないよう根本付近から切断する

方法によること」

⑬初日不算入の7日間か。

7日間を超える場合，裁判官の指示を受けてから書く。その期間の計算に間違い

がないか確認する。

*宿直においては,午前零時を過ぎた場合,発付日からの応答日になっているか注意

⑲担当裁判官の所属庁（①と同じ） 卜発付日，裁判官名の記載があるか。

．夜間において，請求日と異なる日の発付か。

＊宿直においては，午前零時を過ぎると受付（請求）日と発付日が異なることに注意

⑳③と同じ記載があるか（誤記がないか） 。

派遣されている警察官の場合は，請求書に記載されている派遣元の警察署を記載

する。

G

卜
’
１
１
１
Ⅱ
Ｐ
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０
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Ｂ
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<発付後･交付前＞

⑳裁判官の記名押印があるか。

⑳令状と別紙との間すべてに裁判官の契印があるか。

⑳訂正箇所に裁判官の契印があるか。

莞付年月日，有効期間に間違いはないか。
I

特に,午前零時を過ぎて発付されたものは要注意。

※
※

⑳許可状，請求書及び一件記録を請求者に渡しウ令状請求事件簿に受領印を受ける3

１

’
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【“身体検査令状（一般） 】

身体検査令状請求書

③令和○○年○○月○○日

①大阪地方裁判所
裁判官 殿

③■■■■■■■■■■

①④司法警察員警部 丙ノ| ｜ 次郎

る，⑤覚醒剤取締法違反被疑事件につき，下記の者に下記被疑者に対する，⑤覚醒剤取締法違反

対する身体検査令状の発付を請求する。

記

1 被疑者の氏名

⑥甲野太郎

昭和○○年○○月○○日生（○○

身体検査を受ける者

⑦氏 名 甲野太郎

年 齢 昭和○○年○○月○○日生(O○歳）

職 業 無職

住 居 大阪市北区西天満二丁目1番10号

健康状態 健康 ．

2

性別男

U

3身体検査を必要とする理由

⑧ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ？ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ．0

4検査すべき身体の部位

⑨ ． ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
イ

び事由5 7

⑩

6 日

⑪

7犯

塑澪
び事由

⑫別紙犯罪事実の要旨記載のとおり

１
１
Ｉ

I
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身体検査令状請求書点検｡確認事項

①

②請求書に押した受付印（地裁（む）又は簡裁（る） ）が1－ ■■請求
先裁判所と一致しているか。その日付が間違っていないか。

事件番号の記載，受理者の認印があるか。

③請求者の所属官公署名，官職（司法警察員） ，氏名及び請求年月日の記載がある

か。

④請求者の認印があるか。

⑤罪名が正しく記載されているか。犯罪事実の要旨を一読して確認する。

⑥被疑者の入定事項が正しく記載されているか。

氏名等を身上照会書等から確認する。

外国人の場合は，西暦で生年月日を記載する。

自称の場合，裁判官の指示で，写真を添（貼）付することがある。その場合の記

載例は, 「自称○○（別添写真の男） 」 。写真は台紙に貼付し請求書の末尾に添付

する。また，写真と台紙の間にも契印が必要（2か所以上) 。

⑦検査を受ける者の記載があるか。

性別,健康状態の記載があるか確認する。

女性の場合，令状の「条件」欄に「検査の際には，医師又は成年の女子を立ち会

わせること。 」と記載する。

⑧記載の確認

⑨記載の確認 （例）被疑者の身体

⑩斜線で抹消され削除印があるか。※’

又は， 7日を超える請求の場合，期間と事由の記載があるか｡

⑪斜線で抹消され削除印があるか。※’

⑫記載内容の確認

別紙を引用している場合，別紙が添付されているか。

９
ｔ
１
１

『

）

※’ 削除されずに空欄のまま請求がある場合は，

’
Ｊ
銅
〃
Ｊ
ｍ
Ｊ
ｗ
ｕ
‐

斜線による抹消をしてもらう ）

I
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身体検査令状

被疑者の氏名

⑬

甲野太郎

昭和○○年○○月○○日生

被疑者に対する ⑭ 覚醒剤取締法違反 被疑事件

について，下記の者の身体の検査を許可する。

検査すべき身体

⑮被疑者の身体

身体の検査に関する条件

⑯ （裁判官が記入する）

身体の検査を受ける者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは, 10万円以

下の過料に処せられ,その拒絶により生じた費用の賠償を命ぜられることがある。
また，刑罰として， 10万円以下の罰金又は拘留に処せられ，あるいは罰金と拘留

を併科されることがある。

有 効 期 間 ⑰令和○○年○○月○○日まで

有効期間経過後は， この令状により身体の検査をすることができない。

この場合には， これを当裁判所に返還しなければならない。

有効期間内であっても，身体の検査の必要がなくなったときは，直ちにこれを当
裁判所に返還しなければならない。

⑱令和○○年○○月○○日
大阪地方裁判所

裁判官 ○○○○④ ⑳

請求者の官公職氏名
⑲■■■■■■■■
司法警察員

警 部 丙』川次郎



<令状草稿の点検＞

⑬記載した被疑者氏名等が請求書と同じか。漢字の間違いがないか。

⑭請求書の罪名と同じか。

⑮検査すべき身体の特定がされているか。

⑯条件が付加されているか。

条件がない場合は空欄。ただし，条件がない場合，裁判官によって斜線を引き，

裁判官印で削除印を押すこともある。

検査を受ける者が女性である場合， 「検査の際には，医師又は成年の女子を立ち

会わせること。 」の記載があるか。

⑰初日不算入の7日間か。

7日間を超える場合，裁判官の指示を受けてから書く。その期間の計算に間違い

がないか確認する。

＊宿直においては，午前零時を過ぎた場合，発付日からの応答日になっているか注意

⑬担当裁判官の所属庁（①と同じ） ）発付日，裁判官名の記載があるか。

＊宿直においては，午前零時を過ぎると受付（請求）日と発付日が異なることに注意

⑲③と同じ記載があるか（誤記がないか） 。

派遣されている警察官の場合は，請求書に記載されている派遣元の譽察署を記載

する。

<発付後･交付前＞

⑳裁判官の記名押印があるか。

⑳訂正箇所に裁判官の訂正印があるか。
I

■

⑳令状，請求書及び一件記録を請求者に渡し，令状請求事件簿に受領印を受ける。
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【旧身体検査令状(強制採血,毛髪採取) 】

身体検査令状請求書

③令和○○年○○月○○日

①大阪地方裁判所

裁判官 殿

③■■■■■■

①④司法警察員警部 丙川次郎

下記被疑者に対する，⑤覚醒剤取締法違反被疑事件につき，下記の者に
対する身体検査令状の発付を請求する。 一

② /大阪地方裁判所、

当直受付

○○，○○‘○○

細第○○○○○号

記

1被疑者の氏名

⑥甲野太郎

昭和○○年○○月○○日生（○○歳）
書

2身体検査を受ける者

⑦氏 名 甲野太郎

年 齢 昭和○○年○○月○○日生（○○歳）
職 業 無職

住 居 大阪市北区西天満二丁目1番10号

健康状態 健康

性別男

3身体検査を必要とする理由

⑧ ・ ・ も ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

4検査すべき身体の部位

⑨ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

び事由5 7

⑩ 墾溝
び事由6 日 一脳

e
⑪

7犯

⑫別紙犯罪事実の要旨記載のとおり

ｇ
岬
Ｉ
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身体検査令状請求書（強制採血･毛髪採取）
点検｡確認事項

＊鑑定処分許可状請求と同時に請求される。

①
■■

|請求請求書に押した受付印(地裁(む)又は簡裁（る） ）が’②

先裁判所と一致しているか。その日付が間違っていないか。

事件番号の記載，受理者の認印があるか。

③請求者の所属官公署名，官職（司法警察員） ，氏名及び請求年月日の記載がある
か。

④請求者の認印があるか。

⑤罪名が正しく記載されているか。犯罪事実の要旨を一読して確認する。
⑥被疑者の入定事項が正しく記載されているか。

氏名等を身上照会書等から確認するb

外国人の場合は，西暦で生年月日を記載する。

自称の場合，裁判官の指示で,写真を添（貼）付することがある。その場合の記

載例は， ｢自称○○（別添写真の男） 」 。写真は台紙に貼付し請求書の末尾に添付
する。また，写真と台紙の間にも契印が必要（2か所以上） 。

⑦検査を受ける者の記載があるか。 ：

性別，健康状態の記載があるか確認する。

⑧必要性の記載があるか。

⑨記載の確認

⑩斜線で抹消され削除印があるか。※’

又は， 7日を超える請求で，期間と事由の記載があるか。

⑪斜線で抹消され削除印があるか｡※'
⑫記載内容の確認。

別紙を引用している場合，別紙が添付されているか。

少＝､

１
１

０

※’削除されずに空欄のまま請
斜線に．よる抹消をしてもらう6

’求がある場合は，

（ ’ ；

１
１
１
１

93



ヤ

94

身体検査令状

被疑者の氏名
⑬
甲野太郎 』

昭和○○年○○月○○日生

被疑者に対する ． ⑭ 覚醒剤取締法違反 被疑事件

について，下記の者の身体の検査を許可する。

検査すべき身体

⑮ 【強制採血の場合】 採血に必要な被疑者の身体

【毛髪採取の場合】 毛髪の採取に必要な被疑者の身体

身体の検査に関する条件

⑯ 【強制採血の場合】

採血は，医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせること。

【毛髪採取の場合】

被疑者の毛髪約○本を外貌に醜状を生じさせないように根元付近から切断す

る方法によること。

身体の検査を受ける者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは, 10万円以
下の過料に処せられ，その拒絶により生じた費用の賠償を命ぜられることがある。

U 〃

また，刑罰として，10万円以下の罰金又は拘留に処せられ， あるいは罰金と拘留

を併科されることがある。

有効 期 間 ⑰令和○○年○○月○○日まで
有効期間経過後は， この令状により身体の検査をすることができない。
この場合には， これを当裁判所に返還しなければならない。

有効期間内であっても，身体の検査の必要がなくなったときは，直ちにこれを当

裁判所に返還しなければならない。

⑱令和○○美闘鶉鍜
裁判官 ○○○○④ ⑳

請求者の官公職氏名
⑲■■■■■■■■■
司法警察員

警 部 丙川次郎



<令状草稿の点検＞

⑬記載した被疑者氏名等が請求書と同じか。漢字の間違いがないか。

⑭請求書の罪名と同じか。

⑮検査すべき身体の特定がされているか。

⑯次の記載があるか。

【強制採血】

「採血は，医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせること。 」

【毛髪採取】

「被疑者の毛髪約○本を外貌に醜状を生じさせないように根本付近から切断す

る方法によること」

⑰初日不算入の7日間か。

7日間を超える場合，裁判官の指示を受けてから書く。 ,その期間の計算に間違い

がないか確認する。

＊宿直においては，午前零時を過ぎた場合，発付日からの応答日になっているか注意

⑬担当裁判官の所属庁（①と同じ） ，発付日，裁判官名の記載があるか。

＊宿直においてはゥ午前零時を過ぎると受付（請求）日と発付日が異なることに注意

⑲③と同じ記載があるか（誤記がないか） 。

派遣されている警察官の場合は，請求書に記載されている派遣元の警察署を記載

する。

I

＜発付後｡交付前＞

⑳裁判官の記名押印があるか。

⑳訂正箇所に裁判官の訂正印があるか。

１

⑳身体検査令状，請求書及び一件記録を請求者に渡し，令状請求事件簿に受領印を

受ける。
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【"）令状請求の撤回（取下げ） 】

| 撤回
①ゴム印あり→

⑭’| 裁判所書記官

逮捕状請求書（甲）

令和○○年○○月○○日

大阪地方裁判所

裁判官 殿

、

I

刑事訴訟法第199条第2項による指定を受けた司法警察員

警部 丙川次郎

被疑事件につき，下記被疑者に対し， 覚醒剤取締法違反

逮捕状の発付を請求する。

記

1被疑者

氏名 甲野太郎

年齢 昭和○○年○○月○○日生（○○歳）

職業 無職

住居 大阪市北区西天満2－1－10

令状請求の撤回に関する点検･確認事項
1

h

警察等からの請求を認めない場合は，撤回（取下げ） ，却下することになる。

’
’

》

①請求書及び謄本（逮捕状の場合）の上部余白に，

「撤回裁判所書記官」のゴム印を押し，書記官が押印する。

②令状請求事件簿の結果楠の「発付」の文字を二重線で抹消し，朱書きで欄を囲ん

で「撤回」と記載する。

③請求書記録を請求者に渡して，令状請求事件簿に受領印を受けるも

逮捕状請求の場合は，請求者に「原本」を返還し， 「謄本」は裁判所で保管する。
謄本を請求者に返還することがないよう注意する。

h
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､

【価）令状請求の却下】

本件請求を却下する。

理由例一嫌疑不十分（必要性なし）

令和○○年○○月○○日

大阪地方裁判所

④裁判官○○○ ，○

①ゴム印あり→

逮捕状請求書（甲）

令和○○年○○月○0日

大阪地方裁判所

裁判官 殿

ロ■■■■■■
刑事訴訟法第199条第2項による指定を受けた司法警察員

警部丙川次郎

下記被疑者に対し， 覚醒剤取締法違反

逮捕状の発付を請求する。

記

1被疑者

氏．名 甲野太郎

年齢 昭和○○年○○月○○日生（○○歳）

職業 無職

住居 大阪市北区西天満2－1－10

被疑事件につき，

令状請求の却下に関する点検･確認事項

①請求書及び謄本（逮捕状の場合）の各余白に，

「本件請求を却下する｡理由（裁判官が記載する）

令和○○年○○月○○日大阪地方［簡易］裁判所裁判官○○○○｣

のゴム印を押し, 日付と裁判官名を記載して，請求書原本に裁判官の決定印を受け
る。 。

②令状請求事件簿の結果欄の「発付」の文字を二重線で抹消しj朱書きで欄を囲ん

で「却下」 と記載する。

③請求書，記録を請求者に渡して，令状請求事件簿に受領印を受ける。

逮捕状請求の場合は，請求者に「原本」を返還し， 「謄本」は裁判所で保管する。

謄本を請求者に返還することがないよう注意する。

I

１
．
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勾留請求の処理手順

｢勾留状等受領書jに搭載

↓

↓

請求書に受付印(地鍬j,簡裁㈲）押印

請求時刻記入し，
Ⅱ

接見禁止等の

被疑者国選請求書あり一上訴申立書等記録簿で立件(符号は｢記｣，地裁は1万台,簡裁は2万台）

◆勾留請求点検・確認事項①～⑪

被疑者用の接見禁止等請求点検・確認事項①～④

◆勾留請求点検・確認事項⑫～⑰

要通訳事件→・ 通訳人尋問調書通訳人宣誓書， ◆共通(勾留状，勾留質問調書，

勾留通知書）

出頭カード，確定払請求書（通訳料請求分）

以上を勾留質問前i蹴ムムニ ◆｢外国人等事件の場合に付加される

記上迩EDLW2堕 留意事項」 (P120参照）

発

･検察庁払いでない場合，確定払請求書（旅費日当請求分）

★希望者に勾留手続のビデオを視聴してもらう

☆外国人の場合は領事官通報について注意1
･接見禁止等の請求あり→決定原本十謄本2通十送達報告書◆接見禁止等請求点検・確認事項⑤

国選対象事件の場合→国選弁護人候補指名通知依頼書

（要通訳事件の場合，通訳言語を記入）

↓ ’

一件記録を裁判官に提出

付

↓

勾留質問

・勾留質問調書作成→裁判官印 ◆｢勾留（観護措置）質問に際しての留意
事項｣の2｢勾留質問調書の作成J (P118)参照

･接見等禁止決定→被疑者に謄本交付送達 ◆接見禁止等請求点検・確認事項⑥~⑨

．国選請求のある場合，国選弁護人候補指名通知依頼書に裁判官の印もらう

（要通訳事件の場合，外国語バージョンの請求用紙を持って入っておく）

↓・

勾留状記載チェック
※勾留状のコピーをとっておく ◆勾留状謄本作成

↓ ． ◆勾留請求点検・確認事項⑰～⑳

付交

・勾留状，・勾留状，接令
状
交

見等禁I上決定謄本→交付十勾留状等受領書に受領印をもらう。 ‐

勾留請求書，勾留質問調書（通訳人尋問調書含む)，一件記録も返還。

･接見禁止等請求書，同決定原本，送達報告書は裁判所に保管
，通知希望があった場合は勾留通知。 ◆｢勾留（観護措置）質問に際しての

接見禁止等付き場合はその旨のゴム印を押すこと。 留意事項」の4 「勾留通知の方法」
(P119)参照

･被疑者国選請求があった場合は，法テラスへ候補指名通知依頼のE晩X鶚手続を進める。
付
等

却下の場合（各請求書に付記して，一件記録返還）●｢却下の場合I (P147)参照
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〕駕:霊｡．… 受け付けた

時間を記入
しておくこ
1． ●

様式第40号

勾留請求 菫堂
Eヨ

令和○○畠

乖
○日

ヤ
ー(む)第ioqO'号＝

③

②①大阪地方 裁判所

裁判官 殿

③大阪地方検察庁

検察官検事

原丁

小鱗幸三屯フ

浜小

下記被疑者に対する④覚醒剤取締法違反被疑事件につき被疑者の勾留を請求をする。

I

なお，被疑者欄中年齢，職業若しくは住居又は被疑事実の要旨欄のうち空欄は，逮捕状請

求書記載のとおりである。

記

1被疑者

⑤氏名 甲 野 太 郎

年齢 昭和○○年○○月○日生（○○歳）

職業 無職

住居 大阪市北区西天満4丁目1番10号

､

被疑事実の要旨

⑥別紙のとおり
勾留すべき刑事施設

2

3

4被疑者に弁護人があるときは,その氏名

⑧
5被疑者が現行犯人として逮捕された者であるときは,罪を犯したことを疑うに足りる相

当の理由

⑨
6刑事訴訟法第60条第1項各号に定める事由

⑩刑事訴訟法第60条第1項第 2， 3号
7検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によって刑事訴訟法に定める時間の制限に

従うことができなかったときは，その事由 ⑪

⑪別添司法警察員の令和○○年○○月Oo日付け報告書記載のとおり。
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’

記録の引継…勾留状等受領書 ＊調牛関係送付一覧1 ■Iは使用し坂い

1勾留請求点検・確認事項
※一通り請求書に目を通した上で， |行う．

’①

②受付印（地裁㈱又は簡裁(る)）及び日付が間違っていないか。

請求時刻，事件番号の記載，受理者の認印があるか。

③請求者の所属官公署名，官職（検察官のみ)，氏名及び請求年月日の記載があるか。

請求者の押印があるか。

④罪名が正しく記載されているか。

⑤被疑者の入定事項が正しく記載されているか。

記載事項を戸籍，身上照会書等で確認ずる°

【外国人の場合】

氏名の記載にカタカナ表記があるか。

特に漢字の読みが日本語読みではないときはカタカナで書き，漢字は括弧書きする。

また，ｱﾙﾌｧベｯﾄ表記の氏名の場合もカタカナで書き，ｱﾙﾌｧべｯﾄは括弧書きする。

生年月日が西暦で記載されているか。

⑥記載内容の確認

「別紙記載のとおり」の場合別紙が添付されているか。

⑦勾留すべき刑事施設の記載があるか。
巾

⑧記載の確認 ＊鉛筆書きは不可

⑨記載の確認 ‘

現行犯逮捕の場合のみ「現行犯人逮捕手続書記載のとおり」

⑩記載の確認

⑪被疑者逮捕後72時間を超えた場合， 日付の記載及び当該報告書を確認

０

４

も

，

『

ｆ
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－■■■■
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勾留状

被疑者

氏名

年齢

住居

職業

甲野太郎

昭和○○年○○月○○日生 ⑫

大阪市北区西天満4丁目1番10号

無職

‐
櫛

延長

被疑者に対する覚醒剤取締法違反被疑事件について,同人

留する。 ⑬
一口

こ勾

被疑事実の要旨
BI職のとおり

色
剛事訴訟法60条1項各号に定める事由」

の汝に編てつすること！

菟鰻

刑事訴訟法60条1項

各号に定める事由
次葉のとおり色 ｢勾留状」の次に編てつすること！

有効期間 令和○年○○月○○日 まで

この令状は，有効期間経過後は，その執行に着手することができない。この場合には，これを
当裁判所に返還しなければならない。

令和○年○○月○○日⑮

大阪地方裁判所

■

麦畔伯乙山 一郎⑰

勾留請求の年月日 令和○年○○月○○日⑯

執行した年月日時及び

場所
｡

＝＝ロ■つ■Ⅱ＝1■や凸一七号単字一●寺一一回中ウーロ■戸口■■ ■■■■■ ■■■■ 1

■

記名押印．

令和 年 月 日 午 時 分

■

一口子一一一一一一一一一｡‐＝＝一‐画句一コ二■■■■■＝■■■■＝‐■■画■■凸口令■,ーー＝やーPP－＝＝＝＝■■■■■■■＝1■＝■■■■＝■一口争一一今一一一一■■■■■■■■ー‐■■ー■■■■ー
■

執行することができなか
つ

たときはその事由

記名押印

令和 年 月 日

勾留した年月日時及び

取扱者

令和 年 月 日 午 時 分



0

⑬

夛 鄭

］ 垂

､ q■｡‐●■■ト 4■1■q■4■‐I■守凸｡‐

4

ー■■■■ー■■ ■■一一■D--争宇●一｡■■｡●●‐一一一－一一一ロー■■ロー‐ーロロ勺一一m一一一やつ－■■ ■■● 4■‐一一4■●一己

、

● ｡

↓ P

2

(被疑者甲野太郎）

０
４
０
■
■
Ｐ
ｂ
■
■
■
■
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刑事訴訟法60条1項各号に定める事由

下記の 2 ’ 3号に当たる。 ⑲

1 被疑者が定まった住居を有しない。

2被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある。

3被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある。

勾留期間の延長

延 長 期 間

令和 年 月 日まで

理 由

令和 、年 月 日

裁胤所

裁何盾

勾留状を検察官に交付した年月日

令和年
》

月 日

旬

■

勾留状を検察官に交付した年月日
b

b■■Ⅱ■一｡I■‐q■■ロー■ロローロヮI■■q■ロ一迫ー一.■口q■1■傘－1■l■｡■毎｡l■4■~~1■ーⅡ■画一●1■ヰローロ■ I■ローロ●■p■七一一＝

令和 年 月 日

溺畠臓日官

勾留状を被疑者に示した年月日時 ．
■■ー＝ｰ＝＝●‐＝七一一●●ィ■P‐‐ロローーー4■■－■■■■＝－■■－－－や＝‐ー‐‐ロー＝■■ q■ ■■一一一■■■■■■■■●■■ q■＝■■－■■ご■■■

令和 年 月 日午 時

刑事施設職員

分

勾留状を被疑者に示した年月日時
巳

■■■■ ■■ ■■ ■■ー一＝ 1■争一一一q■●●｡一‐七4■P－－-一一一■■＝■■■■■■-＝■■＝1■＝■■■■ ■■■■■■－－~｡‐○一

令和 年 月 日午 時分

刑事施設職員
，

ー●‐｡｡●●｡■②■■

●



⑫記載した被疑者氏名等が請求書と同じか。かつ，漢字の間違いがないか。

外字等については,手書きで対応する(■■■■■■■■氏名の入力規則については22
ページ参照） 。

⑬勾留する全ての罪名の記載があるか。

⑭初

⑮担当裁判官の所属庁（②と同じ)，発付日，裁判官名の記載があるか。

⑯勾留状の発付が翌日になった場合には,勾留請求の年月日が勾留請求書に押された受付印⑯勾留状の発付が翌日になった場合には,勾留請求の年月

と同じかどうかを確認する｡’

●その他に準備するもの

勾留質問調書

勾留通知書（宛名用紙を含む）

国選弁護人選任請求書・資力申告書

国選弁護人選任請求等事件記録表紙，国選弁護人候補指名通知依頼書

（私選弁護人が付いているときはいずれも不要）

(請求がある場合） 接見等禁止決定原本，謄本（2通)，送達報告書

。
●
●

●

【要通訳事件の場合】 上記に加え次の書面が必要

・ 通訳人出頭カード

・ 通訳人尋問調書，宣誓書

・ 確定払請求書（旅費日当請求分）

※検察庁で執務を行わず， 自宅から直接裁判所に出頭した場合（｢済証｣， 「現留」

事件の場合）に必要。通訳人出頭カードで確認する。（｢自宅から裁判所に直行」

にチェックはあるか｡）
・ 確定払請求書（通訳料請求分）

2勾留質問後の確認事項

調書等に印漏れがないか。外字の記載漏れはないか。
◆

●勾留質問調書
書記官の認印→記名部分，勾留通知欄(勾留通知の不要の場合を除く），契印（別紙を添

付したとき）裁判官の認印

●国選弁護人候補指名通知依頼書に

裁判官の認印があるか。
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⑰裁判官の記名押印があるか。

⑱勾留状の全てのページに契印があるか。

⑲，勾留する事由の記載があるか。
特に，住居不定の場合に「1号」の記載があるか。

⑳訂正箇所に裁判官の訂正印があるか。

⑳勾留状添付の別紙に「別紙被疑事実の要旨」の記載はあるか。

⑳勾留請求書，弁解録取書，取調べ状況等報告書，勾留状,勾留質問調書，接見等禁止決定
謄本(請求がある場合｡検察庁用）及び一件記録(弁護士等の意見書を含む）を請求者に渡
して「勾留状等受領書」に受領印を受ける。

※裁判所に提出された弁護人からの意見書等の書面は,裁判官が判断するのに参考にした

資料であり「一件記録｣の一部となるため,検察庁へ交付すること(裁判所には残さない)。

1

1

104



萱請求の処理手順護

◆■■■■■■■｛ のもの)使用請求書記載チェック

．↓

↓

請求書に受付印（地灘j，簡釧る》押印
↓ ・

請求時刻記入し,取扱者認印。事件簿で立件
↓

被疑者国選請求書あり→上訴申立書等記録簿で立件
請求書記載チェック ◆観護措置請求点検・確認事項

①～⑪

観護状等書類の準備、

↓

(要通訳事件）通訳人尋問調書，通訳人宣誓書， ◆共通（観護状，被疑少年陳

出頭カード，確定払請求書（通訳料請求分） 述調書，観護措置通知書）

以上を観護措置手続前に翼証人煙
◆観護措置請求点検・確認事

項⑫～⑰

確定払請求書（旅費日当分）も必要

証 ●

・検察庁払いでない場合，確定払請求書（旅費日当分）も必要

★希望者に勾留手続のDVDを視聴してもらう

☆外国人の場合は領事官通報について注意！
↓

･一件記録を裁判官に提出 ◆｢外国人事件等の場合に付加される
留意事項」 (P120)参照

↓

観護措置質問手続（面前告知が必要的）
･被疑少年陳述調書作成→裁判官印 ◆｢勾留（観護措置）質問に際して・

の留意事項｣の2｢調書の作成」 (P

118）参照

･被疑者国選請求のある場合，国選弁護人候補者指名通知依頼書に裁判官の印をもらう

観護状記載チェック

※観護状のコピーをとっておく

↓

交 付

･観護状→交付十事件簿に受領印

請求書，被疑少年陳述調書， ◆観護措置請求点検・確認事項

(通訳人尋問調書含む）一件記録（※）も返還 ⑬～⑳
※一件記録には，弁護人提出の意見書

等も含む。 ◆｢勾留（観護措置）質問に際して
の留意事項jの4｢勾留通知の方

法｣ (P119)参照

･観護措置通知

＊保護者又は弁護人への通知が必要的
却下の場合(各請求書に付記して，一件記録返還)◆｢却下の場合｣ (P147)参照

令
状
交
付
等

I

’
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請求書①
少年法第17条，第43条，

規則第28．1条，第147条，第148条

規則第22条
一

観護

○○・○○・○○

大阪地方裁判所第10刑事部

棚;孟涛
○○・○○・○○

大阪地方裁判所第10刑事部

棚;孟涛
様式第41号

《時刻請請

③令和○年○○月○○日
！■■■

②大阪地方 裁判所

裁判官 殿

大阪地

′ ③検察官

方検察庁

検￥ ‘ “＋､①

恥Ｕ

下記少年に対する④ 覚醒剤取締法違反 被疑事件につき
少年法第17条第1項第2号の規定による観護の措置を請求をする。

なお，少年欄中年齢，職業若しくは住居又は被疑事実の要旨欄のうち空欄は，
逮捕状請求書記載のとおりである。

記

1 少年

⑤ 氏名 西天満花子
年齢 平成○○年○○月○○日生(○○歳）
職業高校生

住居 大阪市北区中之島1丁目2番3号

2被疑事実の要旨

⑥ 別紙のとおり

3収容すべき少年鑑別所

⑦■■■■■■■

4少年に弁護人があるときは，その氏名

⑧

5少年が現行犯人として逮捕された者であるときは，罪を犯したことを疑うに足りる

相当の理由

⑨

6刑事訴訟法第60号第1項各号に定める事由

⑩ 刑事訴訟法第60号第1項第2， 3号

7検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によって刑事訴訟法に定める時間の制限
に従うことができなかったときは，その事由

⑪ 別添司法警察員の令和 年 月 日付け報告書記載のとおり｡

8上記少年については，次の理由によって，少年法第17条の4第1項の規定により

同少年を 少年院・拘置所の特に区別した場所に仮に収容されたい。

(注意）仮収容の必要があると思料する場合には， 8の欄に必要事項を記入の上押印
し，仮収容の必要がないときは， この欄を削ること。

１
１
６

ｉ
Ｉ
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勾留関係事件簿（紙帳簿）

【 リ

立件（登載･採番） ，記録の引継 ■■■

､

1観護措置請求点検・確認事項

①受付印（地裁㈱又は簡裁(る)）及び日付が間違っていないか。
請求時刻，事件番号の記載，受理者の認印があるか。

’
１

②

③請求者の所属する官公署名，官職（検察官のみ)，氏名及び請求年月日の記載があるか。
請求者の押印があるか。

、

④罪名が正しく記載されているか。
申

⑤少年の入定事項が正しく記載されているか。記載事項を戸籍，身上照会書等で確認する。

⑥記載内容の確認

「別紙記載のとおり」の場合，別紙が添付されているか。

⑦収容すべき少年鑑別所の記載があるか。

⑧記載の確認

⑨記載の確認

現行犯逮捕の場合のみ「現行犯人逮捕手続書記載のとおり」

⑩記載の確認鉛筆書きは不可1

⑪少年逮捕後72時間を超えた場合， 日付の記載及び当該報告書の確認

⑫記載した少年の氏名，生年月日 （観護状の場合は年齢も記載)，住所が請求書と同じか。
漢字の間違いがないか。外字等についてはj手書きで対応する。

⑬観護措置する全ての罪名の記載があるか。

⑭少年を収容する場所(' ｜)の記載があるか。

⑮⑯担当裁判官の所属庁（②と同じ),発付日，裁判官名の記載があるか。

⑰観護状の発付が翌日になった場合には， 「上記観護状発付の日」を消して， 「令和○年○

○月○○日」などと請求日を記載する。
i
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r

(次葉）※｢観謹状jの次に綴る

…

た住居

隠滅す
▽』す排

疑うに足りそ

るし野らに斥

堅田がある。

当な理由が方

●その他に準備するもの

108
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
０
Ｊ

観 護 状

少年

氏名

年齢

住居

⑫西天満花子

平成○○年○○月○O日生（○○歳）

大阪市北区中之島1丁目2番3号

指揮

印

経由

官印

被疑事実の要旨 別紙のとおり ※｢次葉｣の次に綴ること！

少年に対する ⑬覚醒剤取締法違反 被疑事件

について，少年を に収容する。

刑事訴訟法60条1項

各号に定める事由
次葉のとおり ※別紙よりも前に綴ること

この令状の有効期間は発付から7日とする。有効期間経過後は，その執行に着手す

ることができないbこの場合には， これを当裁判所に返還しなければならない。

⑮令和○○年○○月○0日

大阪地方裁判所

⑯裁判官乙山 一 、
，

⑱瞳

請求の年月日 ⑰上記観護状発付の日

承八六、灸公公･ぐい. :．ﾐﾉ宗ﾉﾐ･ ;公公パE:灸灸

収容した年月日時

及び取扱者

.､灸八パVVﾐ.やﾐｰﾐパﾐ久久,$'､公尺.ぐ．:“2，ﾐ､弔一ミペ･￥V￥，､灸八,､式公公ﾐ･YV,六・､公公/ゾﾐｰﾐ,●Y浄,寺･《灸公さ･くダｿﾐ/4章で

年 月 日午 時令和 分

刑事訴訟法60条1項各号に定める事由



0

・ 被疑少年陳述調書

・ 観護措置通知書

・ 国選弁護人選任請求書・資力申告書

国選弁護人選任請求等事件記録表紙,国選弁護人候補指名通知依頼書
（私選弁護人が付いていない場合）

【少年が要通訳事件の場合】 さらに次の書面が必要 ．

・ 通訳人尋問調書，宣誓書

・ 通訳人出頭カード

・ 確定払請求書（旅費日当請求分）※

※検察庁で執務を行わず， 自宅から直接裁判所に出頭した場合（｢済証｣， 「現留」

事件の場合）にのみ必要。通訳人出頭カードで確認する。

・ 確定払請求書(通訳料請求分）

2観護措置質問後の確認事項

⑬
⑲
裁判官の記名押印があるか。

観護措置をする事由の記載があるか。

特に，住居不定の場合に「’号」の記載があるか。

⑳観護状の全てのページに裁判官の契印があるか。訂正箇所に裁判官の訂正印があるか。

⑳観護状のコピーを取る（謄本作成用，被疑者国選用）

⑳観護措置請求書，弁解録取書，取調べ状況等報告書，観護状，被疑少年陳述調書，通訳人

尋問調書及び一件記録（弁護士等の意見書を含む）を請求者に渡し， 「勾留関係事件簿」に

受領印を受ける。

※裁判所に提出された弁護人からの意見書等の書面は,裁判官が判断するのに参考に．した資

料であり ｢一件記録」の一部となるため；検察庁へ交付すること（裁判所には残さない)。

○通訳関係書類は， 「通訳人尋問調書」のみ検察庁に交付する。

通訳人出頭カード，通訳料請求書， ビデオ視聴照会書面は裁判所で保管する。

’
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塾童墾E詞延

当直においては，通常の起訴と同様の方法で受理後，
起訴状逓付簿（写）で令状当直員へ引き継がれる

↓

求令簿に記載する
↓

管理当直員より

◆求令起訴点検・確認事項①～④

被告人用の接見禁止等請求点検・確

認事項①～④

接見禁止等請求あり

起訴状等記載チェック

被告人召喚十勾留状等書類の準備
。

↓

◆求令起訴点検・確認事項⑤～⑩
◆どの召喚用書類を準備するかは． ．｢］I召喚用書類を準備するかは， ｢求令状
別ごとの召喚手続等」 (P117)参照

要通訳事件→通訳人尋問調書（被告人用)，

通訳人宣誓書，出頭カード，

確定払請求書（通訳料請求分)，

状十送達報告書

確定払請求書（旅費日当請求）

◆共通（勾留状(被告人用)，勾留質問調

書（被告人用)，勾留通知書，被告人召

喚通知報告書又は召喚

以上を勾留質問前に垣証人i三 ◆[外国人等事件の場合に付加される留

留意事項」 (P120参照）

☆外国人の場合は領事官通報について注意1

．接見禁止等請求あり→■■■■■■■■■決定原本十謄本2通+送達報告警
↓ （弁護人がいる場合は，弁護人用謄本も必要｡）

◆被告人用の接見禁止等請求点検･確認事項⑤
一件記録を裁判官に提出

↓

被告人召喚十勾留質問

・召喚通知報告書に時間記入又は被告人に召喚状交付送達

乍成→裁判官印 ◆｢勾留(観護措置)質問に際しての留意事項｣の21勾留質問調書の作成」 (P118)
参照

･接見禁止等決定→被疑者に謄本交付送達 ◆被告人用の接見禁止等請求点検･確認事項
⑥～⑨

･勾留質問調書作成→裁判官印
ベ

6

↓ 旧勾留状欄外の｢○年○月○日釈放｣に日付けを記入

勾留状記載チェック

， ↓ ◆求令起訴点検・確認事項⑪～⑮
交 付

｡勾留状→交付十求令簿に受領印
・接見等禁止決定がある場合は謄本→交付（検察庁用）

!■■■■■■事件関係送付帯一覧に受領印
．－件記録を返還

※その他の書類（旧勾留状，勾留質問調書，被告人召喚通知報告書,接見禁止等請求書，同
決定原本，送達報告書等）は全て裁判所に残す｡

発付しない場合

・起訴状に｢職権発動せず｣のゴム印を押し，裁判官記名・押印

令
状
交
付
等

･一件記録を返還←※求金起
･求令簿に

弁護r

J丁 の憲面瞳L裁判所に残式里＝
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条５６１第
条
条
６
４
条

５
６
９

２
１
５

第
第
第

脈
則
程

刑
規
規

機式第97号

② 大阪地方調秤

当直受付
O.○○°C
11時鮒

起 訴‘ 状

逮捕中求令状

令和○年○○月○○日
①
大阪地方裁判所殿

戸

③大阪地方検察庁

検察官検事 ‘、 ゞ 〒 烏②
下記被告事件につき，公訴を提起する。

記

本籍 大阪市北区西天満2丁目1番地

④住居 大阪市北区西天満4－1=10

/7j,、

、季ノ

職業 無職

甲 野 太 郎

昭和○○年○○月○○日生

公 訴 事 実

被告人は酒気を帯び，呼気1リットルにつき0． 15ミリグラム以上の
アルコールを身体に保有する状態で，令和○年○○月○○日午後○時○○
分ころ，大阪市北区西天満1丁目2番3号付近道路において，普通乗用自
動車を運転したものである。

罪名及び罰条

同法第117条の2の2第1号，第65条第1項

同施行令第44条の3

道路交通法違反
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立件…■■■。ただし,求令整理簿(紙幟奪)には登載する。
＊公判請求事件は,■■■■に事件係が一

）

記録の引継・・・求令整理簿（紙帳簿）

1求令状起訴点検・確認事項 ．
0

①起訴状原本及び謄本が, 「大阪地方裁判所」宛か， 「大阪簡易裁判所」宛か。
また，その管轄を確認する。

②受付印（地裁又は簡裁）及び日付が間違っていないか。

受付時刻・通し番号の記載，受理者の認印があるか｡

※起訴状原本及びこれと共に提出された逮捕状， 旧勾留状(被疑者）及び弁護人選任

書等に受付印を押し，起訴状原本のみ認印を押す。

※逮捕中求令状の場合には必ず起訴状原本の受付印に受付時刻の記入すること。

③請求者の所属官公署名，官職（検察官のみ)，氏名及び請求年月日の記載があるか。

請求者の押印があるか。

ノ

④被告人の入定事項が正しく記載されているか。

記載事項を旧勾留状（被疑者)，身上照会書等で確認する。

●

1
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0

｛ ’ 1
｢薑等等冨警…可､"李奮…琴=諌鍵…驚…奮=1

(被告人用）

(次葉）※「勾留状」 （1枚目）の次に綴る⑫

友一

乗証を隠滅す

兆T吟I，叉は桃

星出かめ｡◎

当な理由が歯

{…'､W.'…………表J…話y::jR……(…凹鼎‘………'…､季…六息…¥:入､:承:為蝋;，． ’

113

１
１

⑤ 勾 留 状

被告人

住 居

職 業

氏 名

⑥ 大阪市北区西天満2－1-10

無‘ 職

甲 野 太 郎

昭和○○年○○月○○日生

公訴事実の要旨 別紙起訴状（写）記載のとおり※「孜葉」の次に綴ること！

指揮印

経由

官印

被告人に対する

について，被告人を ③

反 被告事件

に勾留する。

U

刑事訴訟法60条1項
各号に定める事由

次葉のとおり※「別紙起所状（写)」よりも前に綴ること！

この令状の有効期間は発付から7．日とする。有効期間経過後は，その執行に着手すること

ができない。この場合には， これを当裁判所に返還しなければならない。

⑨令和○年○0月○○日

大阪地方裁判所

⑩
裁判官 乙山

① 必

一

郎

⑪

③歴口

刑事訴訟法60条1項各号に定める事由



、

⑤被告人用の勾留状用紙を使用しているか。

⑥記載した被告人氏名等が起訴状と同じか。かつ，漢字の間違いがないか。
外字等については，手書きで対応する。

⑦起訴状の罪名（求令状起訴に係るもの）の記載があるか。

犬原本上音Iに日占ｲ寸0

⑨⑩担当裁判官の所属庁（①と同じ)，発付日，裁判官名の記載があるか。

●準備するもの

被告人召喚通知報告書又は召喚状・同送達報告書

※後記「求令状の種別ごと召喚手続等」を参照し，召喚

（召喚が不要な場合もある)6

勾留質問調書

起訴状謄本，弁護人選任照会書及び回答書※，送達報告書

※必要か否かは，裁判官の指示に従うこと。

召喚

●

の要否・方法を確認する

●

【被告人が要通訳事件人の場合】 さらに次の書面が必要

・ 通訳人出頭カード

・ 通訳人尋問調書，宣誓書

・ 確定払請求書（旅費日当請求分）

・ 確定払請求書（通訳料請求分）
I

』

2勾留質問後の確認事項

●勾留質問調書

人定確認の欄に本籍または国籍を確認した旨の記載があるか。

書記官の認印→記名の部分，勾留通知欄，契印（別紙を添付したとき）

裁判官の認印 ■■

●
⑪
⑫

勾留状のコピーをとる（謄本作成用）

裁判官の記名押印があるか。

勾留状の全てのページに契印があるか。

別紙として引用した起訴状（写）に「別紙」 と記載したか。

勾留する事由の記載があるか。

特に，住居不定の場合に「1号」の記載があるか。

訂正箇所に裁判官の訂正印があるか。

⑬
⑭
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⑮勾留状及び一件記録を請求者に渡し，求令整理簿に受領印を受ける。

その余の書類(勾留質問調書，接見禁止等請求書類等）は，裁判所に残す。

※接見禁止等請求が認められた場合は，決定謄本を検察庁に交付する。

弁護人が付いている場合には，弁護人に決定謄本を送達する。
却下された場合は，却下決定が書かれた接見禁止等請求書の全頁のコピーを取って謄本

にした上， これを交付する。 ､

通常の被疑者勾留等の場合とは交付する書面が異なるので注意する。

※勾留中求令状で勾留状が発付された場合， 旧勾留状（被疑者）の欄外に記入してある

「年月 日釈放」 ･の空欄に日付を記入する。

※なお，求令状の種類や勾留状を発しなかった理由によって処理の仕方等が異なる。

○勾留中求令状の場合

・ 勾留状の被疑事実と公訴事実との間に事実の同一性が明らかであることを理由に勾

留状を発しない場合（ただし,･同一性があっても勾留状を発付しなおすことも少なく

ない｡）

→被疑者勾留の効力が継続する。

通常は「職権発動せず（事実の同一性あり)」 と記載することになる。
・ 事実の同一性はあるが，勾留の理由や必要性がないと判断された場合

→被疑者勾留の効力が継続する．と解されるため,被告人を釈放するためには別途勾
留取消の手続が必要となる（検察官への求意見が必要)。

通常は「職権発動せず（事実の同一性あり，勾留の必要性なし)」などと記載する

ことになる。

・ 事実の同一性はなく，勾留の理由や必要性がないと判断された場合

一
→

・通常は「職権発動せず（事実の同一性なし，勾留の必要性なし)」 と記載すること

になる。

○逮捕中求令状の場合

・ 事実の同一性がある場合

別途釈放命令を発し（法280Ⅱ)，原本を検察庁に送付する（被告人への謄本の送達

は不要｡)。

・ 事実の同一性がない場合。

釈放命令は不要。

通常は「職権発動せず（事実の同一性なし，勾留の必要性なし」などと記載するこ

とになる。

１

○別件勾留中求令状・在宅求令状の場合

本件公訴事実について身柄拘束がされていないので，職権不発動の判断の示し方とし

ては，通常は「職権発動せず」 との記載のみとなる。

※勾留状を発付しない場合は，起訴状原本の余白に「職権発動せず令和年月 日

大阪地方［簡易］裁判所裁判官」のゴム印を押し，裁判官が署（記）名押印する。 １
１

I

’
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釈放命令 、

被告人 ○○○○

被告人に対する 被疑事件について逮捕中のところ，同事

件について令和○○年○○月○○日検察官から公訴の提起があったが，

本件については下記の理由により勾留状を発しないから，刑事訴訟法2

80条2項により次のとおり裁判する。

主 文

被告人の釈放を命じる。

由理

● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ､ ● ● ､ ● ● ● ● ● ●

(｢勾留の必要性がない｣， 「刑事訴訟法60条1項各号のいずれにも該当しない」等）

令和○○年○○月○○日

大阪地方裁判所

裁判官 ○○○○ 印

『
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､

求令状の種別ごとの召喚手続等

『

117

在宅求令状 召喚状を交付送達

保釈中求令状 召喚状を交付送達

勾留中求令状 被告人召喚通知報告書
け

勾留状差し替えにつき，

旧勾留状（被疑者）の欄外

の釈放年月日の記載

別件勾留中求令状 被告人召喚通知報告書

第○事実勾留中

第○事実求令状

求令状事実のみにつき

被告人召喚通知報告書

求令状事実のみの勾留状

発付

別件勾留中求令状に類似

受刑中求令状 被告人召喚通知報告書

別件被疑者勾留中

求令状

被告人召喚通知報告書 事件事務規程に定めのな
い表示

逮捕中求令状

(同一性なし）

逮捕中求令状

(同一性あり）

被告人召喚通知報告書

召喚手続不要

逮捕状又は現行犯人逮捕

手続書末尾記載の被疑事
実の要旨と，

起訴状記載の公訴事実を

対照して同一性の有無を

確認する。



勾留（観護措置）質問に際しての留意事項

1 弁護人あるいは弁護人になろうとする者から接見等の申入れがあった場合

（1）被疑者力9■■■■■■■に連行されている場合（留置施設を有しない捜
査機関（検察官，麻薬取締官等）が逮捕した場合）
①接見指定は必要である。

②弁護人あるいは弁護人になろうとする者(以下， 「弁護人等」 という）に

■■■に直接行くように指示する。
に連行されている場合（留置施設を有する捜査機関.(警察官，

対して，

(2) 被疑者が

海上保安官等）が逮捕した場合）
①事務当直受付カウンターにおいて，別紙接見等申入書に記入してもらい，
それを裁判官に提出して指定印をもらう。

弁護人等が申入書を持参している場合には，標題のかっこ書きを［別紙のと
■■蓉・人等作成の年

彊疑者.0

護人等を伴って， に案内する。
④弁護人等が物の差入れを希望することがあるが，被疑者は護送中の状態であ

，
凸
出
隅

め
外

に
吋
列

勤務者（大阪府警)が報告善

くる。

⑥処理後の接見書類一式は，意見書等綴りに綴じて令状部に引き継ぐ。
⑦弁護士が接見の予約電話を入れてきたような場合は，来庁して待機するよう
指示する。

2 勾留質問調書（被疑者用と被告人用の二種類あり。観護措置請求の場合は，被疑
少年陳述調書)の作成

（1） 通常の調書を作成するのと同じであるが，急ぐので，予め記載できるところは
立会前に記載しておき，勾留請求書及び弁解録取書をコピーして立会に臨む。

（2） 「人定質問」欄は「勾留請求書記載のとおり」， 「観護措置請求者記載のとお
り」， 「起訴状記載のとおり」等と記載し，被疑［被告］事件に関する陳述につい
てはタ 「検察官の弁解録取書記載のとおり」 と引用してよい。

（3） 「勾留の通知先」欄は，氏名と続柄（かっこ書き）を記載する。 ｢即日勾留通知

済同日同庁裁判所書記官」の部分に認印を押す。勾留通知不要の場合は， 同

部分に認印は押さない。 .

(4) 質問後，直ちにその場で，被疑者（被告人）に読み聞かせ，署名と指印をさせ，
裁判官に提出し，認印をもらう。

(5) 作成された調書は，被疑者の場合，勾留状とともに警察官に渡す。被告人（求

118

１
１
１



令状）の場合，裁判所が保管するので，起訴状とと.もに事件係に引き継ぐ。

3被告人，被疑者が当番弁護士.への連絡を希望した場合又は弁護士を紹介してほし
い場合

冒頭欄外に【｢大阪弁護士会」を指定した場合】と記載のある「私選弁護人選任申
出通知書｣を作成する（なお，書記官名のところには書記官印を押す｡）。弁護士会
に対し留守番電話を入れた上で， ファクシミリ送信する。 ．

4被疑者が，特定の弁護士及び弁護士法人，大阪弁護士会以外の弁護士会への連絡

を希望した場合

冒頭欄外に【特定の弁護士，弁護士法人， 「大阪弁護士会」以外の弁護士会を指定

した場合】と記載された書面を使用し，被疑者（被告人）に署名押印させた上で,書
記官において必要事項を記載し， ファクシミリ送信する。

勾留通知の方法5
〆..｡～

※勾留しない場合の処置

被疑者の場合，勾留請求を却下することになるが，決定書は別個に作成せず，
請求書の余白に却下する旨のゴム印を押し，裁判官署（記）名，押印する（150頁
参照)。
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外国人等事件の場合に付加される留意事項

A外国人等のDVD視聴（被疑者のみ）

通訳人を介して，備付けの外国語によるDVD視聴の説明書を朗読させ，被疑者

が希望したら, DVDビデオを操作して視聴させる。

B通訳人を介する勾留質問手続

通訳人尋問調書を作成する。 ''一(1 ）

勾留質問等の後，直ちにその場で，裁判官に提出し､認印をもらう。

作成された調書は，被疑者の場合は、勾留質問調書と一緒に警察官に渡す。
被告人（求令）の場合は，裁判所で保管するので,起訴状，勾留質問調書とと
もに事件係に引き継ぐ。

一ロ

勾留質問調書の書記官の記名・押印欄の前に「 ｜’１
１

(2

被疑者が調書に署名指印する際に, ’

(3)外国人の場合，法律上，調書に指印する必要がないので署名のみでよい。

C通訳料の支給手続

（1） 通訳人に確定払請求書に所定の記載をしてもらう （支払方法は振込にする)。
宛名の裁判所は，勾留質問をした裁判官が属する裁判所とする。

（2） 勾留質問立会時間（ ： ～ ： ）を確定払請求書の上部に鉛筆書きする。
（3）裁判官の支給決定印をもらって，令状部に引き継ぐ。

D旅費日当の支給手続

旅費日当は，通訳人が最初に勤務した官署で支払う （「 ｜)。
先に検察庁で通訳をしてから裁判所に来庁する場合がほとんどなので，裁判所
が支払うことはめったにないが，通訳人が，直接，裁判所に来庁して通訳する場
合（｢現留]， 「済証」の場合等）は，裁判所が旅費日当を支払う。

E ウィーン条約等に基づく権利の告知及び領事官への通報
警察の段階で権利の告知・通報の要否の確認を行っている場合（捜査記録の後ろ
に｢領事官への通報要請確認書」 という用紙力§あるので，それで確認し， コピーを
取っておく。 ）には裁判所が改めて権利の告知等を行う必要はない｡
被疑者等の国籍国がウィーン条約に加盟しており，領事機関が存在する場合で，
権利告知を行ったか判断できないときには,勾留質問の際に権利を告知し，通報要
請の有無を確認する。裁判所から通報する必要がある場合は，所定の用紙を利用し
て行うI の｢領事官通報関係書類」参照)。
○二国間の協定に基づき，被疑者の意思にかかわらず，必ず通報を要する場合
がある（中国， イギリスなど） 。
○通報の方法については以下のとおり。
中華人民共和国領事官 ・ ・ ファックス
その他の国の領事官 …郵送

o中華人民共和国瀞澪篝藷瀦蕊鋳艫糾纒吏謹篭疑祭るM
勾留等手続の留意事項」ファイル参照） 。
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－－

接見等申入書（口別紙のとおり）
口被告人口被疑者の氏名
事件名

上記の者について，本日，裁判所において次の事項を申し入れます。
口上記の者との接見
口上記の者との書類若しくは物の授受
□

令和 年 月 日
． 申請者（弁護人又は弁護人となろうとする者）’ 印

電話

－

指 定 書
上記接見等について，次のとおり指定する。 （ただし，書類や物の授受
がある場合は，法令の範囲内に限る） 。
接見日時及び時間※令和 年 月 日

午前・後 時 分から
午前・後 時分までの間の 分間

接見場所 当庁面会室
物の授受等

前同日

口大阪地方裁判所第10刑事部
口大阪簡易裁判所令状係

’裁判官

I

’ 報 告 書
上記指定により接見又は授受の機会を与えた結果につき，次のとおり報
告する。
接見時間 令和 年 月 日

午前・後 時 分から
午前・後 時 分までの間の 分間

授 受 あり・なし
前同日

口大阪府警察本部総務部留置管理課
口大阪府 警察署

印
口大阪地方裁判所第1.0刑事部
口大阪簡易裁判所令状係

裁判官 殿

０

■ 。

’’
－－－1

I
ｉ
ｄ
４
４
●
■
Ｉ
０
Ｄ
ｏ
Ｊ
ｐ
ｑ
■
ｐ
ｂ
ｄ
ｌ
■
■
〃
△
■
Ｕ
ｂ
■
Ｊ
Ｃ
Ｂ
■
９
６
句
Ｑ
で
ｇ
■
■
■
■
■
ｒ
■
Ｂ
ｑ
ｇ
Ｐ
且
Ｂ
Ｄ
Ｐ
分
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|"1印
裁判官認印

勾留質問調
聿
冒

被疑者 甲野太郎

被疑者に対する覚醒剤取締法違反被疑事件について，令和○年○月○○日
大阪地方裁判所において，

裁判官 乙山一郎

裁判所書記官 丙川三郎

立ち会わせて，被疑者に対して次のように質問した。

問氏名,年齢住居及び職業について述べてください｡

答勾留請求書記載のとお’ 〈＝繊侭蘇華をすること。

りは
を

一 裁判官は，終始沈黙し，又は個之の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告げ，
勾留請求書記載の被疑事実を読み聞かせた。

問検察官からこのような事実について勾留の請求があったが， これに対じて何
か述べることはないですかb
答事実はそのとおり間違いありません。 （ゴム印もあり）

煮畔I官は弁護人選田灌を告峨弁護土弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出るこ
とができる旨及びその申出先を教示し，また，国巽弁護人選任言諒権を告欣弁護人の選任を請求するには
資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは，あらかじめ,大阪弁護士
会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示し,勾留した場合の通知先を尋ねたところ，
答勾留通知先は甲野花子（妻） （あるいはなし／不要）

以上のとおり読み聞かせたところ，相違ない旨申し立て署名指印をした。

②”
被疑者甲野太郎

③
前同日同庁

裁判所書記官丙川三

③即日勾留通知済同日同庁裁判所書記官

（注）

< i

※

※勾留通知先が不要の場合， 「即日勾留通知済」欄に，認印は押さない。

’要通訳事件では，※

122

！
’



②
裁判官認印

被疑少年陳述調書

被疑少年

被疑少年に対する○○○○被疑事件について，令和 年

において，

裁判官
裁判所書記官

立ち会わせて，被疑少年に対して次のように質問した。

問氏名，年齢，住居及び職業について述べてください。
答観護措置請求書記載のとおり

月 日，大阪地方裁判所

○○○○

○○○○
りは
を

裁判官は，終始沈黙し,又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告げ，観護措
置請求書記載の被疑事実を読み聞かせた。

問検察官からこのような事実について観護措置の請求があったが， これに対して何か述
べることはないですか。

答事実はそのとおり間違いありません。 （ゴム印もあり）

裁判官は，弁護人選任権を告げ，弁護士，弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選
任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示し，また，国選弁護人選任請求権を告

げ，弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基
準額以上であるときは，あらかじめj大阪弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければ

ならない旨を教示し，少年鑑別所に収容した場合の通知先を尋ねたところ，
答通知先は，甲野フネ（母）

以上のとおり読み聞かせたところ，相違ない旨申し立て署名指印をした。

③被疑少年 甲野太郎

前同日同庁

⑬裁判所書記官 丙川三郎

③即日観護措置をした旨通知済同日同庁裁判所書記官

（注）

』1

※保護者又は弁護人への通知が必要的である。 （少年審判規則22条参照）

蕊要通訳事件では
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令和○㈹○月○○日

勾留通知

甲野花子殿

大阪地方裁判所

被疑者甲野太郎に対する こついて，同人が令和○年○月○○日大阪府○○

警察署留置施設に勾留されたから通知しますも

面会,差し入れのお問い合わせはﾀ勾留されている職'､j調買いしますも

燗い合わせ銅

■■■■■■■ブ｡卿存○蝋署留鰄

※接見細§ついている場合I主下胃帥ゴム印を押すこと｡

また,父母など特I畷見灘から除外さｵKいる者がレッI"曇し点を記入し,そ鯖の酩等も

詰哉すること！
'

なお，弁護士以外の方は,接見(鴎）が禁止されまた差入れも-学部制限されています6

似下は□にし点がある場合に限る6）

国但し，下記の者との面会については禁止されていませﾊﾉb

記

甲野一郎（父)，甲野花子（母）

1
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勾留質問における特殊事例の処理

主なものについては，下記のとおりである。

I 購求書の被疑者氏名が「自称○○○○（別添写真の男） 」などと表示されている場合

①
② 3勾留状の氏名柵には， 「自称○○O○」の後ろに「 （別添写真の男） 」 と記載

する (ゴム印を利用又は手書き) 6なお，写真と台紙の間に裁判官が割印する。
（2か所以上。 ） 。

③勾留質問調書の氏名欄Iま 「自称○○○○」 とだけ記載し， 「 （別添写真の男） 」
は記載しない。また， 写真も添付しない。

Ⅱ勾留質問で被疑者が黙秘した場合の記載例

「黙秘。裁判官は被疑者の確認のため，勾留請求書添付の顔写真と容貌を対照した。 」

「黙秘｡裁判官は被疑者の確認のため,捜査記録中の顔写真と容貌を対照した。 」
「黙秘。裁判官は被疑者の確認のため，護送を担当した警察官（戒護員）に被疑者本人である

ことを確認した。 」

「氏名不詳。

等と記載する。

置番号○○」
■

Ⅲ被疑者が被疑事実について黙秘した場合

勾留質問調書の被擬事件に対する陳述欄に， 「黙秘した。 」等と記載する。

Ⅳ被疑者が勾留質問調書に署名できない塙合

勾留質問調書の被疑者の署名欄に，書記官が被疑者に代わって署名し, 「被疑者は○○○○の

ため署名することができないと述べたので，列席裁判所書記官がその氏名を代署したところ，被

疑者は名下に指印した。 」等と記載する。

V被疑者が左手示指で押捺することができない場合

被疑者に別の指で押印させた上,勾留質問調書の被疑者の署名欄に， 「被疑者は左手示指欠損
(傷害)のため左手○指で指印した。 」等と記載する。

Ⅵ被疑者が署名押印を拒否した場合

勾留質問調書の被疑事件に対する陳述欄に， 「以上のとおり読み聞かせたところ，被疑者は黙秘

して何も答えず，署名指印を拒否した。 」 ， 「以上のとおり読み聞かせたところ，事実は相違な
いことを認めたが，署名指印を拒否した。 」等と記載する。

Ⅶ被疑者が興奮等のため勾留質問が実施できなかった場合

勾留質問調書の被疑事件に対する陳述欄に』例えば， 「人定質問において氏名を述べた後， 『○
○○○○』と大声で怒鳴ったり，机を叩いたりして粗暴な行動をとったため，勾留質問を続ける

ことができなかった。 」等と記載し， この場合であれば，人定質問欄以外は「答えず」 と記載す
る。

’
０
１
０
１
９
０
０
■
１
日
■
０
６
９
日
■
Ｉ
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また，上記事例でいうと，告知した事項欄の「黙秘権」及び「弁護人選任権」並びに告知した

被疑事件欄の「勾留請求書記載の被疑事実の要旨」の各記載は二重線で抹消した上，訂正印を押

す。

；なお， このような場合，通常は，裁判官において,･被疑者が陳述の機会を放棄したものとして，
改めて勾留質問を行うこと.なく，勾留するか否かの判断をすることになると思われるが，翌日以

降に勾留質問を実施することも考えられる（その場合は，留置警察署長宛（留置業務管理者宛）

に同行状を発付することになる。 ） 。

勾留質問には応じてもらえそうだが，被疑者が，勾留決定や接見禁止等決定に対して拒否的反応

を激しく示し，収拾がつかなくなるおそれがある場合

Ⅷ

その場で決定内容を告知せずに手続きを終了し（法文上は決定内容を被疑者の面前で告知する

必要はない。ただし，勾留に代わる観護措置の場合は面前告知が必要的である。 ） ，接見禁止等

決定謄本は被疑者の勾留場所宛てに郵送する。

白

４

’

’
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一

ノ

坂地方裁判所第10刑事モ

○.OO.○○

⑨】 ］1

接見禁止等請求書

③ 令和○年○○月○o日

② 大阪地方裁判所

裁判官 殿

③ 大阪地方検察庁

④検察官検事 小浜千 辱〉
④

被疑者甲野太郎(一収容中）被疑者甲野太郎(■■■■■■■■■■■■■収容中)に対する覚醒剤取締法違反被疑事
件につき，罪証を隠滅すると疑うに相当な理由があるから，被疑者と刑事訴訟法第39条

第1項に規定する者以外の者(ただし,被疑者の勾留されている刑事施設に置かれた刑事

施設視察委員会及び同会員並びに被疑者の勾留されている留置施設に係る留置施設視察

委員会及び同会委員を除く。 ） との交通につき，下記事項に関する裁判をされたい。

記

1接見の禁止

2書類又は物（糧食寝具及び衣類を除く。 ）の授受の禁止
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令和○年（む）第10002号

接見等 禁 止決定

被疑者 甲野太郎

被疑事件覚醒剤取締法違反

上記被疑事件について，罪証を隠滅

から，検察官の請求により，公訴の提
どの接見並びに書類及びその他の物（

及び寝具を除く。 ）の授受を禁止する
※1

記

I．

罪証を隠滅

の授受を禁止する

すると疑うに足りる相当な理由がある

，公訴の提起までの間，被疑者と下記以外の者
糧食，現金，公刊物，衣類， 日用品

。

①刑事訴訟法39条1項に規定する者

②刑事（留置）施設視察委員会及びその委員※2

⑦③甲野一郎（父） ， 甲野花子（母） ※3

④●⑳⑧●の領事官※4

令和○年○月○○日

大阪地方裁判所

趣⑥裁判官 乙山一

⑧〃'検察庁に謄本送付済⑦

｝

※1

※2黄色の部分の文言は，少年の場合「刑事施設（留置施設少年鑑別所）視察委員会
及びその委員」となる。

※3赤字は裁判官の裁量で両親が除外されたときの記載例
※4青字は外国人の場合の記載例
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被疑者の接見禁止等請求

記録の引継…勾留状等受領書 ＊事件関係送付一覧（ ’は使用しない

1接見禁止等請求点検。確認事項

①受付印（地裁㈱又は簡裁(る)）及びその日付が間違っていないか。
ロ

事件番号の記載，受理者の認印があるか。

’。
一

I

③請求者の所属官公署名，官職（検察官のみ） ，氏名及び請求年月日の記載があるか。
請求者の認印があるか。

④被疑者及び罪名が正しく記載されているか。

’⑤｜－

2勾留質問後の確認事項

⑥裁判官の記名押印があるか。

⑦決定原本と謄本の記載が同じものか（除外者の誤記や記載漏れはないか） 。

（ |⑧決定原本に「即日検察庁に謄本送付済」を記し,書記官の認印があるか｡

⑨被疑者に対して，決定謄本を交付送達する。検察庁送付用の謄本のみ請求者へ渡す。

［勾留状等受領書」への受領印は不要である。
被疑者が受領拒否した場合等は，特別送達を行うので令状部へ引き継ぐﾞ

⑩私選弁護人が選任されている場合でも，弁護人には謄本を送達していない（あくまで被
疑者の場合)。 ′

※決定書作成時の注意点

決定書には，成人・日本人（領事官除外を要しない外国人)，成人・外国人，少年・日本

人（領事官除外を要しない外国人)，少年・外国人の4種類がある。

※勾留通知の際の注意点

129



勾留通知書に，接見(面会）が禁止され，差入れも一部制限されている旨のゴム印を押
すことを忘れないこと （124頁参照）

※被疑者に弁護人が付いている場合の注意点

1 、

裁判所に対して弁護人選任届が提出されていない場合は，勾留通知をする際に，接見等

禁止決定がされた旨も通知しておくとよい。

ノ
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決定記載例①一被疑者（成人･日本人（領事官除外を要しない外国人） ）･用

令和○ 年（む）第 号

禁 止決定接見等

被疑者 甲野太郎

被疑事件覚醒剤取締法違反

上記被疑事件について，罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるから，検察

官の請求により，公訴の提起までの間，被疑者と下記以外の者との接見並びに書類及

びその他の物（糧食，現金，公刊物，衣類， 日用品及び寝具を除く。 ）の授受を禁止す
る。

記

①刑事訴訟法39条1項に規定する者

②刑事（留置）施設視察委員会及びその委員

令和○年○○月○○日

大阪地方裁判所

裁判官 山 一 郎乙

〆

即日検察庁に謄本送付済印
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決定記載例②－被疑者（成人6外国人）用

令和 年（む）第 号

禁接見等 止決定

被疑者ナターシャテスタロッサ

被疑事件覚醒剤取締法違反

上記被疑事件について，罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるから，検

察官の請求により，公訴の提起までの間,被疑者と下記以外の者との接見並びに書類
及びその他の物（糧食，現金，公刊物，衣類， 日用品及び寝具を除く。 ）の授受を禁
止する。

記

①刑事訴訟法39条1項に規定する者

②刑事（留置）施設視察委員会及びその委員

③●●●の領事官

令和○年○○月○○日

大阪地方裁判所

裁判官 山 一 郎乙

即日検察庁に謄本送付済印

I
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決定記載例③一被疑者（少年日本人（領事官除外を要しない外国人） ）用

令和 年（む）第 号

接見等禁止決定

被疑者 乙野二郎

被疑事件覚醒剤取締法違反

上記被疑事件について，罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるから，検

察官の請求により,家庭裁判所への送致までの間，被疑者と下記以外の者との接見並
びに書類及びその他の物（糧食，現金，公刊物，衣類， 日用品及び寝具を除く。 ）の
授受を禁止する。

記

①刑事訴訟法39条1項に規定する者

②刑事施設（留置施設，少年鑑別所）視察委員会及びその委員

③●●●●（父） ，●●●●（母）

令和○年○○月○○日

大阪地方裁判所

裁判官 乙 山 一 郎

即日検察庁に謄本送付済印

０

６

０

９

■

■
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■

Ⅱ

Ⅱ

■
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決定記載例④－被疑者（少年･外国人）用

令和 年（む）第 号

接見等禁止決定

被疑者 アルフレッドゴンザレス

被疑事件覚醒剤取締法違反

上記被疑事件について,罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるから，検

察官の請求により，家庭裁判所への送致までの間，被疑者と下記以外の者との接見並
びに書類及びその他の物（糧食，現金,公刊物，衣類， 日用品及び寝具を除く。 ）の
授受を禁止する。

記

①刑事訴訟法39条1項に規定する者

②刑事施設（留置施設，少年鑑別所）視察委員会及びその委員

③●●●●（父） ，●●●●（母）

④●●●の領事官
〕

令和○年○○月○○日

大阪地方裁判所

裁判官 郎山乙
一

即日検察庁に謄本送付済印

ｉ
Ｉ
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①

①
又地刀誕千W抑

○・○．○○①番号を記載して認印を押す

(文

あ
一

I

『

※簡裁の場合は， （る）

接見禁止等 請求書

令和○年○○月○○日

② 大阪地方裁判所

裁判官殿

グ

③ 大阪地方検察庁

検察官 、検事天満太 ⑥
↓

④

被告人甲野太郎(■■■■■■■■■収容中)に対する覚醒剤取締法違反被告
事件につき，罪証を隠滅すると疑うに相当な理由があるから,被告人と刑事訴訟法第3
9条第1項に規定する者以外の者．(ただし，被告人の勾留されている刑事施設に置‘かれ
た刑事施設視察委員会及び同会員並びに被告人の勾留されている留置施設に係る留置
施設視察委員会及び同会委員を除く。 ）との交通につき，第1回公判期日が終了する日
までの間，下記事項に関する裁判をされたい｡

記

1 接見の禁止

2書類又は物（糧食，寝具及び衣類を除く｡）の授受の禁止

凸
日
日
■
Ｕ
Ｏ
Ｂ
■
ｄ
Ｏ
Ｄ
Ｄ
１
ｇ
■
。
■
■
昌
口
■
■
■
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被告人の 妾見；葵止について

事件番号 担当部

令和○○（む）第

○○○号 （



号令和 年（む）第

接見等禁止決定

被告人 甲野太郎

④

被告事件覚醒剤取締法違反

上記被告事件について，罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるから，検

察官の請求により，令和●●年●●月●●日(第1回公判期日がこれよりも早い場合
には， 同期日が終了する日）までの間，被告人と下記以外の者との接見並びに書類及
びその他の物（糧食，現金，公刊物，衣類，日用品及び寝具を除くb )の授受を禁止

1

する。④

記

①刑事訴訟法39条1項に規定する者

②刑事（留置）施設視察委員会及びその委員

⑦③甲野一郎（父） ， 甲野花子（母）

④●●●●の領事官

令和○○年○○月○○日

大阪地方裁判所

。 ，p

⑦裁判官 乙 山一目⑥

⑦
◆

即日検察庁に謄本送付済

〃Ｕ

⑧

※赤字は裁判官の裁量で両親が除外されたときの記載例

＝※青字は外国人の場合の記載例
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I

被告人の接見禁Iﾄ等請求

①地裁

）

②簡裁 立件（登録採番)，記録の弓l継…刑事雑事件簿

(

1接見禁止等請求点検。確認事項

※ 「被告人の接見等禁止に関する留意事項」を参照

①当直文書受付用の受付印（地裁又は簡裁）及びその日1その日付の日付が間違っていないか。が間違っていないか。
一

事件番号の

による，簡裁（符号「(る)」 ）は刑事雑事記載（地裁（符号

件簿による） ，受望乳莞
②起訴先に応じた請求先（地裁の裁判官の場合は「大阪地方」 ，簡裁の裁判官の場合は

「大阪簡易」 ）のゴム印が押してあるか。

③請求者の所属する官公署名，官職（検察官のみ） ，氏名及び請求年月日の記載がある
か。

請求者の認印があるか。

④被告人，被告事件となっているか。被告人名及び罪名が正しく記載されているか。

⑤

2確認事項

⑥裁判官の所属庁，裁判官記名，押印はあるか。

⑦決定原本と謄本の記載が同じものか（除外者の誤記や記載漏れはないか） 。

⑧決定謄本を即日検察庁に送付する場合は， 「即日検察庁に謄本送付済」を記し，書記官
の認印があるか。

⑨求令起訴の場合は，被告人に決定謄本を交付送達する。

検察庁送付用の謄本は請求者へ渡し，地裁事件について

件関係送付一覧に受領印を受け，簡裁事件については事件

被告人が受領拒否した場合や起訴と同時の請求及び第1回公判前の請求については，特
別送達を行うので令状部へ引き継ぐ
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※決定書は日本人用と外国人用の2種類あるので注意すること

.※勾留通知の際の注意点 ’
勾留通知書に,接見（面会）が禁止され，差入れも 部制限されて，いる旨のゴム印を押一

すことを忘れないこと (121頁参照）

ゲーー

P

ロ
■
■
■
■
◇
ｅ
Ｅ
ｇ
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決定記載例①一被告人（日本人）用

令和 年（む）第 号

接見等 禁 止決定

8

被告人 丙川三郎

被告事件覚醒剤取締法違反

上記被告事件について,罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるから，
検察官の請求により，令和●●年●●月●●日 （第1回公判期日がこれよりも早い
場合には,同期日が終了する日）までの間，被告人と下記以外の者との接見並びに
書類及びその他の物（糧食，現金，公刊物，衣類， 日用品及び寝具を除く･ ）の授
受を禁止する。

記

①刑事訴訟法39条1項に規定する者

②刑事（留置）施設視察委員会及びその委員

令和○年○○月○○日

大阪地方裁判所

裁判官 乙山一郎

I 』

即日検察庁に謄本送付済印
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決定記載例②一被告人（外国人）用

号令和 年（む）第

禁 止決定接見等

被告人 アスカラングレー

被告事件覚醒剤取締法違反
１

上記被告事件について，罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があ.るから，

検察官の請求により，令和●●年●●月●●日 （第1回公判期日がこれよりも早い

場合には， 同期日が終了する日）までの間被告人と下記以外の者との接見並びに
書類及びその他の物（糧食，現金，公刊物，衣類, 日用品及び寝具を除く。 ）の授

受を禁止する。

記

①刑事訴訟法39条1項に規定する者

②刑事（留置）施設視察委員会及びその委員

③●●●の領事官

令和○年○○月○○日

大阪地方裁判所

裁判官 乙山一郎

即日検察庁に謄本送付済印

I

I

’

’
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被告人の接見等禁止に関する留意事項

1 起訴後（起訴と同時の場合も含む）に接見禁止等請求があった場合，管理当直員
は， 当直事務規程の「当直事務処理について（刑事関係)」により受け付けた上，接
見禁止等請求書を令状当直員に引き継ぐ。

きけた令状当直員は,地裁事件については■
し，簡裁事件については，簡裁から当直に引

2(1) 管理当直員から同請求書の引継を受けた令状当直員は，

き継がれた刑事雑事件簿により立件をする。

(2) 同請求書には管理当直員において文書受付印を押しているので，次のゴム印を
同請求書の下部余白に押した上，符号（地裁㈲，簡裁(る))，事件番号，担当部を記
入し傍らに令状当直員が認印をする。

1

「

(3) 起訴と同時の接見禁止等請求は，担当部を10刑と記入する。
’起訴後の接見禁止等請求は,

裁被告人については索引簿によ裁被告人については索引簿によ

,簡

り，担当部を調べ，担当部等に連絡をして第1回
公判前か第1回公判後かを確認する。

3(1)起訴と同時の請求及び第1回公判前の請求については, 当直裁判官において処
理をする。

①大阪地裁起訴分は判事又は判事補が決定をする。

’簡易裁判所判事が当直裁判官の場合は，

■を参照
②簡裁起訴分は簡裁判事又は簡裁判事の併任辞令のある地裁の裁判官が決定
する。

(2)第1回公判後の請求については，担当部にて処理をすることになるので，担当部
に処理を委ねる。

ｑ

ｌ

０

Ｄ

ｒ
ｔ
ｌ
Ｋ

‐

当直裁判官が処理するもののうち,求令状起訴分については，(3)

4決定書作成時の注意点

（1）被告人用決定書は日本人(領事官通報を要しない外国人）用と領事官通報を
要する外国人用があるので注意。

決定書用紙は， ｜ ｜にある。パソコンを使用しない場合はこれを
使用してもよい。

(2)
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事件番号

(む）

担当部

④



ア接見禁止等請求書をよく読んで§請求に対応した決定書を作成する。
特に終期の記載や禁止除外者の有無に注意する。

イ決定書には，予め接見禁止除外者として①，②（領事官通報を要する外
国人は③もあり）が記載されているが，接見禁止除外者を追加する場合は，
③（要通報外国人の場合は④）を追加記載する

③甲野一郎（父)， 甲野花子（母）例 と記載する。
や

5(1)決定後，地裁被告人について は’ ，簡裁被告人につい

ては簡裁の刑事雑事件簿に結果を記載し，検察官用，被告人用，弁護人用（選任
されていなければ不要）謄本を作成する。

(2) 検察庁に決定がなされた旨連絡し，検察庁担当者と資料の返還，検察官用決定

謄本の送付方法圏 _ |,検察官用の決定謄本を検察庁にファクシミ
リ送信する。
原本に「即日ファクシミリ送信済み④」 と付記する

(3) 当直時間帯に，検察官用決定謄本の送付及び資料の返還をする場合は，地裁被
告人については｜ ｜事件関係送付一覧で，簡裁被告人につ
いては当直室備え付けの事件関係送付簿によりそれぞれ送付・返還し，決定原本
に順ﾛ日検察庁へ謄本送付済み③」と付記する。
決定謄本送付及び資料の返還が当直時間帯終了後になる場合は， これらを次
の(4)の被告人用，弁護人用の決定謄本，接見禁止等請求書・決定原本と共に，
地裁被告人については令状部に，簡裁被告人については簡裁刑事公判係にそれ
ぞれ引き継ぐ。

(4)被告人用の決定謄本，弁護人用の決定謄本は，接見禁止等請求書及び決定原本
と共に,地裁被告人については令状部に，簡裁被告人については簡裁刑事公判係
にそれぞれ引き継ぐ。

『 1

１
１
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／

①

阪地万裁判所第lO刑事部

．○．○○‘○○

⑮100月

勾留期間延長請求書

令和○年○○月○○日

③大阪地方裁判所
裁判官 殿

L

大阪地方検察庁

検察官検事 小麟 千鳥①④
②被疑者甲野太郎に対する覚醒剤取締法違反被疑事件につき，下記のとお
り勾留期間の延長を請求する。

記

令和○年○○月6日勾留請求の年月日
I

前に延長された期間

1

始期

終期

令和

令和

年
年

2 月
月

日

日 （ 日間）

延長を求める期間 始期

終期

令和○年○○月16日

令和○年○○月25日 （10日間）

3

⑥

やむを得ない事由 別紙記載のとおり4

一
■
■
ｐ
■
ｂ
■
Ｆ
◇
０
口
■
ｒ
’
二
■
■
■
■
Ｐ
■
■
■
８
口
■
９
Ｄ
Ｐ
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1

144
１
１
１
１

勾留状

被疑者

氏 名

年齢

住居

職業

伽野太郎

昭和○○年○月○○日生

大阪市北区西天満4丁目1番10号

無職

、 t

指揮

印

延長．

被疑者に対する②覚醒剤取締法違反被疑事件について，同人
る。

c ●

こ勾留す

被疑事実の要旨 別紙のとおり ，

延長

刑事訴訟法60条1項

各号に定める事由
次葉のとおり

有効期間 令和○年○○月○○日 まで

この令状は，有効期間経過後は，その執行に着手することができない。 この場合には， これを

当裁判所に返還しなければならない。

令矛加月6日

丸臓職＃断 ．

辮棺 乙山 一郎

勾留請求の年月日 令和○年○○月○○日 。

執行した年月日時及び
●

場所

令和○年○○月○○日午後○時○○分

大阪地方検察庁

記名押印 一
口

司法警察員巡査部長京都二

執行することができなかつ

たときはその事由

－一

記名押印
令和 年 月 ‘ 日

｡ 叩

勾留した年月日時及び

取扱者

令和○年○○月○○日午後○時○○分

■■■■■ 警部補神戸三



2

(被疑者甲野太郎）

I

’

１
１

145

刑事訴訟法60条1項各号に定める事由

下記の 2 ， 3 号に当たる。 ＄

1 被疑者が定まった住居を有しない。

● 凸

『

2被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある。

3被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある。

勾留期間の延長

延長 期 間

⑥ 令和○年○○月25日まで

延 長 期 間

令和 年 月 日まで

理 由

⑥ 被疑者取調べ未了

共犯者取調べ未了

証拠物検討未了

b一｡｡｡｡~●●‐●‐‐一一■‐ー‐‐‐一一■ー■■－画＝－口■－■■一色一や ●口今凸七一句●1■■､争一d■‐■一一・口一一ｰ1

④ 令禾…月15日

④大阪地方裁判所 ⑥

裁判官大阪一良⑦

理 由

P－口一守一一｡‐●●一‐●‐七一‐~一‐q■ーー‐ロ■hロﾛ■■■4■ー■■ Ⅱ■■■ー＝一一令今一○一q■●｡｡■■一一一｡●一一ー■■ｰ－－●

令和 年 月 日

裁判所

裁判官

勾留状を検察官に交付した年月日
－0■，■!■一一一・一■b 【■－－・P七－－■,■－－，■－，■＝ロ■一七'■‘■｡d■q■d■－－色色－，■!■ロつ'■!■I■!■!■－.■!■。■!■・－句ローロ■■

④ 令和○年○○月15日

裁判所書記官④西天満満寿美

勾留状を検察官に交付した年月日
C ■ 凸

●q■口●■Ⅱ■‐｡‐1■ー｡｡1■モー‐4■一●P隼－－－1■■b I■己缶q■■h‐‐‐1■ー■■ I■■せ■’■ﾛ■Ⅱ■d■‐I■■一■■っ｡cⅡ■｡■｡‐ご一色

令和 年月 日

裁判所書記官

勾留状を被疑者に示した年月
C L

蛤時--」

令和 年 月 日午 時分

刑事施設職員

勾留状を被疑者に示した年月日時
口ー画■■-■■ ■■ー■ーーﾛ■凸●ﾛ■ d■ q■ 1■ q■‐｡‐‐②■‐'■ ﾛ■‐一一q■ q■‐‐■■ q■－－■■凸q■＝■■ロー■■ ■■●一一画■■‐ｰーq■＝ロー■■

6

令和 年 月 日午時分

刑事施設職員



勾留期間延長請求

’’

1請求点検・確認事項

①請求書上部に受付印（地裁㈱又は簡裁(る)）を押し，事件番号を記入の上，認印する。
一件数名の場合は請求書ごとに受付印を押す。

②請求書,､勾留状及び一件記録の被疑者名･罪名等が同じであるかを確認する。

③’
④勾留状の次葉の「勾留期間の延長」の決定欄に，

． 「発付年月日」の日付印,

・ 「発付裁判所名」のゴム印，

． 「裁判官」の記名印，

・ ｢勾留状を検察官に交付した年月日」欄に， 日付印（発付年月日と同じ)，
・ ｢裁判所書記官名」の記入（又は記名印） と名下に書記官印

をそれぞれ押す6

⑤上記②～④を点検の上，裁判官に提出する。

2決定後の確認事項

1⑥裁判官の認印，訂正印，延長の期間及び（延長の）理由の記載があるかを確認する。

’
⑦

’

－■ﾛ■ ｢事件関係⑧勾留状，請求書及び一件記録を請求者に渡して，

送付一覧｣に受領印を受ける｡

1

1
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勾鼠観謹措置，接見禁止等及び勾留期間延長の

各請求却下の場合の取扱いについて

1 勾留請求又は観護措置請求却下の場合

(1)事前準備

裁判官から事前に却下の指示があった場合でも，準抗告審で却下の判断が覆る可能性が

あるため，勾留質問は行う。

勾留質問では,被疑者に｢誓約書｣を書かせることが多いので,事前に裁判官に確認し，
用紙を準備しておく。

※ 「本件請求を却下するj, 「必要性なし」 （理由）の各ゴム印及び噌約書」は，各

■■■■■に備え付けてある(勾留質問前に要確認のこと｡)。

(2)勾留質問中

勾留却下の予定でも，勾留通知先は必ず調書に残す（準抗告審で判断が覆る可能性ある
ため)。

誓約書は，勾留質問調書の別紙として使う。具体的には，勾留質問調書の「被疑事件に

対する陳述｣欄に｢事実はそのとおり間違いありません6なお,別紙誓約書記載のとおり｡j

などと記入した上で，誓約書（左上に「別紙」 との記載あり）を，勾留質問調書にステー

プラーで留め，書記官が認印で契印をする。 （誓約書には「被疑者用」と「被告人用」があ

るので，取り間違えないように｡）

誓約書にも被疑者に署名・指印させる。

(3)勾留質問後（被疑者退室後）

勾留請求書1枚目の余白に却下のゴム印を押す。封

する。

「本件請求を却下する。

理由 ・

令和 年 月 日

大阪地方［簡易］裁判所 ←「地。

裁判官●●●●印」

地

｢地方

裁と簡裁のゴム印があるので， 注意

と 「簡易」を間違えないこと！」

日付，理由欄の記入及び署（記）名・押印は，いずれも裁判官が行う。

ただし，

※却下理由は， (ゴム印あり｡)。

でｳ勾留請求書に別紙を付して裁判官が却下理由を「別紙のとおり」 と記入した上でｳ勾留請求書に別紙を付して

理由を記載する場合はj請求書全部及び理由の別紙までの各葉間にすべて裁判官の契印
が押されていることを確認する。勾留は認めないが，観護措置は認める場合は；勾留請
求書余白に上記の「本件請求を却下する」のゴム印を押し，理由欄に「少年法48条1
項所定のやむを得ない場合に該当

なお，観護措置の却下の場合は，

しない」と記載し,裁判官の署（記）名，押印する。

となる。 1
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(4) 発付担当者の事務

勾留請求書は，勾留関係の書類（弁護人から勾留に対する意見書などの書面の提出があ

れば，それらの書面も含む｡）と共に，捜査員に交付するので，却下の裁判の記載がある勾

留請求書の1枚目のコヒ。－を取って（却下理由が別紙の場合は別紙のコピーも取る)，書

記官作成の勾留関係の手控えに綴じておく。

2接見禁止等請求却下の場合

(1)事前準備

「本件請求を却下する令和年月 日，大阪地方［簡易］裁判所，裁判官｣， 「刑訴
法8’条所定の相当な理由なしjの各ゴﾑ印は, に備え付けてある(勾留質

問前に要確認)。

(2) 勾留質問後（被疑者退室後）

接見禁止等請求書の1枚目の余白部分に却下のゴム印を押す(勾留請求却下のときに

使用するゴム印を使用する。地裁と簡裁を間違えない。 ）。

鯉し完閏欄の各記入及び=

裁判官が，却下理由を「別紙のとおり」 と記入した上で，接見禁止等請求書に別紙を

付して理由を記載する場合は,請求書全部及び理由の別紙までの各葉間にすべて裁判官

の契印が押されていることを確認する。

(3)発付担当者の事務

①被疑者の場合

請求却下の場合，接見禁止等請求書は,勾留状などと一緒に捜査員に交付するので）
却下の裁判の記載がある接見禁止等請求書の1枚目のコピーを取って(却下理由が別紙
の場合は，別紙のコピーも取る)，書記官作成の勾留関係の手控えに綴じておくも

接禁請求を認めた場合と異なり，却下の場合は，裁判所には，接見等禁止関係の書類
は残らない｡

②被告人の場合

却下決定が記載された接見禁止等請求書は，裁判所で保管する。

検察庁に対しては，却下決定謄本を作成し， これを送付する｡

謄本は，却下決定が記載されている請求書全部をコピーし，謄本認証をする。
契印を忘れない。

謄本送付後は，接見禁止等請求書の1枚目の余白に｢即日検察庁に謄本送付済」 と
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記載し，書記官の認印を押す。

却下の場合は，被告人及び弁護人への通知は不要。

3勾留期間延長請求却下の場合

(1) 勾留期間延長請求却下の決定書の作成

勾留延長請求書の1枚目の余白部分に却下のゴム印を押す。

勾留請求却下のときに使用するゴム印を使用する。地裁と簡裁を間違えない。

”

別紙までの各葉間にすべて裁判官の契印が押されていることを確認する。

(2)勾留状の手入れ

勾留状の2枚目の「勾留期間の延長」の決定欄及び「勾留状を検察官に交付した年月
日」欄I

■■■この年月日，発付裁判所名，裁判官名,裁判所書記官名

れぞれ削除する。

なお，削除に使用する印は，書記官印（官印）である。

(計6か所）をそ

（
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令状当直実施要領（保釈）
保釈請求書受理I

■■■■事務当直で受理
（公訴提起を受けた裁判所で受理）

１
０
０
１
日
Ｉ
Ｉ
Ｊ
り
０
１
日
０
０
１

立件 ， （簡)事件簿に登載

[鯛泙 舟 鱗謡
Ｉ
０
０
１
Ｉ
０
１
０
９
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
４
ｌ
Ｉ
０
０
１
０
０

求意

検察庁へ

1

…斗｣鱒鎗篤'園公判期圖諭の事件については参考寵録も併せ℃Ｉ
ｉ
８
０
１
１
０
０

１
１
１
１ 亘両 談1 （請求者の希望の有無を確認のこと）

決定

却 許下 可

決定書作成 原本及び謄本を各作成

■）

１
１
４
１
１

告知の方法

{墓篭蕊篭""
１
０
１
１
１

1

４
１
１ 〔保管金提出書作成〕

保証

[保釈保証金納付通知書作成〕

雛！
直ちに保釈

I

保証金納付通知書を検察庁へFAX
－の通知をしないと釈放されない

0

’

’150



'第1 保釈請求書の受付

1 受理

保釈請求書(別紙'）の受付は, 事務当直で受理する。

規則上は口頭でも請求できるが，事実上，行,われていない。

＊受付の際，請求者（弁護人の場合）の電話番号，面談希望の有無

等を確認するよう,令状当直員はその旨を事前に事務当直員（管理

当直員）に伝えておく。また，令状当直員において保釈請求書の立

件前の点検が終わるまで，請求書を持参した者に待ってもらうよう

事務当直員（管理当直員）に伝えておく。

＊令状当直員が事務当直員から引継ぎ（当直用の受付文書授受簿に

よる）を受けたときは， まず受理印及び認印があることを確認し, 。

次に保釈請求書を閲読し，誤記等があれば補正を促す。郵送等によ

り補正を促すことができないとき，又は補正に応じないときは，付

菱をつける等の方法で明らかにしておく。

2 注意事項（保釈請求権者（法881)の確認）

被告人又は弁護人以外の者から請求があった場合には，請求権者で

あることの疎明資料（戸籍膳（抄）本，住民票写し外国人登録証等）

一争一一一■-→一 ー一一で二一■‐－－

’保釈とは，一定の保証（保証金・有価証券・保証書）の納付を条件に，勾留の執行を停止し，被

告人の拘禁を解く裁判及びその執行をいう。 、

保釈には，謂求による保釈と職権による保釈がある。保釈は，勾留の理由及び必要が消滅してい

ないのに，その執行を停止する．ものであるから,主に被告人側の請求によってすることになると思

､われる（刑事訴訟法88条1項， 89条本文) 。このように被告人側の請求によってされる保釈を，

請求による保釈という。一方，補充的ではあるが，職権によっても保釈を許すことができる（刑事

訴訟法90条） 。なお，刑事訴訟法91条の場合は，請求又は職権による。

職権による保釈には，刑事訴訟法90条の場合と91条の場合があり，前者を裁麓保釈，後者を

義務的保釈ともいう。

また，保釈には，必要的保釈（権利保釈） と任意的保釈（裁量保釈） とがある。前者の場合，保

釈請求権者の適法な保釈請求があれば，裁判所は必ず許可しなければならず，後者の場合，裁判所

が許可・不許可を自由意思によって決めることができる。

１
１
１
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の提出が必要である。 これらの疎明資料が提出された場合には添付書

類として扱い，提示にとどまるときにはその写しを取っておく。

なお，弁護人であっても，それが基本事件の弁護人であり追起訴事

件がまだ基本事件に併合されていないときは，弁護人選任の効力は追

起訴事件にまでは及ばない。そこで， さらに追起訴事件についても勾

留されているときには，追起訴事件についても弁護人選任届が必要と

なる。

第2雑事件の立件

1 立件

地裁（符号「 （む） 」 ） ，簡裁（符号「 （る） 」 ）の区別を明らか

にしてj次の帳簿等に必要事項を記載等し,保釈請求書の下部余白に

ゴム印（別紙1の②）を押し，番号を記載して認印を押す。

※地裁(符号「 (む) 」 ）■■■■,簡裁(符号「 (る) ｣ ）

刑事雑事件簿

2決定の主体

（1） 第1回公判期日 （被告事件に対する陳述がなされたか否か）前の

場合

当直裁判官が決定する。

裁判所名は，公訴提起を受けた裁判所名（ 「大阪地方裁判所」又

は「大阪簡易裁判所」 ）で行う。

（2） 第1回公判期日後の場合

地裁，簡裁いずれも受訴裁判所（係属部の係）が決定する。この

場合には，受訴裁判所の主任書記官等に連絡をと．って事後の措置を

ゆだねる｡

今 －
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※現実に被告事件に対する陳述がなされていなくても，陳述の機

会が与えられた場合には，第’回公判期日が終了したことになる

ので，注意する必要がある。

※本案事件については,索引簿又は■■■■■■■担当部を確認

する。

※第1回公判期日前か第1回公判期日後か係属部へ電話して確認

する(係属部へ連絡して誰も出ない場合は,■■■■■■■を

見て係属部の主任へ連絡する） 。

第1回公判期日後であればj係属部へ事務を引き継ぐ。

第1回公判期日前であれば， 当直で処理することになるので係

属部から記録を借りてくる。

（3） なお，勾留中の基本事件は第1回公判後で，勾留中の追起訴事件

が第1回公判前のときには，決定は，受訴裁判所（係属部） と当直

裁判官とが各別にすることになる。

3検察官への求意見（法921)

(1) 保釈請求書の余白に求意見のゴム印を押す（別紙1の①） 。 「裁

判所書記官」の後に認印を押す。

保釈請求書（求意見書）は検察庁の宿直室にFAX送信する。

検察庁にFAX送信後，確認の電話を入れ，その際に検察官から

の意見書，参考記録の送付予定日時を確認する。

請求書に「検察庁へFAX送信済」のゴム印を押し，送信時刻を

記載して認印を押す（別紙1の③） 。

(2)意見書（別紙2）の送付が参考記録とともにあれば，意見書に受

付印を押した上で参考記録とともに当直裁判官に提出する。

0

1
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この段階で，必要に応じて請求者に電話等をし，面談の日時等の

打ち合わせをする。

※第1回公判期日後の場合も，検察官に対して求意見だけはして

おく。

第3 決定

1 許可決定

（1）準備

地裁，簡裁各別の保釈保証金受入の担当者に対して,保釈保証

金の納付があるかもしれない旨の連絡をする。

・地裁の担当者は， 「休日の保管金（保釈保証金)受入事務の当

番表」に記載のとおりである。

簡裁の担当者は， 「休日の保管金受入事務について」に記載の

とおりである。

※平日の宿直時間帯の保釈保証金の受入については， 当該保釈

請求事件の関係で会計担当者が待機して､いる場合を除き，管理

当直員に引き継ぐ。

（2）決定書(別紙3の①）の作成

ア原本（1通）及び謄本（検察官，弁護人等の請求者及び被告

－1

戸一

『

） 。人用）を作成する （

イ事件番号

a 配てん前の事件は,地裁の事件では「(む)jの，簡裁の事

件では「(る)」の雑事件番号を記載する。

b 部（係）に配てん後の事件は，地裁の事件では「 （わ） 」

の，簡裁の事件では「 （ろ） 」の事件番号を記載する｡
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ウ事件名

勾留状の被疑事実と同一性を有する公訴事実の罪名を記載す

るが， この罪名と勾留罪名が異なるときは，括弧書きで勾留罪

名も記載する（※1） 。

同一罪名の公訴事実が複数あり，その内の一部のみが勾留の

事実となるときは，括弧書きで事実を特定する（※2） .。

※1 窃盗（勾留罪名:住居侵入，窃盗）

傷害致死,死体遺棄（勾留罪名：殺人，死体遺棄）

窃盗，暴行（勾留罪名：強盗）

※2窃盗（令和○年○月○日付け起訴状記載の公訴事実第2）

なお，決定書に記載すべき事件名については， 「書協会報9

2号，勾留更新決定書の罪名の記載についての具体的考察」を

参照。

エ保釈金の納付は原則として被告人または請求者でないとでき

ないので，決定書には，必ず請求者の氏名を記載する（例・弁

護人○○○○から保釈の請求があったので…） 。

オ保釈決定の文例集［非典型例］ （別紙3の②）

※外国人に海外渡航を禁止する旨の条件を付して保釈を許可

した場合， 出国確認留保通知依頼書を検察官に送付しなけれ

ばならないときがある の外国人（要通訳）

事件処理マニュアル」 ， 「刑事部主任書記官決議録j参照）

(3) 保釈請求者に許可になった旨の連絡をし，保釈保証金の納付時

期について打ち合わせをする。

即日納付であれば，上記(1)の担当者に連絡をする。
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※上記(1)の担当者が登庁できる時間を確認し，保釈請求者に対

してj裁判所が受入手続可能な時間を伝える。

(4)保管金提出書（別紙5）を作成する（別紙4参照） 。

なお，主任書記官印は後日押印するので空けておく。

(5) 納付があれば，すみやかに保釈保証金納付通知書（別紙6）を，

検察庁の宿直室にFAX送信する。

(6) 告知

ア決定謄本を送達する方法によって行う。

イ検察官に対する謄本の送達は,地裁分は■■■■■■■■■■

■■■事件関係送付一覧簡裁分は事件関係送付簿により検察庁

に謄本を送付して行い，決定原本に「即日検察庁に謄本送付済」

又は「令和年月日検察庁に謄本送付済」のゴム印を押し

て認印を押す。

※検察官への告知について

決定謄本を即日FAX送信した上で，後日令状部において

謄本を送付するが，検察庁からすく余に謄本が欲しいという希

望があれば，取りに来るように伝え，地裁分は■■■■■■■

■■■■事件関係送付一覧,簡裁分は事件関係送付簿によ

り送付する。

ウ被告入に対する謄本の送達は，翌日あるいは休日明けに令状

部が行うので，制限住居宛てに特別送達が可能な状態で引き継

ぐ。

I
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エ弁護人等の請求者に対する謄本の送達は，保管金提出書（別

紙5）を交付する際に交付送達する。即日同謄本の交付送達が

できないときは，封筒を作成し，送達可能な状態で令状部に引

． き継ぐ。

※複数の弁護人が請求している場合の同謄本の送達

・ 主任弁護人が指定されていないとき

弁護人全員に，それぞれ謄本を送達する。

・ 主任弁護人が指定されているとき

主任弁護人にのみ，謄本1通を送達する。

(7) 地裁分は■■■■■,簡裁分は刑事雑事件簿に裁判結果を記載等

する。

2 却下決定

決定書(別紙3の③)の作成,告知及び■■■■■■への裁判結果

記載については，いずれも上記1(2)(6)(7)と同じである。

なお，非典型的な保釈却下決定について，別紙3の②参照。

ｰ

0

ノ
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（別紙1）
(別紙1の①）

（別紙1の③）
即日 時 分

検察庁へFAX送信済み

令和○○年（わ）第○○○号
求意見

裁判官（長）の命により

意見を求める。

大阪地方裁判所

裁判所書記官④
上肥意見

大阪地方検察庁

検察官

④

保釈請求書

事件名

被告人

上記被告事件について， 下記事由により保釈を許可されたく請求します。

阪地方裁半

当直受付

○・○.○

○時○分

第○号

記

令和 年 月 日 <文書番号

請求人

住所

被告人との続柄一 一電話番号

へ

大阪地方裁判所御中

(別紙1の②）

I
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事件番号 担当部

令和 年（む）

第 号 （



(別紙lの④）『

身柄引受
妻
冒

事件名

被告人

上記被告事件について， この度保釈が許可され，身柄が釈放になりました

うえは，私において全責任をもち,逃亡等をさせないことはもちろん,今後，

いつでも召喚に応じ出頭させます。

令和 年 月 日

身柄引受人

住 所

被告人との続柄一 一電話番号

1 、

大阪地方裁判所裁判官殿

’
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(別紙2）

見書
一
息

罪名 被告人

上記被告人に対する保釈許可は以下の事由により （相当・しかるべく‘不相当）

と思料する。

事由

1

I

◆ー･ヘ

ィ・ ・！ 2

令和 年 月 日

大阪地方検察庁

検察官検事

6

大阪地方裁判所裁判官殿

仔局、

!. { }
1 ．P
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●

(別紙3の①）
令和○○年（わ）第○○○号

保釈許可決定

被告人天満太郎

昭和43年10月19日生

被告人に対する住居侵入，窃盗（勾留罪名；窃盗）被告事件について，令

和○○年○○月○○日，弁護人山本二郎から保釈の請求があったので， 当裁

判所は，検察官の意見を聴いた上，次のとおり決定する。

主 文

被告人の保釈を許可する。

保証金額は金200万円とする。

釈放後は，下記の指定条件を誠実に守らなければならない。これに違反し
たときは，保釈を取り消され，保証金も没取されることがある。

指定条件
1 被告人は大阪市北区曽根崎北新地1丁目1番1号に居住しなければなら
ない。住居を変更する必要ができたときは，書面で裁判所に申し出て許可を
受けなければならない。
2召喚を受けたときは,必ず定められた日時に出頭しなければならない（出
頭できない正当な理由があれば前もって，その理由を明らかにして，届け
出なければならない。 ） 。

3逃げ隠れしたり，証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない。
4海外旅行又は3日以上の旅行をする場合には，前もって,裁判所に申し出
て，許可を受けなければならない。

h

令和○○年○○月○○日

大阪地方裁判所

裁判官 大 阪 郎③
一

③即日検察庁に謄本送付済
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(別紙3の②）

保釈決定の文例集［非典型例］

☆主文

【代用許可（保証書／全額） 】

口上記保証金については（全国弁護士協同組合連合会，弁護人等）の保

証書を以て保証金に代えることを許可する。

【代用許可（保証書／一部） 】

口上記保証金の内，金○○万円については（全国弁護士協同組合連合会，

弁護人等）の保証書を以て保証金に代えることを許可する。

【代納許可】

口上記保証金については，○○○○が納付することを許可する。

☆理由

【保釈却下（91条） 】

口弁護人の主張する事情を十分に踏まえても，現時点において，既に被

告人の勾留による拘禁が不当に長くなったとまでは認められない。

また，被告人は下記○，○に該当し，かつ，裁量で保釈の許可をする

のは適当と認められない。

口被告人の勾留による拘禁が不当に長くなったとは認められない。

また，被告人は下記○，○に該当し，かつ，裁量で保釈の許可をする

のは適当と認められない。

☆指定条件

【接触禁止】

□○○○○とは， －併護人を介する場合を除いて,L面会，電話文書，

電子メールその他いかなる方法によるとを問わず，一切接触してはなら

ない。

1
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□ただし，○○○○及び○○○○と被告人が就業中に業務に必要な

会話をすることは除く。

□ただし，○○○○については，本件に関しない会話をすることは

除く。

今 謝罪 こめ弁護人立会 ●●●●面談する坂

合を除く。

□○○○○とは,弁護人を介する場合又は△△家庭裁判所令和 年(家

イ）第 号夫婦関係調整調停に関して調停裁判所を介する場合を除い

て・ ・ ・一切接触してはならない。

口裁判員，補充裁判員又は選任予定裁判員に，面会，文書の送付その他

の方法により接触してはならない。

【立入禁止】

□ （裁判所の許可なく）◆◆◆◆に立ち入ってはならない。

□ （裁判所の許可なく）◆◆◆◆の半径▲▲▲メートル以内に立ち入っ

てはならない。

□ （裁判所の許可なく）◆◆◆◆から出てはならない。

□ただし，公判期日に出頭し又は弁護人と面談するために立ち入る

場合を除く。

□ただし；弁護人が同行する場合を除く。

（※上記◆◆◆◆の例）

．◆◆県内

や◆◆市◆◆町◆－◆－◆に所在する◆◆◆◆（建物名）

．◆◆市◆◆町◆－◆一◆に所在する◆◆◆◆（建物名）の敷地内

【列車利用制限等】

□ JR◆◆線（◆◆駅から◆◆駅までの間）における列車への乗車及び

I

I
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各駅構内への立入りを禁止する。

口阪急◆◆線◆◆駅での列車への乗降を禁止する。

口公判期間中，○○電鉄○○線○○駅を午前○時から午前○時までの間

に発車する○○方面行きの電車に乗車してはならない。

【海外渡航禁止】

口海外渡航は禁止する。

（被告人が外国人の場合に指定することが参い。この場合；出国確認留

保通知依頼書を検察官に送付しなければならないときがある－－]■

■■■の「外国人（要通訳）事件処理マニュアル」 ， ｢刑事部主任書記

官決議録」参照，用紙あり。 ）

卜

『

I
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(別紙3の③）

令和○○年（わ）第○○○号

保釈請求却下決定
ノ

被告人天満太郎

昭和43年10月19日生

被告人に対する住居侵入，窃盗（勾留罪名；窃盗）被告事件について，令

和○○年○○月○○日，弁護人山本二郎から保釈の請求があったので， 当裁

判所は,検察官の意見を聴いた上，次のとおり決定する。
‘ 主 文

本件保釈の請求を却下する。

理 由

被告人は下記4， 5に該当し，かつ，諸般の事情に照らして保釈の許可を

するのは適当と認められない。

記

1 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁銅に当たる罪を犯
したものである。

2前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁銅に当た
る罪につき有罪の宣告を受けたことがある。
3 常習として長期3年以上の懲役又は禁銅に当たる罪を犯したものであ
る。

4罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある。
5被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくは
その親族の身体若しくは財産に害を加え，又はこれらの者を畏怖させる行
為をすると疑うに足りる相当な理由がある。
6 氏名又は住居が分からない。
7禁銅以上の刑に処する判決の宣告があったものである。

令和○○年○○月○○日

大阪地方裁判所

裁判官 大 阪 郎④一

即日検察庁に謄本送付済⑳

165



(別紙4）

勤務時間外の保管金納付指示について

で，納付指示（保管金提出書作成）する場合に

は，次に記載する要領に従ってください。

一

納付指示については,■■■■■■■あらかじめ用意された｢休日用

保管金提出書」 （別紙5）の管理番号の若い番号から使用し，必要事項を記載

して提出者に交付してください。

その写しは，休日あけに令状部に引継ぎます。

(休日あけに第10刑事部が，上記により作成された「休日用保管金提出書」

の写しに基づき，

）
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(別紙5）

167

保管金提出書
(兼還付請求書）

管理番号

受入年月日

第ヤー○○○号

令和○年○月○日

種目 保釈保証金 主任書記官印 係書記官 ○○○○④
事件番号 令和○○年（わ）第○○○号 被告人 天満太郎

金額

百 十 億 千

￥
4 ■

■

百

2

十

0

万

0

千
０

百

0

十

0

円

0

※提出年月日 令和 年 月 日 .

※
提
出
者

住所

電話

フリガナ

氏名

ー

T 一 ,
■

（ ）

印

＜※還付金の振込先＞

※振込先

金融機関名

※口座番号

※預金種別

行
庫
合

銀
金
組
店

：普通・当座・別段・通知

※
口
座
名
義
人

住所

フリガナ

氏名

－

T
’



(別紙6）

令和○○年（わ）第○○○号

保釈保証金納付通知書

被告人 天満太郎

上記被告人に対する住居侵入，窃盗（勾留罪名；窃盗）被告事件について令

和○○年○○月○o日付け保釈許可決定に基づく保釈保証金200万円（内保
証書金△△万円）は本日納付されたので通知します。 （通し番号令和○○年○○号）

令和○○年○○月○○日

大阪地方裁判所

裁判所書記官 中村 郎 (官印)
一
一
一

大阪地方検察庁検察官殿

※通し番号は，出納第1課担当者から納付の連絡を受けた際に，聞き取って記入する。

『
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令状当直実施要領（勾留執行停止）

■■■■事務当直で受理勾留執行停止申立害受
・被疑者の場合：勾留決定をした裁判所を確認し，当該濁

判所として事件を受ける。

･被告人の場合：公訴提起を受けた裁判所で受理

被疑者の場合は，雑事件処理簿（令状当直用）に記載

(被告人の場合ば，帳簿なし）

（被告人の場合，第1回公判期日前か

後を確認。前なら係属部から記録借り

て判断することあり。後なら求意見の

みで，後は係属部で処理する。 ）

篭蕊：
雷見~書蚤団 、
｜検察庁から参考記録も併せて送付される

〆

(申立人の希望による）

芦
I

【通知（電話）で足る】

ノ

(誓約書の提出）＊

留状謄本作成作成

本及び謄本を作

）

q ●ザ

(検察庁へ）

*対検察官

謄本送達（検察庁に事件関係送付簿を用いて謄本を送付）

＊対申立人

謄本送達(即日交付送達あるいは後日令状部が送達）

＊対被告人（対被疑者）

謄本送達（後日令状部で送達）
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2第1 勾留執行停止申立書（以下， 「申立書」 という6 ）の受理
！

申立人が申立書を持ってきた際，被疑者段階の事件か起訴後の事件

かを確認する。

①起訴後の事件であれば,地裁は■■■■■■，簡裁は索引簿で担

当部を，②被疑者段階の場合は，■■■■■■で勾留決定をした裁判

所を，それぞれ確認し， 当該裁判所として事件を受け付ける。

＊受付の際， 申立人（弁護人の場合）の電話番号，面談希望の有無

等を確認するよう，令状当直員はその旨を事前に事務当直員（管理

当直員)に伝えておく｡また，令状当直員において申立書の点検が

終わるまで， 申立書を持参した者に待ってもらうよう伝えておく。

※被疑者または被告人等の病気を理由とする場合など，急を要する

場合があるので，注意を要する6令状当直員が事務当直員から引継

ぎ（当直用の受付文書授受簿による）を受けたときは， まず受理印

及び認印があることを確認し，次に申立書を閲読し；誤記等があれ

ば補正を促す｡郵送等により補正を促すことができないとき，又は

補正に応じないときは，付萎をつける等の方法で明らかにしておく。

'

第2 上訴申立書等記録簿（令状当直用）への登載（ただし， 「被疑者」

の場合）

1 申立書の下部余白にゴム印（別紙1の③）を押し， （記)番号を記

載して認印を押す。

一一ｮ 可 ■一一一●~ｰ －－ 一一P①－

2勾留の執行停止とは，勾留の裁判そのものの効力は消滅させないで，その執行力のみを停止させて被告
人又は被疑者を釈放することである。勾留の効力を消滅させない点で，保釈とその本質を同じくするがj
保釈が,保証金の納付を条件として勾留の執行を停止するのに対して，それを条件としない点及び被疑者
にも認められている点で，勾留の執行停止は保釈と異なる。

裁判所は適当と認めるとき，決定で，勾留されている被告人（被疑者）を親族，保護団体その他の者に
委託し，又は，被告人（被疑者）の住居を制限して，勾留の執行を停止することができる（刑事訴訟法9
5条） 。

そのほかに，当然に勾留の執行が停止される場合（刑事訴訟法167条の2）もある。
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2判断する部署腰

(1) 被疑事件

当直裁判官が判断する。

第1の受理裁判所名（被疑者段階一勾留状を発付した裁判所

起訴後一公訴提起を受けた裁判所）で決定を行う。

（2）被告事件

ア第1回公判期日 （被告事件に対する陳述がなされたか否か）前

の場合

当直裁判官が決定する。

裁判所名は；公訴提起を受けた裁判所名（ 「大阪地方裁判所」

又は「大阪簡易裁判所」 ）で行う。

イ第1回公判期日後の場合

地裁，簡裁いずれも受訴裁判所（係属部の係）が決定する。

この場合には，受訴裁判所の主任書記官等に連絡をとって事後

の措置をゆだねる。

※現実に被告事件に対する陳述がなされていなくても，陳述の

機会が与えられた場合には，第1回公判期日が終了したことに

なるので，注意する必要がある。

※本案事件については，地裁は■■■■■■■，簡裁は索引簿で

担当部を確認する。

※第1回公判期日前か第1回公判期日後か係属部へ電話して確

認する (係属部へ連絡して誰も出ない場合は,■■■■■■

■を見て係属部の主任へ連絡する） 。

第1回公判期日後であれば，係属部へ事務を引き継ぐ。

､

へ

｛

0
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第1回公判期日前であれば，当直で処理することになるので

係属部から記録を借りてくる。

（3） なお，勾留中の基本事件は第1回公判期日後で，勾留中の追起訴

事件が第1回公判期日前(被疑者段階の場合を含む。 ）のときには，

判断は，受訴裁判所（係属部）と当直裁判官とが各別にすることに

なる。

3検察官への求意見（規88）

(1) 申立書の余白に求意見のゴム印を押す（別紙1の①） 。

. 「裁判所書記官」の後に認印を押す｡：

。 申立書（求意見書）は検察庁の宿直室にFAX送信する。

・ 検察庁にFAX送信後，確認の電話を入れ， その際に検察官か

らの意見書，参考記録の送付予定日時を確認する。

． 申立書に「検察庁へFAX送信済」のゴム印を押し，送信時刻

を記載して認印を押す（別紙1の④） 。

(2) 意見書（別紙2の①）の送付が参考記録とともにあれば，意見書

に受付印を押した上で参考記録とともに当直裁判官に提出する。

この段階で，必要に応じて申立人に電話等をし；面談の日時等の

打ち合わせをする。

※第1回公判期日後の場合も，検察官に対して求意見だけはして

おく。

一

〃

ｊ
４

第3 判断

1 執行停止をする場合

（1）決定書（別紙3）の作成

ア原本（1通）及び謄本（検察官，弁護人等の申立人及び被告人
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） 。（被疑者）用）を作成する（

イ事件番号

起訴後の場合は， 「(わ)」又は「(ろ)」の事件番号を記載する。

被疑者の事件はj事件番号は「上訴申立書等記録簿」の（記）

番号を記載する。

ウ事件名

被疑者の場合には，勾留状の被疑事実の罪名を記載する。

被告人の場合には，勾留状の被疑事実と同一性を有する公訴事

実の罪名を記載するが， この罪名と勾留罪名が異なるときは,括

弧書きで勾留罪名も記載する （※1） 。

同一罪名の公訴事実が複数あり， その内の一部のみが勾留の事

実となるときは，括弧書きで事実を特定する（※2） 。

※1 窃盗（勾留罪名；住居侵入，窃盗）

傷害致死j死体遺棄（勾留罪名：殺人，死体遺棄）

窃盗，暴行（勾留罪名：強盗）

※2 窃盗（令和○年○月○日付け起訴状記載の公訴事実第2）

なお，決定書に記載すべき事件名については， 「書協会報92

号，勾留更新決定書の罪名の記載についての具体的考察」を参照。

エ満了時刻

この時刻を定めないと勾留執行停止期間の満了時刻は午前零時

になるため，収容に要する時間を考慮して定めるb

(2)誓約書の提出

被告人（被疑者）を親族等に委託して勾留執行停止をする場合に

は， これらの者から誓約書（別紙2の②）を提出させる｡

I＃

I

1
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誓約書の提出があった場合には，次の事務を処理する。

ア誓約書の要件（いつでも召喚に応じ被告人（被疑者）を出頭さ

せる旨）の記載があることを確認する。

イ誓約書に受付印を押す｡

ウ・裁判官に提出して認印を受ける。

エ誓約書は勾留執行停止原本とともに保管する。

(3) 勾留状謄本の作成（法98I)

収容のために必要となるので作成する。

(4) 告知

ア謄本を送達する方法によって行う。

イ検察官に対する送達は，検察庁に電話連絡した上で決める。

地裁,簡裁いずれの場合でもそれぞれの「事件関係送付簿」を

用いて記録と決定謄本と勾留状謄本を渡す。

決定書原本に｢即日検察庁に謄本送付済」又は｢令和年月

日検察庁に謄本送付済」のゴム印を押して認印を押す。

ウ被告人（被疑者）に対する送達は，翌日あるいは休日明けに令

状部が行うので，封筒を作成し，送達可能な状態で引き継ぐ。

エ申立人に対する送達も，送達可能な状態で引き継ぐ。近隣の弁

護人に対しては交付送達の方法がある。

※複数の弁護人が申し立てている場合の謄本の送達

・ 主任弁護人が指定されていないとき

弁護人全員に，それぞれ謄本を送達する。

・ 主任弁護人が指定されているとき

主任弁護人にのみ，謄本1通を送達する。

6
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2 執行停止をしない場合

（1） 申立書の余白に「職権発動せず令和年月 日 大阪地方(簡

易）裁判所裁判官記名｣のゴム印（別紙1の②）を押し，裁判

官の押印を受ける。

（2）告知

申立人及び検察官に通知（電話） し，その旨を申立書の余白に付

記する（別紙1の②） 。謄本送達の必要はない。

その上で，検察庁には，職権発動しない旨の記載があるページをF
'一‐

AX送信する。

1

■
■
■
■
■
二
■
■
６
■
日
■
Ｂ
■
■
■
■
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(別紙1）

（別紙1の④）
即日○時○分

④検察庁へFAX送信済③
(別紙1の①）

ヂロテ
.■J醇押帥亭律■･ﾏ 元･P･閏勾■■申U･

． ．....、

/咲阪地方裁判茂

廼
ブ 当直受付

｛ ○・○・○
i o時○分

%､臺2_言ルー1文書番号
． ＆...._....‘....".__.… ..--..息 ...: ゞ. __

⑪

求意見

裁判官（長）の命により

意見を求める。

大阪地方裁

②資畔u所書記官

上記意見

大阪地方検察庁

検察官

勾留執行停止申立書
、
Ｂ
Ｉ
２
８
ｑ
Ｉ
Ｉ
伊

軸一
旬

一

(被疑者） 天満太郎被告人(罪名） ○○

上記被告人（被疑者）は’頭書被告(被疑）事件につき，令和○○年○○月○○日付け
大阪地方裁判所裁判官大阪一郎の発した勾留状により勾留中のところ，下記事由により，
令和○○年○○月○○日午後○時○○分まで勾留執行を停止されたく申し立てます。

記
1 事由

で一

令和○○年○○月○○日

④④弁護人山本二

大阪地方裁判所御中

添付書類
1

2
″

(別紙1の②）

職権発動せず

令和○○年○○月○○日

大阪地方裁判所

①裁判官大阪一目

令和○○年○○月○○日申立人及び検察官に通知：
認

一一

(別紙1の③）

｢毒隔喜~一｢~誼雪蔀~｜

r苓蒜~鍋T－－、
|爵噌|③
番号を記載して認印を押す。

、

f
０
■
０
－
日
ｑ
●
■
■
■
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(別紙2の①）

意 見書

罪名

被告人（被疑者）

に対する勾留執行停止は以下の事由により・上記被告人（被疑者）に対す旨

かるべく･不相当）と思料する。

事，

1．

(相当‘し
､

由

P

2

令和 年 月 日
■

大阪地方検察庁

〆ロー竜

『
1

検察官検事

大阪地方裁判所裁判官殿

~

〃

《＝…､〉
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(別紙2の②）
~

誓約書（身柄引受書）

人（被疑者）被
生
ロ罪名

この度，貴裁判所において勾留の執行を停止していただいた折には，貴庁
から呼び出しがあったときは，必ず何時でも召喚に応じて出頭させることを
誓約いたします。

令和 年 月 日

受託者氏名 印

大阪地方裁判所御中

～0

b

１
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(別紙3）

令和○○年（○）第○○○○号

勾留執行停止決定

被疑者／被告人 ○○○○

昭和○○年○○月○○日生

被疑者／被告人に対する○○○被疑／被告事件について，令和○○年○○月○○日弁護

人○○○○から勾留執行停止の申立てがあったので，検察官の意見を聴いた上，次のとお

り決定する。

主． 文

被疑者／被告人に対する勾留の執行を，令和○○年○○月○○日午前○○時○○分

から令和○○年○○月○○日午前○○時○○分まで停止する｡

上記勾留執行停止期間中，被告人を，○○に委託する。 （※委託の場合）

被疑者／被告人は，勾留執行停止の期間中，下記の指定条件を誠実に守らなければ
ならない。これに違反したときは，勾留の執行停止を取り消されることがある｡

指定条件

1被疑者／被告人は，○○○○○○に所在しなければならない。

所在場所から外出し又は外泊し，あるいは所在場所を変更する必要ができたときは，

書面で裁判所に申し出て許可を受けなければならない。

2召喚を受けたときは,必ず定められた日時に出頭しなければならない（出頭できない

正当な理由があれば,前もって，その理由を明らかにして，届け出なければならない｡）。

3逃げ隠れ･したり，証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない｡

4被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身

体若しくは財産に害を加え，若しくは加えようとし，又はこれらの者を畏怖させる行為

をしてはならない。

（以下選択条項）

（経路制限）

5被疑者／被告人は○○○○(被疑者／被告人の勾留場所）から第1項の所在場所まで

の往復経路及び同所在場所以外の場所へ立ち入ってはならない。

（接触禁止）

6被疑者／被告人は,弁護人を介する場合を除いて，面会，電話文書，電子メールそ

の他いかなる方法によるとを問わず，本件事件関係者と一切接触してはならない。

（弁護人等による出頭確保）

7被疑者／被告人は，弁護人B (親族の場合もあり）の付添のもとに行動し，同人がす

る…被告人に上記1ないし○の指定条件を守らせるための指示に従わなければなら

ない。

(捜査機関による出頭確保）
8被疑者／被告人は，警察官や検察事務官が被疑者／被告人に同行することを受忍し，

これらの者がする被告人に上記1ないし○の指定条件を守らせるための指示に従わなけ

ればならない。

.(押送）

9被疑者／被告人は,被疑者／被告人の勾留場所から第1項の所在場所までの往復に際

し，検察官又はその指定する者に押送を依頼しなければならない。

[裁判員裁判対象事件において選任手続以降に判断する場合］

Ｊ
１ P
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10．裁判員，補充裁判員又は選任予定裁判員に，面会，文書の送付その他の方法により接

触してばならない。

令和○○年○○月○○日

大阪地方裁判所 1

裁判官 ○○○○

‐、
〆

ノ

『

（ ｝

0

上
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令状当直実施要領（勾留取消）

勾留取消請求書受理 ■■■■事務当直で受理

，被疑者の場合 ： 地裁，簡裁いずれでも受理可

（当直裁判官の所属を確認）

・被告人の場合：公訴提起を受けた裁判所で受理

←事務当直から令状当直に引き継ぐ

一存~1被疑者か被告人かを確認する立 件

(登録・採番） ..地裁は

，簡裁は刑事雑事件簿用いて「㈲J ･で立件する。

（被告人の場合，第1回公判期日前か後かを確認する。 1回前なら係属

部から本案記録を取り寄せ判断することあり。 1回後なら求意見のみ

で，後は係属部が処理する｡． ）

=尋麟ゞ I

…ふら…縁も合わせて篭御されて<‘

幽畷
）

『

！

･対検察官

謄本送付(検察庁に,地裁は■■■■■■■■事件関係送付-覧を用
い，簡裁は，事件関係送付簿を用いて送付する。 ） ．

･対請求者

謄本送達（即日，令状当直で交付送達もしくは後日令状部が送達する。 ）

･対被告人

謄本送達（後日令状部が送達する。
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3第1勾留取消請求書（以下， 「請求書」 という。 ）の受付

1 受理

請求書（別紙’）の受付は,■■■■■の事務当直で受理する。規則

上は口頭でも請求できるが，事実上i行われていない。

申立人が申立書を持ってきた際，被疑者段階の事件か起訴後の事件

かを確認する。

①起訴後の事件であれば，地裁は■■■■■■,簡裁は索引簿で担

当部を，②被疑者段階の場合は,■■■■■■■■勾留決定をした裁判

所を，それぞれ確認し， 当該裁判所として事件を受け付ける。 、

＊受付の際，請求者（弁護人の場合）の電話番号，面談希望の有無

等を確認するよう，令状当直員はその旨を事前に事務当直員（管理

当直員）に伝えておく。また；令状当直員において請求書の立件前

の点検が終わるまで，請求書を持参した者に待ってもらうよう伝え

ておく。

※被疑者または被告人等の病気を理由とする場合など，急を要する

場合があるので，注意を要する。 令状当直員が事務当直員から引継

ぎ（当直用の受付文書授受簿による）を受けたときは， まず受理印

及び認印があることを確認し，次に請求書を閲読し,誤記等があれ

ば補正を促す。郵送等により補正を促すことができないとき，又は

補正に応じないときは，付萎をつける等の方法で明らかにしておく。

2 注意事項（勾留取消請求権者（法87）の確認）

被告人（被疑者）又は弁護人以外の者から請求があった場合には，

β
・
～

1

3勾留の取消しとは，勾留の理由又は勾留の必要がなくなったとき（刑事訴訟法87条） ，勾留による拘
禁が不当に長くなったとき（刑事訴訟法91条）に，勾留を取り消すこと･である（訴訟行為の撤回） 。
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請求権者であることの疎明資料（戸籍(謄)抄本，住民票写し，外国人

登録証等）の提出が必要である。 これらの疎明資料が提出された場合

には添付書類として扱い，提示にとどまるときにはその写しを取って

おく。

、 なお，弁護人であっても，それが基本事件の弁護人であり，追起訴

事件がまだ基本事件に併合されていないときは弁護人選任の効力は追

起訴事件にまでは及ばない。そこで， さらに追起訴事件についても勾

留されているときには追起訴事件についても弁護人選任届が必要とな

る。

第2雑事件の立件

1 立件地裁（符号「 （む）」 ） ，簡裁（符号「 （る） 」 ）の区別を明

らかにして，地裁の場合は ，

簡裁の場合は雑事件簿に記載したうえで，請求書の下部余白にゴム印

（別紙1の②）を押し，番号を記載して認印を押す。

2決定の主体

（1）被疑事件

当直裁判官が判断する。

第1の1の受理裁判所名（被疑者段階一勾留状を発付した裁判所

起訴後一公訴提起を受けた裁判所）で決定を行う。

（2）被告事件

ア第1回公判期日 （被告事件に対する陳述がなされたか否か）前

の場合

当直裁判官が決定する。

裁判所名は，公訴提起･を受けた裁判所名（ 「大阪地方裁判所」

０
▲
４
■
■
●
③
ョ
▲
Ｄ
ａ
Ｂ
５
ゆ
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又は「大阪簡易裁判所」 ）が行う。

イ第1回公判期日後の場合 、

地裁，簡裁いずれも受訴裁判所（係属部の係）が決定する。こ

の場合は，受訴裁判所の主任書記官等に連絡をとって事後の措置

をゆだねる。

※本案事件係属部については,地裁は■■■■■■で,簡裁は

索引簿で担当部を確認する。

※第1回公判期日前か第1回公判期日後かは係属部に電話をし

て確認する(係属部へ連絡して誰も出ない場合は,■■■■■■

｜■■■を見て係属部の主任へ連絡する｡ ） 。第1回公判期日後

であれば，係属部へ事務を引き継ぐ。第1回公判期日前であれ

ば， 当直で処理することになるので係属部から記録を借りてく

る。

※現実に被告事件に対する陳述がなされていなくても，陳述の

機会が与えられた場合には，第1回公判期日が終了したことに

なるので，注意する必要がある。

(3) なお，勾留中の基本事件は第1回公判期日後で，勾留中の追起

訴事件が第1回公判期日前（被疑者段階の場合を含む。 ）のとき

には，決定は，受訴裁判所（係属部） と当直裁判官とが各別にす

ることになる。

検察官への求意見（法92Ⅱ）

’

3

(1) 請求書の余白に求意見のゴム印を押す（別紙1の①） 。 「裁判所

書記官」の後に認印を押す。 請求書（求意見書）は検察庁の宿直室

にFAX送信する。
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検察庁にFAX送信後，確認の電話を入れ》その際に検察官から

の意見書，参考記録の送付予定日時を確認する。請求書に「検察庁

'~FAX送信済」のゴム印を押し，送信時刻を記載して認印を押す

（別紙1の③） 。

（2） 意見書（別紙2）の送付が参考記録とともにあれば，意見書に受

付印を押したうえで参考記録とともに当直裁判官に提出する。この

段階で》必要に応じて請求者に電話等をし，面談の日時等の打ち合

わせをする

※第1回公判期日後の場合も，検察官に対して求意見だけはして

おく。

第3 決定

1 取消決定

（1） 決定書（別紙3の①）の作成

ア原本（1通）及び謄本（検察官j弁護人等の請求者及び被告人

勺

） 。（被疑者）用）を作成する（
寺

イ事件番号
＃ 8

a 被疑者の場合は， 当直裁判官の属する裁判所が地裁の場合に

は「 （む） 」の,簡裁の場合には「 （る） 」の雑事件番号を記

載する。

b 起訴後，配てん前の事件は，地裁の事件では「 （む） 」の，

簡裁の事件では「 （る） 」の雑事件番号を記載する。

c 部（係）に配てん後の事件は，地裁の事件では「 （わ） 」の，

簡裁の事件では［ （ろ） 」の事件番号を記載する。

ウ事件名
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被疑者の場合には，勾留状の被疑事実の罪名を記載する。

被告人の場合には，勾留状の被疑事実と同一性を有する公訴事

実の罪名を記載するが， この罪名と勾留罪名が異なるときは，括

弧書きで勾留罪名も記載する (X1) d

同一罪名の公訴事実が複数あり， その内の一部のみが勾留の事

実となるときは，括弧書きで事実を特定する （※2） 。

※1 窃盗（勾留罪名:住居侵入，窃盗）

傷害致死，死体遺棄（勾留罪名：殺人,死体遺棄）

， 窃盗，暴行（勾留罪名：強盗）

※2窃盗（令和○年○月○日付け起訴状記載の公訴事実第2）

なお，決定書に記載すべき事件名については， 「書協会報92

号，勾留更新決定書の罪名の記載についての具体的考察」を参照。

(2) 告知

ア謄本を送達する方法によって行う。

‘ ･イ検察官に対する送達は，検察庁に電話連絡した上で決める。地

Ｏ
Ｇ
甲
０
８

０

〃

●

ｑ 事件関係送付一覧を用い，簡裁裁I

は事件関係送付簿を用いて行い，決定書原本に「即日検察庁に謄

本送付済」又は「令和年月 日検察庁に謄本送付済」のゴム

印を押して認印を押す。

ウ被告人（被疑者）に対する送達は，翌日あるいは休日明けに令
、

状部が行うので，封筒を作成し，送達可能な状態で引き継ぐ。

エ請求者に対する送達も， 同様に送達可能な状態で引き継ぐ。

近隣の弁護人に対しては交付送達の方法もある。

※複数の弁護人が申し立てている場合の謄本の送達
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・ 主任弁護人が指定されていないとき

弁護人全員に， それぞれ謄本を送達する。

・ 主任弁護人が指定されているとき

主任弁護人にのみ，謄本1通を送達する。

(3) 地裁は■■■■■簡裁は雑事件簿に裁判結果等を記載等する。

2却下決定

決定書(別紙3の②）の作成,告知及び■■■■■■■■■■‘刑

事雑事件簿に裁判結果記入については，いずれも上記1(1)ないし(3)と

同じである。

、

I

、
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(別紙1）

(別紙1の③）.(別紙1の①）

求意見

裁判官（長）の命により意見

を求める。

大阪地方裁判

泡裁判所書記

上記意見

大阪地方検察庁

検察官

即日 時 分

検察庁へFAX送信済み
坂地方裁判

当直受付

○・○．C

○時○分

篭○号

(文書番号）

勾留取消請求書

大阪地方裁判所御中

被告人（被疑者） 天満太郎

(罪名） 覚醒剤取締法違反

上記被告人（被疑者）は，頭書被告（被疑）事件につき，令和○○年○○

月○○日付け大阪地方裁判所裁判官大阪一郎の発した勾留状により勾留中の

ところ，下記事由により，勾留の理由（必要）がなくなったので，勾留を取
P

り消されたく請求する。

記

1．事由

令和○○年○○月○○日

弁護人山本太⑧
大阪地方裁判所御中

別紙1の②

番号を記載して認印を押す
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．(別紙2）、

意見：書8

被告人（被疑者）罪名

上記被告人（被疑者）に対する勾留取消請求は以下の事由により （相当・し

かるくく・不相当） と思料する。 、
■ ■

事由

ｰ

／一､q
｛ ！

t

1

､

2

令和 年 月 日

0

←

大阪地方検察庁〈.､）

検察官検事

大阪地方裁判所裁判官殿

f

1

I
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(別紙3の①）

令和 年（む）第 号

勾留取消決定

被告人(被疑者） 天満太郎

昭和54年2月19日生
I

被告人（被疑者）に対する住居侵入，窃盗被告（被疑）事件について，同
F

被告人（被疑者）の勾留は，その理由がなくなったので（あるいは「その拘
一4

禁が長くなったので」 ）弁護人山本二郎の請求により （あるいは「職権で」 ）

検察官の意見を聴いた上， これを取り消す。

令和 年 月 日

大阪地方裁判所

郎⑦
展愚
、ノ

犬阪裁判官
一

③即日検察庁に謄本送付 ①
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(別紙3の②）

令和 年（む）第 号

勾留取消請求却下決定

〆

被告人（被疑者） 天満太郎
一

昭和54年2月19日生
一

被告人（被疑者）に対する住居侵入，窃盗被告（被疑）事件について，弁護

人山本二郎から勾留取消の請求があったので，検察官の意見を聴いたうえ，現

在も被告人（被疑者）に対する勾留の理由及び必要性があるものと認め，本件

請求を却下する。

令和 年 月 日

大阪地方裁判所

⑬

愚ノ
〆い、

大 阪裁判官
一

、
○
打
ｒ
ｌ

Ｐ
Ｕ
ｄ
色
叉
８

⑦即日検察庁に謄本送付

1
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令状当直実施要領（接見等禁止一部解除）

｣■■事務当

[勧蕊
被告人の場合

上訴申立書等記録簿

直で受理

：勾留状発付の裁判所で受理

］
急を要し， 当直時で処理できる場

裁判官の所属庁で受理も可。

宮の所属を確鋸) .

：公訴提起を受けた裁判所で受理

(令状当直用）に記載(被告人の場合は帳簿なし）

接禁等一部解除申立書受理

被疑者の場合は，

（被告人の場合，第1回公判期日前か後かを
確認,前なら係属部から紀録を借りて判断す

ることあり，後なら求意見のみで，後は係属

部で処理する。 ）

検察庁へ

求意見不要の場合

ア検察官申請の場合

イ急速を要する場合

意見書送付 参考記録も併せて送付がある。

面談 (申立人の希望で）

判断

一部解除する一部解除しない

職権発動せず

告知

(通知（電話）で足りる）

‐
び
り
？
■
。
』

決定書作成 を各作成 ）原本及び謄本

｡

対検察官

謄本送達（検察庁に事件関係送付簿を用いて謄本送付）
対申立人

謄本送達（即日交付送達あるいは後日令状部が送達）
対被告人（被疑者）

謄本送達（後日令状部で送達）
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‘第1 接見等禁止一部解除申立書（以下「申立書」 という。 ）の受理

申立人が申立書を持ってきた際,被疑者段階の事件か起訴後の事件

かを確認する。

①起訴後の事件であれば，地裁は■■■■■■,簡裁は索引簿で担

当部を，②被疑者段階の場合は，■■■■■■で勾留決定をした裁判

所を，それぞれ確認し， 当該裁判所として事件を受け付ける。

＊特定の者について接禁解除等を求める申立の場合は，その者の氏

名，生年月日， （住所）を疎明する書面〔運転免許証写，保険証写，

住民票等〕も必要。家族の場合一件記録中の戸籍謄本等で確認で

きる場合がある。

＊ 受付の際， 申立人（弁護人の場合）の電話番号,面談希望の有無

等を確認するよう，令状当直員はその旨を事前に事務当直員（管理

当直員）に伝えておく。また，令状当直員において申立書の点検が

終わるまで， 申立書を持参じた者に待ってもらう旨も伝えておく。

＊令状当直員が事務当直員から引継ぎ（当直用の受付文書授受簿に

よる）を受けたときは, まず受理印及び認印があることを確認し，

次に申立書を閲読し，誤記等があれば補正を促す。郵送等により補

正を促すことができないとき，又は補正に応じないときは，付萎を

つける等の方法で明らかにしておく。

b

第2 上訴申立書等記録簿（令状当直用）への登載（ただし， 「被疑者」

他
被
ば
と
し
部
止
い

・
く
又
こ
と
一
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と
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ｊ
る
い
の
を
い

い
疑
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れ
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の場合）

1 申立書の下部余白にゴム印（別紙1の③）を押し， （記）番号を記

載して認印を押す。

2 判断する部署

(1)被疑事件

当直裁判官が判断する。

第1の受理裁判所名（被疑者段階一勾留状を発付した裁判所，

起訴後一公訴提起を受けた裁判所）で決定を行う。

(2) 被告事件

ア第1回公判期日 （被告事件に対する陳述がなされたか否か）前

の場合

当直裁判官が決定する。

裁判所名は，公訴提起を受けた裁判所名（ 「大阪地方裁判所」

又は「大阪簡易裁判所j )で行う。

イ第1回公判期日後の場合

地裁,簡裁いずれも受訴裁判所(係属部）が判断する‘ この場

合には，受訴裁判所の主任書記官等に連絡をとって事後の措置を

ゆだねる。

※現実に被告事件に対する陳述がなされていなくても，陳述の

機会が与えられた場合には，第1回公判が終了したことになる

ので，注意する必要がある。

※第1回公判期日前か第1回公判期日後か係属部へ電話して確

認する （係属部へ連絡して誰も出ない場合は,■■■■■■■■

■を見て係属部の主任へ連絡する） 。第’回公判期日後であれ

f
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ぱ，係属部へ事務を引き継ぐ。第1回公判期日前であれば， 当

直で処理することになるが，求意見をするのみで令状部に引き

継ぐことで足りると思われる （

■■■■■■■) 6緊急緊急を要し,‘ 当直裁判官で判断する

場合は前記アで述べたとおりである。

（3） なお，勾留中の基本事件は第1回公判期日後で，勾留中の追起訴

事件が第1回公判期日前（被疑者段階の場合を含む。 ）のときには，

判断は，受訴裁判所（係属部） と当直裁判官とが各別にすることに

なる。

3検察官÷の求意見

戸

(1) 申立書の余白に求意見のゴム印を押す（別紙1の①) 6 「裁判所

書記官」の後に認印を押す。

申立書（求意見書）は検察庁の宿直室にFAX送信する。

検察庁にFAX送信後，確認の電話を入れ,その際に検察官から

の意見書参考記録の送付予定日時を確認する。

申立書に「検察庁へFAX送信済」のゴム印を押し，送信時刻を

記載して認印を押す（別紙1の④） 。 、

(2) 意見書（別紙2）の送付が参考記録とともにあれば，意見書に受

付印を押した上で参考記録とともに当直裁判官に提出する。

この段階で，必要に応じて申立人に電話等し，面談の日時等の打

ち合わせをする。

※第1回公判期日後の場合も，検察官に対して求意見だけはして

おく。

第3判断
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0

1 接禁等の一部解除をする場合

(1)決定書（別紙3,参考書式）の作成

ア原本（1通）及び謄本（検察官，弁護人等の申立人及び被告人

） 。（被疑者）用）を作成する （

イ事件番号

起訴後の場合は， 「㈱」又は「㈲」の事件番号を記載する。

被疑者の場合は，事件番号は「上訴申立書等記録簿」の（記）

番号を記載する。

ウ事件名

被疑者の場合には，勾留状の被疑事実の罪名を記載する。

被告人の場合には，勾留状の被疑事実と同一性を有する公訴事

実の罪名を記載するが， この罪名と勾留罪名が異なるときは，括

弧書きで勾留罪名も記載する（※1） 。

同一罪名の公訴事実が複数あり，その内の一部のみが勾留の事

実となるときは括弧書きで事実を特定する（※2） 。

※1 窃盗（勾留罪名：住居侵入，窃盗）

傷害致死，死体遺棄（勾留罪名＃殺人，死体遺棄）

窃盗，暴行（勾留罪名：強盗）

※2窃盗（令和○年○月○日付け起訴状記載の公訴事実第2）

な職決定書に記載すべき事件名については， 「書協会報第9

2号，勾留更新決定書の罪名の記載についての具体的考察」を参

照。

(2) 告知

ア決定謄本を送達する方法によって行う。

、

I
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イ検察官に対する送達は，検察庁に電話連絡した上で決める。地

裁，簡裁いずれの場合でもそれぞれの「事件関係送付簿」を用い

て一件記録と決定謄本を渡す。決定原本に「即日検察庁に謄本送

付済」又は「令和年月 日検察庁に謄本送付済」のゴム印を

押して認印を押す。

ウ被告人（被疑者）に対する送達は，翌日あるいは休日明けに令

状部が行うので,封筒を作成し，送達可能な状態で引き継ぐ。

ェ申立人に対する送達も，送達可能な状態で引き継ぐ。近隣の弁

護士に対しては，交付送達の方法がある。

※複数の弁護人が申し立てている場合の謄本の送達

・ 主任弁護人が指定されていないとき

弁護人全員に，それぞれ謄本を送達する。

・ 主任弁護人が指定されているとき

主任弁護人にのみ，謄本1通を送達する。

接禁等の一部解除をしな．い場合2

喝
０
１

ｆ
Ｉ

(1) 申立書の余白に「職権発動せず令和年月 日大阪地方（簡

易）裁判所裁判官記名」のゴム印（別紙1の②）を押し，裁判

官の押印を受ける。

(2) 告知

申立人及び検察官に通知（電話） し，その旨を申立書の余白に付
1

記する （別紙1の②） 。謄本送達の必要はない。

その上で，検察庁には職権発動しない旨の記載がある申立書の当

該ページをFAX送信する。
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4

(別紙］）

（別紙1の④）
即日○時○分
検察庁へFAX送信

(別紙1の①）

④ ：阪地方裁半

当直受付
O.O.C

○時○分

篭○号

求意見

裁判官（長）の命により

意見を求める。

大阪地方裁

⑦鍔胴了癖e官

上記意見

大阪地方検察庁

検察官

接見等禁止一 郭個毘除床
C”●ザーーーー一己一ゴーロー.

q

番号 i
一 ”､三

罪名 覚醒剤取締法違反 被告人（被疑者） 天満太郎

上記被告人(被疑者)は,頭書被告(被疑)事件につき,■■■■■■■■に勾留さ
れているところ，刑事訴訟法39条1項以外の者との接見及び書類その他の物の授受を禁
止する旨の決定がなされているが，今般，同決定を一部解除して，下記の者に限って接見
及び書類その他の物の授受を許可されたく申し立てる。

記
氏 名 天満次郎
生年月日 昭和○○年○○月○○日生
住 所 大阪市北区○○○
被告人（被疑者） との関係子

申立の理由
1 ●

令和 年 月 日

④④山本二弁護人

大阪地方裁判所御中

添付書類

戸籍抄本
運転免許証写し

〕

１
２

（別紙1の③） ・

匿霊二．至菫蕊冨i
l令和年（記） ‘

④1第 号
to.…..‘ﾛ.....……..…..…"..""ﾛ.".....….,...,,,.･･･.･･･‘

番号を記載して認印を押す

③

(別紙1の②）

職権発動せず

令和 年 月 日

大阪地方裁判所

①裁判官大阪一目

③令和年月 日申立人及び検察官に通知

、
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(別紙2）

見書
一
息

罪名

被告人（被疑者）

(被疑者）に対する接禁等一部解除は以下の事由により （相当．上記被告人（被疑者）に対するj

しかるべく ・不相当） と思料する。

由事

1

2

令和 年月 日

大阪地方検察庁

検察官検事

大阪地方裁判所裁判官殿

､

1

、
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L

(別紙3）

号令和 年（○）第

接見等禁止一部解除決定

被告人（被疑者） 天満太郎

昭和32年5月16日生

被告人（被疑者）に対する覚醒剤取締法違反被告（被疑）事件に関し，大

阪地方裁判所裁判官が令和 年 月 日にした接見等禁止決定につい

て，令和 年 月 日，弁護人山本二郎から接見等禁止一部解除の申

請があったので，検察官の意見を聴いた上，被告人(被疑者）が下記の者と，

法令の範囲内で接見すること並びに書類及びその他の物を授受することに限

り解除する。

記

氏 名 天満次郎

生年月日 昭和○○年○○月○○日生

被告人(被疑者） との関係子

令和 年 月 日

大阪地方裁判所 、

裁判官 大阪 -⑤④
ー

③③即日検察庁に謄本送付済
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(参考書式一般的一部解除～検察官請求）

令和 年（○）第 号

接見等禁止一部解除決定

被告人（被疑者） 天満太郎
■

昭和32年5月16日生

被告人（被疑者）に対する覚醒剤取締法違反被告（被疑）事件に関し，大

阪地方裁判所裁判官が令和○○年○○月○○日にした接見等禁止決定につい

て，令和○○年○○月○○日，検察官から接見等禁止一部解除の申請があっ

たので， これを相当と認め，被告人(被疑者）が下記の者と,法令の範囲内

で接見すること並びに書類及びその他の物を授受することに限り解除する。
記

氏 、名 ○○○○

生年月日 昭和○○年○○月○○日生

被告人（被疑者） との関係▲
１

、

令和 年 月 日

大阪地方裁判所

裁判官 大阪一郎
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(参考書式一般的一部解除～弁護人請求）
岡

令和 年(○）第 号

接見等禁止一部解除決定

戸

被告人（被疑者） 天満太郎

昭和32年5月16日生

●

被告人（被疑者）に対する覚醒剤取締法違反被告（被疑）事件に関し，大

阪地方裁判所裁判官が令和○○年○○月○○日にした接見等禁止決定につい

て，令和○○年○○月○○日，弁護人○○○○から接見等禁止一部解除の申

請があったので，検察官の意見を聴いた上,被告人（被疑者）が下記の者と，

法令の節開内で接見すること並びに書類及びその他の物を授受することに限法令の範囲内で接見すること並びに書類及

り解除する。

記

氏 名 ○○○O

生年月日 昭和○○年○○月○○日生

被告人（被疑者） との関係▲
‐
ｊ
Ｐ
ｊ
ｄ

ｌＰ

〆

タ
リ
・
‐
１
℃
、

令和年 月 日

大阪地方裁判所

裁判官 大阪一郎
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(参考書式接見のみ解除）

令和 年（○）第 号

接見等禁止一部解除決定

被告人（被疑者） 天満太郎

昭和32年5月16日生

被告人（被疑者）に対する覚醒剤取締法違反被告（被疑）事件に関し，大

阪地方裁判所裁判官が令和○○年○○月○○日にした接見等禁止決定につい

て，令和○○年○○月○○日弁護人○○○○から接見等禁止一部解除の申

請があったので,検察官の意見を聴いた上,被告人（被疑者）が下記の者と，請があったので，

法令の範囲内で接見することに限り解除する。

記

氏 名 ○○○○

生年月日 昭和○○年○○月○○日生

被告人（被疑者） との関係▲

f l

令和 年 月 日

大阪地方裁判所

裁判官 大阪一郎
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(参考書式接見の日時，条件指定あり）

令和 年（○）第 号

接見等禁止一部解除決定

被告人（被疑者） 天満太郎
台

昭和32年5月16日生

被告人（被疑者)に対する覚醒剤取締法違反被告（被疑）事件に関し，大

阪地方裁判所裁判官が令和○○年○○月○○日にした接見等禁止決定につい

て，令和○○年○○月○○日，弁護人○○○○から接見等禁止一部解除の申

請があったので，検察官の意見を聴いた上，被告人（被疑者）が下記(1)の者

と，下記(2)の条件で，下記(3)の日時に接見することに限り解除する。

記

(1)氏 名 ○○○○

生年月日 昭和○○年○○月○○日生

被告人（被疑者）との関係▲

(2)接見の内容

本件○○被告（被疑）事件に関する事項について会話をしてはならない

(3)令和○○年○○月○○日午後○時から同日午後○時までの間の法令の範
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囲内

、 令和 年 月 日

大阪地方裁判所

裁判官 大阪一郎
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(参考書式特定の手紙の受信のみ）

令和 年（○）第 号

接見等禁止一部解除決定

被告人（被疑者） 天満太郎

昭和32年5月16日生

被告人（被疑者）に対する覚醒剤取締法違反被告（被疑）事件に関し，大

阪地方裁判所裁判官が令和○○年○○月○○日にした接見等禁止決定につい

て，令和○○年○○月○○日，弁護人○○○○から接見等禁止一部解除の申

華錨読--,弁ので楴寒官の意見を聴いた上，被告人（被疑者）が下記の者発検察官の意見を聴いた上，請があったので，

信による別紙内容の手紙を受領することに限り解除する。

記

氏 名 ○○○○

生年月日 昭和○○年○○月○○日生

被告人（被疑者） との関係▲

t

令和 年 月 日

大阪地方裁判所

裁判官 大阪一郎

①
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(参考書式手紙の受信のみ）

令和 年（○）第 号

接見等禁止一部解除決定

被告人（被疑者） 天満太郎

昭和32年5月16日生

被告人（被疑者）に対する覚醒剤取締法違反被告（被疑）事件に関し，大

阪地方裁判所裁判官が令和○○年○○月○○日にした接見等禁止決定につい

て，令和○○年○○月○○日弁護人○○○○から接見等禁止一部解除の申

請があったので，検察官の意見を聴いた上，被告人（被疑者）が下記の者か

らの信書を受信することに限り解除する。

記

氏 名 ○○○○

生年月日 昭和○○年○○月○○日生

被告人（被疑者） との関係▲
｛

令和 年 月 日

大阪地方裁判所

裁判官 大阪一郎
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平成27年3月

勾留質問手続における被疑者の逃走，危害行為防止について

大阪地方裁判所

勾留質問手続は，単に裁判官が被疑者の陳述を聴取し勾留状の発付を検討するだ

けでなく，被疑者にとっては逮捕後の身柄拘束がどうなるかが決まる手続であるこ

とから，裁判所は，勾留質問手続中は身柄を預かる機関として適切に対応する必要

がある.

勾留質問手続に関与する裁判官及び職員は常に非常事態が起こりうることを念頭

において，特に，次のような点に留意して事務処理を行う。

r、、

Ｑ
１
１
ｄ
ｆ

207



〆彰懲､

Ｊ
Ｄ
Ｂ

１
１

208

辿



‐詞

勾留質問手続毒の逃走卿』三等

（
!I

●


